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は
じ
め
に

　　

本
稿
の
課
題
は
、
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
三
〇
年
代
後
半
ま
で
の
三
菱
財
閥
傘
下
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
を
対
象
に
、
そ
の
臨
時
職

工
・
人
夫
と
労
務
供
給
請
負
業
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
筆
者
は
以
前
に
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
臨
時
工
と
労
務
供
給
請
負
業

に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
た
が（
1
）、
そ
れ
は
い
わ
ば
全
国
レ
ヴ
ェ
ル
の
マ
ク
ロ
的
な
考
察
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
考
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

近
代
日
本
労
働
史
・
労
資
関
係
史
の
研
究
に
お
い
て
臨
時
工
や
労
務
供
給
請
負
業
の
存
在
が
な
ぜ
究
明
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
、

そ
の
理
由
と
背
景
に
つ
い
て
の
べ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
点
を
再
述
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
本
稿
は
上
記
論
考
を
補
完
す
る
た
め
の
三
菱

財
閥
傘
下
の
個
別
企
業
・
事
業
所
に
即
し
た
ミ
ク
ロ
的
な
考
察
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、
従
来
の
財
閥
史
・
三
菱
財
閥
史
の
研
究
と
の
か
か
わ
り
で
本
稿
が
も
つ
課
題
設
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
簡
単
に
の
べ
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
柴
垣
和
夫
氏
の
研
究（
2
）は
、
財
閥
（
三
井
、
三
菱
）
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
綿
工
業
独
占
体
を
日
本
金
融
資
本

の
二
類
型
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
動
態
と
構
造
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
独
占
の
組
織
形
態
が
問
題
と

さ
れ
、「
金
融
資
本
」
下
の
労
働
問
題
は
ま
っ
た
く
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
同
氏
の
「
財
閥
金
融
資
本
〔
は
〕
…
…
製

造
工
業
部
門
と
り
わ
け
重
化
学
工
業
部
門
が
劣
弱
で
、
鉱
礦
業
の
ご
と
き
原
始
産
業
が
生
産
部
門
の
中
核
を
な
し
、
他
方
で
商
事
会
社
や

銀
行
に
代
表
さ
れ
る
流
通
・
金
融
部
門
の
比
重
が
高
か
っ
た（
3
）」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
財
閥
に
対
す
る
史
的
認
識
が
そ
の
労
働
史
分

三
菱
財
閥
傘
下
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
臨
時
職
工
・
人
夫
と
労
務
供
給
請
負
業

西
成
田　

豊
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析
へ
の
関
心
の
欠
如
に
い
っ
そ
う
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た（
4
）。
し
か
し
、
詳
述
は
避
け
る
が
、
財
閥
に
対
す
る
同
氏
の
こ
の
史

的
認
識
は
、
三
井
財
閥
に
対
す
る
認
識
に
か
な
り
引
き
づ
ら
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
、
重
工
業
部
門
を
ひ
と
つ
の
重
要
な
事
業
基
盤
と
し
て

い
た
三
菱
財
閥
と
三
井
と
の
無
視
し
が
た
い
差
異
に
ま
っ
と
う
な
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。

　

た
だ
、
柴
垣
氏
の
よ
う
な
そ
れ
な
り
の
「
理
論
的
」
根
拠
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
後
の
旗
手
勲
氏
、
三
島
康
雄

氏
ら
の
三
菱
財
閥
に
関
す
る
研
究（
5
）で
も
、
同
財
閥
に
お
け
る
重
工
業
部
門
の
重
要
性
は
強
調
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
労
働
史

に
関
す
る
分
析
は
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
中
西
洋
氏
の
研
究（
6
）は
、
幕
営
時
代
、
工
部
省
時
代
、
三
菱
時
代
の
長
崎
造

船
所
の
経
営
・
労
働
史
を
一
次
史
料
を
用
い
て
克
明
に
分
析
し
た
大
作
で
あ
る
が
、
考
察
の
時
期
は
同
所
に
お
い
て
臨
時
職
工
が
重
要
な

存
在
と
な
る
前
の
一
九
〇
〇
年
で
終
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
の
か
つ
て
の
研
究（
7
）は
、
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
か
ら
二
〇
年
代

半
ば
ま
で
の
三
菱
長
崎
造
船
所
の
経
営
・
労
働
史
を
一
次
史
料
を
用
い
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
臨
時
工
制
度
や
人
夫
供
給
請
負
制
度

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
前
記
論
考
で
記
し
た
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
ま
た
筆
者
の
研
究
は
、
三
菱
財
閥
そ
れ
自
体
の
研
究
を

目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
点
を
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
長
崎
造
船
所
以
外
の
三
菱
財
閥
傘
下
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の

労
働
史
に
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
の
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
点
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
研
究
史
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
本
稿
は
、
ま
ず
第
一
章
で
は
、
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
二
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
三
菱
長
崎

造
船
所
を
対
象
と
し
、
第
二
章
で
は
、
同
造
船
所
を
含
め
て
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
三
〇
年
代
後
半
ま
で
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
を
対
象

と
し
て
、
そ
こ
の
臨
時
職
工
・
人
夫
と
労
務
供
給
請
負
業
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
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注（
1
）
西
成
田
豊
「
両
大
戦
間
期
日
本
の
臨
時
工
と
労
務
供
給
請
負
業
」（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
一
橋
大
学
大
学
教
育
研

究
開
発
セ
ン
タ
ー
）。

（
2
）
柴
垣
和
夫
『
日
本
金
融
資
本
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
。

（
3
）
同
上
書
、
一
六
頁
。

（
4
）
財
閥
に
対
す
る
柴
垣
氏
の
こ
う
し
た
史
的
認
識
は
、「
わ
が
国
に
お
け
る
重
工
業
的
基
盤
の
脆
弱
性
と
、
官
営
企
業
に
よ
る
そ
の
基
幹
的
部
分
の

占
取
」（
二
五
七
頁
）、「
ほ
ん
ら
い
の
重
化
学
工
業
の
基
幹
部
門
は
鉄
鋼
業
で
あ
る
。
そ
れ
が
段
階
論
的
意
味
に
お
い
て
は
金
融
資
本
の
、
ひ
い

て
は
帝
国
主
義
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
」（
二
八
四
頁
、
傍
点
は
柴
垣
）
と
い
う
記
述
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
重
工
業
は
「
国

家
資
本
」
が
担
い
、
重
工
業
の
基
軸
は
鉄
鋼
業
で
あ
る
と
い
う
、
か
な
り
抽
象
化
さ
れ
た
認
識
と
ふ
か
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

（
5
）
旗
手
勲
『
日
本
の
財
閥
と
三
菱
　

―
　

財
閥
企
業
の
日
本
的
風
土
　

―
　

』
楽
游
書
房
、
一
九
七
八
年
、
三
島
康
雄
編
『
三
菱
財
閥
』
日
本
経
済
新
聞

社
、
一
九
八
一
年
。

（
6
）
中
西
洋
『
日
本
近
代
化
の
基
礎
過
程
　

―
　

長
崎
造
船
所
と
そ
の
労
資
関
係
：
一
八
五
五
〜
一
九
〇
〇
年
』（
上
）、（
中
）、（
下
）、
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
八
二
年
、
一
九
八
三
年
、
二
〇
〇
三
年
。

（
7
）
西
成
田
豊
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
第
二
章
。



人文・自然研究　第 8号　　400

第
一
章　

三
菱
長
崎
造
船
所
の
臨
時
職
工
・
人
夫
と
労
務
供
給
請
負
業 

　

―
　

一
九
〇
〇
年
前
後
〜
一
九
二
五
年
　

―
　

　

は
じ
め
に
、
本
章
が
考
察
の
対
象
と
す
る
三
菱
長
崎
造
船
所
の
沿
革
に
つ
い
て
簡
単
に
の
べ
て
お
き
た
い
。
同
所
は
一
八
五
七
（
安
政

四
）
年
一
〇
月
、
徳
川
幕
府
が
直
営
す
る
長
崎
製
鉄
所
と
し
て
起
工
さ
れ
た
。
明
治
維
新
後
は
新
政
府
に
よ
っ
て
官
収
さ
れ
、
七
一
年
四

月
工
部
省
長
崎
造
船
所
と
改
称
さ
れ
た
。
そ
の
後
八
四
年
七
月
、
三
菱
社
の
岩
崎
弥
太
郎
に
貸
与
さ
れ
、
八
七
年
六
月
同
人
に
払
い
下
げ

ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
九
三
年
、
三
菱
社
が
三
菱
合
資
会
社
に
改
組
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
所
は
三
菱
長
崎
造
船
所
と
称
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

一　

臨
時
職
工

　

三
菱
長
崎
造
船
所
に
お
け
る
臨
時
職
工
の
存
在
は
、
史
料
上
は
一
八
九
四
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
九
〇
年

七
月
に
制
定
さ
れ
た
同
所
の
「
工
場
規
則
」
の
う
ち
、
就
業
中
の
負
傷
者
へ
の
手
当
給
付
を
定
め
た
第
二
三
条
が
九
四
年
に
改
正
さ
れ
、

「
臨
時
雇
職
工
工
事
ノ
為
負
傷
シ
タ
ル
ト
モ
ハ
、
治
療
費
ヲ
給
シ
別
ニ
手
当
ヲ
給
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス（
1
）」（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

と
い
う
条
項
が
追
加
さ
れ
た
。
ま
た
、
九
八
年
の
時
点
で
「
当
時
臨
時
人
夫
―
外ほ

か

ニ
ア
リ
タ
ル
臨
時
職
工（
2
）」
と
い
う
記
述
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
所
に
お
い
て
臨
時
職
工
が
規
則
上
明
確
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
一
六
年
一
二
月
に
制

定
さ
れ
た
「
職
工
規
則
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
規
則
第
五
条
は
、「
職
工
ノ
資
格
ヲ
分
チ
テ
定
傭
ト
臨
時
傭
ノ
二
種
ト

ス（
3
）」
と
規
定
し
、
初
め
て
臨
時
職
工
の
存
在
が
規
則
上
明
文
化
さ
れ
た
。

　

た
だ
し
、
臨
時
職
工
の
人
数
が
同
所
の
統
計
資
料
（
三
菱
長
崎
造
船
所
『
年
報
』（
4
））
上
、
初
め
て
掲
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
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九
一
三
年
度
か
ら
で
あ
り
、
当
該
年
度
の

『
年
報
』
は
〇
三
年
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
臨
時
職
工
数
を
記
載
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
こ
で
は
〇
二
年
ま
で
は
臨
時
職
工

は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
ご
と

く
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
述
し
た
記
述
と
明

ら
か
に
食
い
違
っ
て
い
る
。
臨
時
職
工
に

対
す
る
同
所
の
位
置
づ
け
が
、
〇
三
年
以

前
と
そ
れ
以
降
で
は
異
な
っ
て
い
た
の
か

な
ど
、
そ
の
違
い
の
理
由
は
か
な
ら
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
お
き
、
表
1
よ

り
臨
時
職
工
の
人
数
と
労
働
者
全
体
に
占

め
る
そ
の
比
率
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

臨
時
職
工
数
は
〇
三
年
の
五
〇
人
か
ら
始

ま
り
、
日
露
戦
争
後
（
〇
六
年
）
か
ら
第

一
次
世
界
大
戦
前
（
一
三
年
）
ま
で
は
、

若
干
の
増
減
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
六
〇

表 1　労働者数の推移（1902 年―24 年）

年
定傭職工
（A）

臨時職工
（B）

人夫
（C）

計
（D） A＋B

B
D
C

1902 3,797人 ― 1,261人 5,058人 ― 24.9％

03 4,093 　50人 1,412 5,555 1.2％ 25.4
04 3,765 110 1,366 5,241 2.8 26.1
05 5,018 394 1,562 6,974 7.3 22.4
06 6,915 576 1,767 9,258 7.7 19.1
07 7,693 686 1,793 10,172 8.2 17.6
08 7,375 679 1,456 9,510 8.4 15.3
09 4,841 144 727 5,712 2.9 12.7

1910 4,592 440 665 5,697 8.7 11.7
11 5,511 847 777 7,135 13.3 10.9
12 6,299 694 892 7,885 9.9 11.3
13 7,451 959 1,078 9,488 11.4 11.4
14 7,214 2,242 989 10,445 23.7 9.5
15 8,134 506 1,148 9,788 5.9 11.7
16 8,848 2,416 1,421 12,685 21.4 11.2
17 9,825 3,260 1,458 14,543 24.9 10.0
18 10,385 2,085 1,330（282人） 13,800 16.7 9.6
19 12,820 1,937 1,385（377） 16,142 13.1 8.6
1920 14,085 1,203 1,088（139） 16,376 7.9 6.6
21 17,995 ― 399（399） 18,394 ― 2.2
22 12,606 ― 214（214） 12,820 ― 1.7
23 9,671 　 30※ 112（112） 9,813 0.3 1.1
24 8,640 　 10※ 　 88 （88） 8,738 0.1 1.0

資料：三菱長崎造船所『年報』各年度（三菱重工業株式会社長崎造船所所蔵）
　注：※は「期限付臨時傭職工」，カッコ内は「女夫」で人夫数の内数．
　　　上記史料所蔵場所は，筆者自身が 1977 年 1 月マイクロフイルムで撮影した時の場所，以下同じ．
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〇
人
―
九
〇
〇
人
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
は
い
る
と
（
一
四
―
一
八
年
）、
臨
時
職
工
数
は
二
〇
〇
〇
人
―
三
〇

〇
〇
人
と
さ
ら
に
増
加
し
、
大
戦
後
（
一
九
年
）
も
ほ
ぼ
二
〇
〇
〇
人
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
は
い

っ
た
直
後
の
一
五
年
に
急
減
し
て
い
る
の
は
、
船
舶
の
修
繕
工
事
が
減
少
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
長
崎
造
船
所
は
、

「
欧
州
動
乱
の
結
果
…
…
海
運
界
ハ
常
ニ
船
復
不
足
ノ
為
修
繕
工
事
閑
散
ヲ
告
ゲ
、
遂
ニ
職
工
ニ
過
剰
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
、

臨
時
傭
職
工
ノ
一
部
ヲ
解
傭
シ（
5
）」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
大
戦
後
の
「
反
動
恐
慌
」
期
の
二
〇
年
と
そ
の
後
の
造
船
不
況
期
に
は
い

る
と
、
臨
時
職
工
数
は
お
お
き
く
減
少
し
、
二
一
、
二
二
年
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
く
な
る
。
臨
時
職
工
は
二
三
年
以
降
少
数
で
は
あ
る

が
再
び
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
別
の
限
定
さ
れ
た
意
味
合
い
を
も
つ
よ
う
に
な

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
あ
ら
た
め
て
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

一
方
、
労
働
者
全
体
に
占
め
る
臨
時
職
工
の
比
率
は
、
日
露
戦
争
後
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
前
ま
で
は
六
―
一
二
％
（
〇
九
年
は
除

く
）、
第
一
次
世
界
大
戦
期
は
一
五
―
二
二
％
（
一
五
年
は
除
く
）
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
臨
時
職
工
比

は
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
お
お
き
く
増
大
す
る
も
の
の
、
二
〇
年
ま
で
を
通
観
す
れ
ば
、
常
に
労
働
者
全
体
の
一
割
弱
を
占
め
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
臨
時
職
工
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
崎
造
船
所
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

「
職
工
中
定
傭
ノ
他
ニ
臨
時
雇
職
工
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
元
来
臨
時
雇
職
工
ハ
事
業
ノ
繁
閑
ニ
依
リ
随
時
傭
罷
ノ
自
由
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
為

設
ケ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
、
後
（
一
九
一
五
年
こ
ろ
―
引
用
者
注
）
ニ
於
テ
ハ
寧む
し

ロ
定
傭
ニ
採
用
ス
ベ
キ
一
階
級
ト
シ
テ
採
用
セ
ラ
ル
ヽ
モ

ノ
ア
ル
ニ
至
レ
リ（
6
）」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
同
所
は
一
九
一
二
年
五
月
、
職
工
を
採
用
す
る
と
き
の
身
体
検
査
に
関
し
、
次
の
よ
う

な
基
準
を
設
け
て
い
る
。
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「
従
来
飽あ
く

之の

浦う
ら

（
機
関
部
の
諸
工
場
―
引
用
者
注
）
ハ
（
職
工
を
―
引
用
者
）
臨
時
ト
シ
テ
採
用
ノ
ト
キ
身
体
検
査
ヲ
ナ
シ
、
更
ニ

定
傭
ニ
採
用
ノ
ト
キ
身
体
検
査
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
、
今
後
ハ
臨
時
ト
シ
テ
採
用
ノ
ト
キ
定
傭
或
ハ
臨
時
ト
シ
テ
合
格
ノ
区
分
ヲ
附
シ
、

定
傭
ト
シ
テ
合
格
ノ
者
ハ
定
傭
ニ
採
用
ノ
ト
キ
再
ビ
身
体
検
査
ヲ
セ
ザ
ル
コ
ト
ヽ
ス
／
立た

て

神が
み

（
造
船
部
の
諸
工
場
―
引
用
者
注
）
ハ

従
来
ヨ
リ
臨
時
ト
シ
テ
採
用
ノ
ト
キ
ハ
身
体
検
査
ヲ
ナ
サ
ズ
、
定
傭
ヲ
採
用
ノ
ト
キ
始マ
マ

メ
テ
身
体
検
査
ヲ
ナ
シ
来
リ
タ
ル
ニ
付
従
来

ノ
儘ま

ま

ト
ス（
7
）」

　　

こ
こ
で
は
、
臨
時
職
工
を
採
用
す
る
と
き
、
臨
時
職
工
の
ま
ま
と
す
る
者
と
、
い
ず
れ
技
能
な
ど
何
ら
か
の
基
準
に
も
と
づ
き
常
傭
工

と
す
る
者
と
に
区
分
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
、
身
体
検
査
の
問
題
を
と
お
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
三
菱
合
資
会
社
本
社
は
、
一
九

一
四
年
に
刊
行
し
た
「
報
告
書
」
の
な
か
で
、
三
菱
造
船
所
（
長
崎
造
船
所
）
の
「
在
籍
者
ニ
定
傭
ノ
者
ト
臨
時
雇
ノ
者
ト
ア
リ
、
両
者

間
実
質
上
ノ
区
別
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、
臨
時
雇
ト
ハ
定
傭
ニ
到
ル
一
箇
ノ
階
段
タ
ル
ノ
ミ（
8
）」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
記
し
た
一
六

年
の
「
職
工
規
則
」
は
そ
の
第
六
条
で
、「
新
ニ
傭
入
ル
ル
職
工
ハ
臨
時
傭
ト
シ
、
六
箇
月
経
過
ノ
後
必
要
に
応
シ
其
ノ
性
行
技
能
ヲ
詮

衡
ノ
上
定
傭
ニ
採
用
ス
／
新
ニ
傭
入
ル
ル
職
工
ト
雖
い
え
ど
も、
相
当
ノ
技
能
経
歴
ア
ル
者
ハ
初
ヨ
リ
定
傭
ニ
採
用
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ（
9
）」
と

定
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
長
崎
造
船
所
の
臨
時
職
工
は
、
当
初
は
景
気
変
動
に
対
応
し
雇
用
を
調
整
す
る
た
め
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
職
工
を
採
用
す
る
と
き
は
ま
ず
臨
時
職
工
と
し
て
採
用
し
、
そ
の
さ
い
臨
時
職
工
の
ま
ま
と
す
る
者
と
、
い

ず
れ
（
後
、
六
ケ
月
と
規
定
さ
れ
る
）
定
傭
工
と
す
る
者
と
に
区
分
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
第
一
次
大
戦
期
に
は
い
る
と
後
者

の
試
傭
工
的
性
格
が
つ
よ
く
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
一
九
二
三
年
以
降
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
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の
点
に
つ
い
て
長
崎
造
船
所
は
、
二
二
年
九
月
以
降
「
定
傭
職
工
ノ
雇
入
ハ
之
ヲ
中
止
、
業
務
ノ
繁
閑
ニ
応
ジ
期
限
付
職
工
ヲ
雇
入
レ
得

ル
コ
ト
ト
セ
ル（
10
）」、「
従
来
ハ
一
ケ
年
以
上
ニ
亘
リ
期
限
付
ト
シ
テ
雇
傭
サ
ル
ヽ
モ
ノ
ア
リ
シ
モ
…
…
期
限
付
職
工
ノ
雇
傭
期
間
ノ

M
axim

um

ハ
之
ヲ
六
十
日
ト
シ
、
且か

ツ
引
続
モ
雇
傭
ス
ル
場
合
ニ
ハ
数
日
ノ
中
断
ノ
コ
ト
ヽ
セ
リ（
11
）」
と
の
べ
て
い
る
。
長
崎
造
船

所
は
二
〇
年
代
の
造
船
不
況
の
影
響
を
う
け
、
二
二
年
二
月
に
は
三
七
二
九
人
、
翌
二
三
年
一
〇
月
に
は
一
四
九
九
人
の
職
工
を
解
雇
し

て
お
り（
12
）、
定
傭
工
を
新
規
に
採
用
す
る
方
針
に
ひ
と
ま
ず
終
止
符
を
打
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
降
新
規
に
採
用
す
る
職
工
は
、

六
〇
日
と
雇
用
期
間
を
限
定
し
た
（
雇
用
を
事
実
上
継
続
す
る
ば
あ
い
は
一
旦
解
雇
し
、
数
日
後
に
再
雇
用
す
る
）
期
限
付
の
臨
時
職
工

と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
次
大
戦
期
の
臨
時
職
工
の
雇
用
期
間
が
六
カ
月
で
あ
り
、
そ
れ
も
常
用
工
に
至
る
前
段
と
し
て
の
試
傭
工

的
な
性
格
（
雇
用
継
続
が
前
提
）
が
つ
よ
か
っ
た
の
に
対
し
、
六
〇
日
と
い
う
短
い
雇
用
期
間
を
付
し
、
雇
用
契
約
更
新
の
ば
あ
い
の
基

準
を
明
確
化
し
た
も
の
が
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
の
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
は
別
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
臨
時
職
工
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
雇
い
入
れ
ら
れ
、
造
船
所
内
で

ど
の
よ
う
な
関
係
の
も
と
で
就
労
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
菱
合
資
会
社
本
社
の
さ
き
の
「
報
告
書
」
は
ま
ず

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
造
船
所
ニ
於
テ
職
工
雇
入
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
工
場
支
配
人
ノ
承
認
ヲ
経
テ
各
工
場
主
任
技
士
ニ
於
テ
其
配
下
ノ
組
長
、
小
頭
ニ

命
ジ
、
其
心
当
リ
ヲ
探
サ
イ
メ
、
造
船
所
ト
シ
テ
ハ
直
接
ニ
広
告
ヲ
為
シ
若も
し

ク
ハ
口く
ち

入い
れ

業
者
ニ
申
込
ム
等
ノ
コ
ト
ナ
シ
、
而し
こ
うシ
テ
命

ヲ
受
ケ
タ
ル
小
頭
、
組
長
ハ
其
平
素
ノ
交
遊
ニ
依
リ
夫そ
れ

々ぞ
れ

手
蔓
ヲ
辿た
ど

リ
照
会
シ
、
遠
キ
ハ
阪
神
地
方
ニ
モ
及
ブ
コ
ト
ア
リ（
13
）」

　　

こ
こ
で
は
、
長
崎
造
船
所
が
新
規
に
職
工
を
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
広
い
交
遊
関
係
（
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
を
も
っ
て
い
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る
小
頭
や
組
長
な
ど
の
役
付
職
工
（
親
方
職
工
）
に
依
頼
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
小
頭
や
組
長
に
よ
っ
て

募
集
さ
れ
た
職
工
こ
そ
が
臨
時
職
工
で
あ
り
、
入
職
後
は
そ
れ
ら
小
頭
・
組
長
配
下
の
職
工
と
し
て
編
成
さ
れ
た（
14
）。
上
記
「
報
告
書
」

は
こ
う
の
べ
て
い
る
。

　

「
其
募
集
シ
得
タ
ル
人
員
ハ
之
ヲ
造
船
所
ニ
紹
介
シ
、
臨
時
職
工
若
ク
ハ
臨
時
人
夫
ノ
資
格
ヲ
得
セ
シ
ム
、
造
船
所
ニ
於
テ
モ
亦
此

雇
人
ヲ
其
紹
介
人
タ
ル
小
頭
若
ク
ハ
組
長
ノ
組
下
ト
シ
テ
配
属
セ
シ
メ
、
以
テ
紹
介
人
ノ
労
ニ
酬
エ
ル
所
ア
ル
ナ
リ（
15
）」

　　

こ
こ
で
は
、
小
頭
や
組
長
に
よ
る
臨
時
職
工
の
募
集
活
動
は
、
繊
維
工
業
に
お
け
る
女
工
の
募
集
活
動
と
同
様
に（
16
）、「
紹
介
人
」
に

よ
る
「
紹
介
」
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る（
16
）。
以
上
の
よ
う
な
小
頭
・
組
長
と
臨
時
職
工
の
関
係
は
、
一
種
の
親
方
制
度
の

関
係
（
親
方
・
子
方
関
係
）
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
三
菱
彦
島
造
船
所
（
一
九
一
四
年
一
一
月
開
設
、
山
口
県
豊
浦
郡
彦
島
村（
17
））
で

一
七
年
二
月
に
発
生
し
た
労
働
争
議
の
な
か
に
も
、
は
っ
き
り
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る（
18
）。
こ
う
し
た
小
頭
・
組
長
と
臨
時
職
工
を

は
じ
め
と
す
る
職
工
の
関
係
は
、
人
間
的
・
人
格
的
結
び
つ
き
が
強
く
、
小
頭
・
組
長
へ
の
登
用
の
条
件
は
、
職
工
に
対
す
る
そ
う
し
た

人
間
的
掌
握
力
が
ひ
と
つ
の
有
力
な
条
件
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
「
報
告
書
」
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

「
直
接
ニ
職
工
ヲ
統
御
シ
其そ

の

受
持
仕
事
ヲ
割
当
ツ
ル
ハ
組
長
若
ク
ハ
小
頭
ノ
職
務
ト
ス
ル
所
ニ
テ
、
組
長
小
頭
ハ
公
私
共
ニ
絶
エ
ス

職
工
ニ
接
触
シ
、
従
テ
技
士
ヨ
リ
モ
能よ

ク
職
工
ノ
気
質
材マ
マ

能
ヲ
和
悉
ス
ル
ヲ
以
テ
、
職
工
ノ
薫
育
ニ
関
シ
テ
モ
組
長
小
頭
ノ
材
能
如

何
ハ
影
響
ス
ル
所
尠せ

ん

少し
よ
うニ
ア
ラ
サ
ル
カ
如
シ
、
蓋け
だ
し

造
船
所
ニ
於
テ
ハ
組
長
小
頭
ニ
抜
擢
ス
ル
ノ
条
件
ハ
単
純
ニ
職
工
ノ
技
能
ノ
優

秀
ナ
ル
コ
ト
ノ
ミ
ニ
止
メ
ス
シ
テ
、
同
時
ニ
多
数
ノ
職
工
ヲ
統
御
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
材
能
ア
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
件
ト
シ
…
…（
19
）」
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「
報
告
書
」
の
以
上
の
記
述
は
一
九
一
三
、
四
年
時
点
の
も
の
で
あ
り
、
大
戦
期
に
は
い
っ
た
そ
の
後
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
言
え
る
の
か
ど
う
か
。
既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
「
報
告
書
」
は
臨
時
職
工
の
試
傭
工
的
性
格
を
強
調
し
て
お
り
、
臨
時
職
工
の
そ
う
し

た
性
格
が
強
ま
る
の
は
大
戦
期
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
上
述
し
た
こ
と
は
こ
の
時
期
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
事
実
、
大
戦
期
の
重
工
業
労
働
市
場
の
拡
大
は
、
企
業
に
よ
る
既
経
験
工
に
対
す
る
活
発
な
「
引
抜
き
」
合
戦
を
引
き
お
こ
し

た
。
長
崎
造
船
所
も
浅
野
、
播
磨
、
内
田
造
船
所
な
ど
新
興
の
造
船
所
や
、
地
元
長
崎
市
の
松
尾
鉄
工
所
に
よ
る
職
工
「
引
抜
き
」
の
恰

好
の
対
象
と
さ
れ
た（
20
）。
逆
に
ま
た
長
崎
造
船
所
も
、
小
頭
や
組
長
な
ど
に
よ
る
他
工
場
か
ら
の
職
工
の
「
引
抜
き
」
に
よ
っ
て
そ
れ

に
対
抗
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
長
崎
造
船
所
の
大
戦
期
に
お
け
る
臨
時
職
工
数
の
増
加
は
既
述
の
よ
う
に
き
わ
め
て
お
お

き
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
小
頭
や
組
長
に
よ
る
募
集
活
動
（「
引
抜
き
」）
に
依
存
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
優
良
な
造
船
企
業

と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
長
崎
造
船
所
へ
み
ず
か
ら
入
職
を
申
し
込
ん
だ
職
工
を
臨
時
職
工
と
し
て
採
用
し
た
者
も
、
少
な
か
ら
ず
存
在

し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
以
上
の
べ
た
臨
時
職
工
の
賃
金
（
日
給
）
は
、
定
傭
工
の
そ
れ
と
比
べ
て
ど
れ
程
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
史
料
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
職
工
の
昇
給
に
か
ん
す
る
史
料
の
記
述
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
そ
の
史
料
は
、
一
九
〇
八
年
以
降
一
九
年
（「
昇
給
内
規
」
の
制
定（
21
））
ま
で
の
職
工
の
昇
給
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　

「
不
文
律
ト
シ
テ
工
場
係
技
士
毎
半
月
前
、
前
回
昇
給
後
凡お
お
よソ
六
ケ
月
以
上
経
過
ス
ル
者
に
就
キ
、
作
業
成
績
並
な
ら
び
に

性
行
勤き
ん

惰だ

状

態
ヲ
考
査
シ
テ
昇
給
セ
シ
ム
ベ
キ
者
ヲ
決
定
シ
、
当
該
工
場
支
配
人
ハ
之
ヲ
毎
月
二
回
即
チ
十
日
及
二
十
五
日
迄
ニ
勤
怠
係
（「
人
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事
労
務
係
」
の
よ
う
な
部
署
―
引
用
者
注
）
ニ
報
告
シ
、
通
例
各
人
一
回
ノ
昇
給
額
ハ
次
ノ
如
キ
範
囲
内
ニ
於
テ
之
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ

ト
セ
リ（
22
）」

　　

そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
昇
給
額
は
、「
並
職
」（
役
付
職
工
を
除
く
定
傭
工
）
一
〇
銭
〜
一
五
銭
、「
臨
時
傭
」（
臨
時
職
工
）
五
銭
〜
一

〇
銭
と
な
っ
て
い
る（
23
）。
す
な
わ
ち
、
臨
時
職
工
の
昇
給
額
は
定
傭
工
の
そ
れ
の
五
〇
％
か
ら
六
七
％
で
あ
る
。
こ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー

ジ
が
定
傭
工
の
賃
金
（
日
給
）
と
臨
時
職
工
の
そ
れ
と
の
賃
金
格
差
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
一
九
一
一
年
と
一
七
年
の
ふ
た
つ

の
年
を
と
り
、
定
傭
工
（
六
職
種
）
の
平
均
賃
金
（
日
給
）
を
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
・
六
銭
、
七
七
・
八
銭
で
あ
り（
24
）、
ひ
と
ま

ず
平
均
七
九
銭
と
す
る
と
、
こ
の
時
期
の
臨
時
職
工
の
賃
金
（
日
給
）
は
、
概
ね
四
〇
銭
か
ら
五
三
銭
と
推
定
さ
れ
る
。
長
崎
造
船
所
の

人
夫
の
平
均
賃
金
（
日
給
）
は
、
一
一
年
五
四
・
二
銭
、
一
七
年
五
六
・
〇
銭
で
あ
り（
25
）、
後
述
す
る
よ
う
な
臨
時
人
夫
供
給
請
負
人

に
よ
る
〝
ピ
ン
は
ね
〞
を
考
慮
す
れ
ば
臨
時
職
工
の
賃
金
（
日
給
）
は
、
人
夫
の
賃
金
（
日
給
）
と
ほ
ぼ
同
水
準
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

な
お
、
昇
給
に
か
ん
す
る
前
記
の
史
料
は
、
昇
給
（
し
た
が
っ
て
一
般
に
賃
金
）
に
か
ん
し
て
実
質
的
に
決
定
権
を
有
す
る
者
は
、
各

工
場
の
「
技
士
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
り
、
小
頭
・
組
長
と
臨
時
職
工
の
親
方
制
度
的
関
係
は
、
賃
金
（
昇
給
）
の
領
域
に
ま
で

は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

　

臨
時
職
工
の
賃
金
・
昇
給
な
ど
に
関
す
る
造
船
所
側
の
こ
う
し
た
直
接
的
管
理
は
、
同
所
の
福
利
厚
生
政
策
を
、
常
傭
工
と
は
明
確
な

差
別
を
設
け
つ
つ
も
、
臨
時
職
工
に
対
し
て
も
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
長
崎
造
船
所
の
中
心
的
な
福
利
厚
生
政
策
と
し
て
一
八
九
七

年
一
二
月
に
制
定
（
九
八
年
一
月
施
行
）
さ
れ
た
「
職
工
救
護
法
」
は
、
イ
公
傷
治
療
費
の
造
船
所
負
担
、
ロ
公
傷
・
病
気
療
養
中
の

「
日
当
手
当
金
」
の
支
給
、
ハ
公
療
に
よ
る
死
亡
・
不
具
癈
疾
者
に
対
す
る
手
当
金
の
支
給
、
ニ
退
職
年
齢
に
達
し
た
ば
あ
い
と
、
死

亡
・
不
具
退
職
・
造
船
所
都
合
解
雇
の
ば
あ
い
に
お
け
る
「
退
隠
手
当
」
の
支
給
、
の
四
点
を
お
も
な
扶
助
内
容
と
し
、
イ
を
の
ぞ
く
原
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資
（
救
護
基
金
）
は
職
工
の
拠
出
金
と
造
船
所
側
の
同
額
出
資
金
に
よ
っ
た（
26
）。
一
九
〇
三
年
一
〇
月
、
こ
の
「
職
工
救
護
法
」
に
臨

時
職
工
を
扶
助
救
済
す
る
た
め
の
以
下
の
よ
う
な
附
則
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
。

　

「
臨
時
傭
入
職
工
、
職
務
上
ニ
依
リ
負
傷
シ
タ
ル

と
き

ハ
、
三
菱
造
船
所
病
院
ニ
於
テ
造
船
所
ノ
費
用
ヲ
以
テ
療
養
セ
シ
メ
、
仝
原
因

ニ
依
リ
死
去
若も

し

ク
ハ
傭よ
う

使し

に
堪
ヘ
サ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
手
当
ヲ
給
ス
／
此
ノ
救
護
ニ
対
ス
ル
基
金
ト
シ
テ
臨
時
職
工
ハ

毎
半
ケ
月
入
場
日
数
ニ
対
シ
左
ノ
割
合
ヲ
以
テ
醵
金
ス
ヘ
シ
、
造
船
所
モ
亦
同
額
ヲ
醵
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス（
27
）」

　　

左
に
記
さ
れ
て
い
る
手
当
金
と
拠
出
金
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
業
務
上
ノ
負
傷
ニ
基
キ
死
去
セ
ル
ト
キ
其
遺
族
ニ
、
又
ハ
仝
原

因
ニ
テ
造
船
所
ノ
傭
使
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ト
キ
其
人
ニ
手
当
金
」
金
一
〇
〇
円
、「
職
務
上
ノ
負
傷
療
養
中
日
当
手
当
金
」
金
四
〇
銭
、「
毎
一

月
醵
出
金
」
金
三
厘（
28
）。
以
上
の
一
〇
〇
円
、
四
〇
銭
と
い
う
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
重
工
業
労
働
者
の
平
均
賃
金
（
日
給
）
五

二
銭（
29
）の
一
九
二
日
分
、
七
七
％
に
相
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
〇
三
年
一
〇
月
の
附
則
追
加
に
よ
っ
て
、「
職
工
救
護
法
」
の
前
記
ニ
以

外
の
す
べ
て
が
、
臨
時
職
工
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
九
〇
九
年
一
月
、
こ
の
「
職
工
救
護
法
」
は
改
正
さ
れ
、
新
た
に
「
職
工
救
護
規
則
」（
以
下
「
救
護
規
則
」
と
記
す
）
と
し
て
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
詳
細
は
拙
著
に
譲
る
が（
30
）、
改
正
の
重
要
な
柱
の
ひ
と
つ
は
「
業
務
上
の
負
傷
・
死
亡
・
不
具
退
職

に
対
す
る
手
当
を
全
額
造
船
所
負
担
と
し
た
こ
と（
31
）」
に
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
臨
時
職
工
に
対
す
る
扶
助
救
済
規
定

が
本
則
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
救
護
規
則
」
は
、
そ
の
第
一
条
で
「
職
工
職
務
上
ノ
負
傷
ハ
三
菱
造
船
所
病
院
ニ

於
テ
三
菱
造
船
所
ノ
費
用
ヲ
以
テ
療
養
セ
シ
メ
、
引ひ

き

入い
り

療
養
中
ハ
各
人
月
給
額
ノ
七
割
ニ
当
ル
手
当
ヲ
給
シ
、
臨
時
雇
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
五
割

ヲ
給
ス（
32
）」
と
し
て
い
る
。
ま
た
第
二
条
で
は
、「
職
務
上
ノ
負
傷
ニ
基
キ
死
亡
、
又
ハ
仝
原
因
ニ
テ
三
菱
造
船
所
ノ
傭
使
ニ
堪
ヘ
ズ
シ
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テ
退
隠
セ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
本
人
勤
務
中
ノ
功
労
ヲ
詮
衡
シ
左
ノ
手
当
金
ヲ
本
人
又
ハ
其
遺
族
ニ
給
ス
」
と
し
、
そ
の
手
当
金
を
以
下

の
よ
う
に
等
級
区
分
し
て
い
る
。
一
等
一
五
〇
〇
円
以
上
三
〇
〇
〇
円
、
二
等
一
〇
〇
〇
円
以
上
一
八
〇
〇
円
以
下
、
三
等
五
〇
〇
円
以

上
一
二
〇
〇
円
、
四
等
三
七
五
円
以
上
七
〇
〇
円
、
五
等
一
五
〇
円
以
上
五
〇
〇
円
、
六
等
五
〇
円
以
上
二
〇
〇
円
、「
臨
時
雇
ノ
モ
ノ
」

二
〇
〇
円
以
下（
33
）。
こ
の
等
級
区
分
は
「
救
護
規
則
」
の
前
文
に
よ
れ
ば
、
一
等
「
職
工
人
夫
小
頭
及
ビ
小
頭
心
得
」、
二
等
「
職
工
人

夫
組
長
」、
三
等
「
日
給
六
拾
銭
以
上
ノ
職
工
人
夫
」、
四
等
「
月
給
参
拾
五
銭
以
上
ノ
職
工
人
夫
」、
五
等
「
日
給
参
拾
五
銭
未
満
ノ
職

工
人
夫
」、
六
等
「
職
工
修
業
生
及
ビ
見
習
」
と
な
っ
て
い
る（
34
）。
し
た
が
っ
て
、
臨
時
職
工
の
業
務
上
の
死
亡
・
不
具
退
職
に
対
す
る

手
当
金
の
給
付
額
は
、
見
習
職
工
の
水
準
で
あ
っ
た
。

　

一
九
一
六
年
九
月
の
工
場
法
施
行
に
と
も
な
い
、
長
崎
造
船
所
は
「
救
護
規
則
」
を
改
正
し
、
新
た
に
職
工
救
済
規
則
」（
以
下
「
救

済
規
則
」
と
記
す
）
を
制
定
し
た（
35
）。
こ
の
「
救
済
規
則
」
に
よ
っ
て
、
臨
時
職
工
は
初
め
て
「
七
等
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
（
第
三
条
）、

業
務
上
の
死
亡
に
対
す
る
手
当
金
の
額
も
三
五
〇
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
第
六
条
）。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
定
傭
工
に
は
給
付
さ
れ

て
い
た
私
的
原
因
に
よ
る
傷
病
・
死
亡
に
対
す
る
手
当
（
業
務
上
ニ
因
ラ
サ
ル
傷
病
及
死
亡
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
手
当
）
も
、
臨
時
職
工
に

給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
救
済
規
則
」
は
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　

「
定
傭
職
工
及
六
箇
月
以
上
ノ
臨
時
傭
ノ
者
、
傷
病
ニ
罹か
か

リ
一
週
間
以
上
休
業
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
、
当
所
病
院
又
ハ
官
公
立
病
院
ノ

診
断
書
ヲ
証あ

か
しト
シ
、
八
日
目
ヨ
リ
四
箇
月
ヲ
限
リ
一
日
定
傭
ニ
ハ
其
ノ
賃
金
ノ
七
分
ノ
五
、
臨
時
傭
ニ
ハ
其
ノ
賃
金
ノ
七
分
ノ
三
ニ

相
当
ス
ル
傷
病
手
当
ヲ
給
与
ス
（
以
下
略
）」（
第
一
三
条
）。「
定
傭
職
工
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
弔
慰
金
及
左

ノ
金
額
（
略
―
引
用
者
）
ヲ
当
所
ノ
認
ム
ル
遺
族
ニ
給
与
ス
（
中
略
）
臨
時
傭
ノ
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
ハ
特
ニ
詮
衡
ノ
上
幾
分
ノ
給
与
ヲ

ナ
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」（
第
一
五
条
）。
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以
上
縷る

縷る

の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
臨
時
職
工
は
小
頭
・
組
長
な
ど
の
役
付
職
工
と
親
方
制
度
的
な
関
係
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
（
第

一
次
大
戦
期
の
臨
時
職
工
の
一
部
は
除
く
）
が
、
賃
金
や
福
利
厚
生
政
策
の
適
用
な
ど
は
造
船
所
側
の
直
接
的
管
理
下
に
あ
り
、
後
者
の

適
用
内
容
は
し
だ
い
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
親
方
制
度
的
関
係
と
福
利
厚
生
政
策
の
並
存（
36
）、
こ
の
二
点
が
雇
用
期
間
の
問
題
と
と
も

に
、
こ
の
時
期
の
臨
時
職
工
が
、
一
九
二
三
年
以
降
の
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
と
お
お
き
く
異
な
る
点
で
あ
っ
た
。

二　

臨
時
人
夫

　

長
崎
造
船
所
は
、
岩
崎
弥
太
郎
に
貸
与
（
一
八
八
四
年
）、
払
下
げ
（
八
七
年
）
ら
れ
る
前
の
官
営
（
工
部
省
長
崎
造
船
所
）
時
代
か

ら
、
人
夫
を
多
数
使
用
し
て
い
た
。
実
際
、
一
八
七
七
年
七
月
〜
七
八
年
六
月
、
七
九
年
七
月
〜
八
〇
年
六
月
、
八
一
年
七
月
〜
八
二
年

六
月
の
三
つ
の
年
度
に
お
け
る
「
作
業
延
人
員
」
に
対
す
る
「
人
足
延
人
員
」
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
六
・
八
％
、
四
〇
・
一
％
、
三

〇
・
九
％
で
あ
り（
37
）、
人
夫
が
相
当
多
数
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
人
夫
が
直
接
雇
用
さ
れ
た
者
か
、
請
負
人
に
よ
っ
て
供
給
さ

れ
た
者
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
長
崎
造
船
所
が
三
菱
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
後
の
同
所
の
人
夫
が
請
負
人
に
よ
っ
て

供
給
さ
れ
た
人
夫
（
臨
時
人
夫
）
で
あ
る
こ
と
は
資
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
年
―
引
用
者
注
）
ノ
勤
怠
係
請
負
人
足
入
場
報
告
ニ
徴
ス
レ
バ
、
鍛
冶
、
造
罐
、
轆ろ

く

轤ろ

、
鑪や
も
り子
、
銅

工
、
大
工
、
鉄
工
等
ノ
各
職
ニ
亘わ

た

リ
相
当
広
ク
人
夫
供
給
請
負
人
ノ
供
給
ス
ル
人
夫
ヲ
使
用
セ
シ
モ
ノ
ヽ
如
ク
、
又
其
ノ
入
場
ハ
明

治
三
十
年
七
月
一
日
ヨ
リ
赤
札
（
木
札
ニ
赤
字
証
入
ノ
モ
ノ
）
ヲ
使
用
シ
テ
直
傭
職
工
ト
区
別
セ
リ（
38
）」
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そ
し
て
、
こ
の
「
赤
札
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
八
九
七
年
一
〇
月
現
在
、
同
所
の
職
工
数
三
七
三
七
人
に
対
し
、
臨
時
人

夫
は
少
な
い
と
き
で
三
〇
〇
人
、
多
い
と
き
で
一
〇
〇
〇
余
人
で
、
そ
の
供
給
は
四
人
の
請
負
人
に
依
存
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る（
39
）。

こ
の
四
人
は
、
以
下
に
み
る
「
臨
時
人
夫
雇
入
受
負
人
」
片
岡
茂
八
、
田
中
治
三
郎
、
村
田
藤
次
郎
、
森
川
市
太
郎
の
四
人
と
考
え
ら
れ

る
。

　

す
な
わ
ち
九
八
年
二
月
、
造
船
所
は
「
臨
時
人
夫
雇
入
受
負
人
心
得
内
規
」
を
制
定
し
、「
従
来
ノ
供
給
契
約（
40
）」
と
は
別
に
、
こ
れ

ら
四
人
に
「
一
札
ヲ
入
レ
実
行
セ
シ
ム
ル（
41
）」
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
造
船
所
は
こ
れ
ら
四
人
に
多
額
の
「
保
証
金
」
を
提
供
さ

せ
た
。
こ
の
「
保
証
金
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
上
記
「
雇
入
受
負
人
心
得
内
規
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
次
の
二
点
が
注
目

さ
れ
る（
42
）。
第
一
は
、
そ
れ
ま
で
の
供
給
請
負
人
は
臨
時
人
夫
を
供
給
す
る
こ
と
だ
け
が
業
務
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
「
内

規
」
で
は
供
給
請
負
人
と
そ
の
「
代
人
」
に
臨
時
人
夫
に
対
す
る
労
務
の
管
理
ま
で
義
務
づ
け
て
い
る
。

　

「
一
、
臨
時
人
夫
雇
入
受
負
人
ハ
毎
日
飽
ノ
浦
及
立
神
ニ
各
一
名
ヅ
ツ
詰
切
リ
、
受
負
人
総
代
ト
シ
テ
人
夫
ノ
勤
惰
ヲ
監
督
シ
及
諸

般
ノ
事
務
ヲ
執
ル
ベ
シ
」、「
毎
日
午
前
七
時
迄
代
人
出
頭
ノ
有
無
ヲ
取
調
ベ
、
万
一
不
勤
ノ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
勤
怠
係
ニ
届
出

予
備
代
理
者
ヲ
差
出
シ
代
人
仝
様
ノ
資
格
ニ
テ
就
業
セ
シ
ム
ヘ
シ
」、「
一
、
代
人
ノ
予
備
者
ト
シ
テ
平
素
臨
時
人
夫
ヲ
指
揮
シ
得
ル

者
ヲ
撰
定
シ
、
仕
事
先
（
臨
時
人
夫
配
置
先
の
造
船
所
内
工
場
―
引
用
者
注
）
主
任
者
ノ
認
印
ヲ
受
ケ
予
あ
ら
か
じメ
勤
怠
係
ニ
届
出
置
ク
ヘ

シ
」、「
一
、
前
二
項
ノ
手
数
ヲ
怠
リ
代
人
ノ
定
数
ニ
充
タ
サ
ル

と
き

ハ
、
十
人
分
以
内
ノ
人
夫
賃
ヲ
引
去
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」、「
一
、

臨
時
人
夫
ハ
始
業
時
間
十
分
前
ニ
一
定
ノ
場
所
ニ
整
列
セ
シ
メ
、
勤
怠
係
ノ
点
検
ヲ
請
フ
ヘ
シ
」、「
一
、
毎
朝
勤
怠
係
ヨ
リ
交
代
ス

ル
臨
時
人
夫
供
給
簿
ニ
使
役
者
主
任
ノ
認
印
ヲ
受
ケ
勤
怠
係
ニ
返
付
シ
テ
、
供
給
セ
ル
人
夫
ノ
就
業
ヲ
報
シ
兼
テ
着
到
照
合
ノ
用
ニ

供
ス
ヘ
シ
」
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第
二
は
、
供
給
請
負
人
が
供
給
す
る
臨
時
人
夫
に
年
齢
の
基
準
を
も
う
け
た
こ
と
で
あ
る
。「
一
、
臨
時
人
夫
ハ
身
体
強
壮
ナ
ル
モ
ノ

ヲ
精
撰
シ
テ
差
出
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
レ
ハ
、
如
何
ナ
ル
事
情
ア
ル
モ
五
十
歳
以
上
十
六
歳
以
下
ノ
モ
ノ
ヲ
一
等
夫
ト
シ
テ
入
場
（
工
場
へ

の
出
勤
―
引
用
者
注
）
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
」。
人
夫
の
等
級
区
分
が
早
い
時
期
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ

こ
で
「
一
等
夫
」
と
い
う
言
葉
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

造
船
所
は
、
以
上
の
べ
た
「
臨
時
人
夫
雇
入
受
負
人
心
得
内
規
」
と
同
時
に
、「
臨
時
人
足
取
扱
内
規
」
を
制
定
し
た（
43
）。「
雇
入
受

負
人
」
と
そ
の
「
代
人
」
の
臨
時
人
夫
に
対
す
る
労
務
管
理
の
義
務
づ
け
な
ど
重
複
す
る
事
項
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
別
と
す
れ
ば
こ
の

「
取
扱
内
規
」
で
は
以
下
の
三
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
は
、
供
給
請
負
人
に
よ
る
臨
時
人
夫
の
供
給
数
を
「
一
等
夫
」
五
〇
〇
人
と
定

量
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

「
一
、
臨
時
人
足
ハ
休
業
日
ノ
外ほ

か

毎
日
始
業
時
間
七
分
前
ニ
一
定
ノ
場
所
ニ
整
列
セ
シ
メ
勤
怠
掛
ノ
点
検
ヲ
受
ケ
、
一
等
夫
五
百
人

ヲ
限
リ
入
場
セ
シ
メ
適
宜
各
所
ニ
配
付
使
役
ノ
事
」、「
平
常
五
百
人
宛
ヲ
入
場
セ
シ
ム
ル
ハ
臨
時
多
数
ノ
需
用マ
マ

ニ
応
ゼ
シ
ム
ル
為
ナ

レ
バ
、
注
文
数
ニ
充
タ
サ
ル

と
き

ハ
厳
重
督
責
シ
テ
其
数
ニ
充
タ
シ
ム
ヘ
シ
（
以
下
略
）」、「
五
百
人
以
上
ノ
需
用マ
マ

ア
ル

ノ
外
二
等

夫
ヲ
入
場
セ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
」

　　

五
〇
〇
人
を
超
え
た
と
き
に
供
給
さ
れ
る
人
夫
が
「
二
等
夫
」
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
。

　

第
二
は
、
供
給
請
負
人
が
供
給
す
る
臨
時
人
夫
の
数
を
五
〇
〇
人
以
上
造
船
所
が
必
要
と
す
る
（
二
等
夫
の
供
給
を
求
め
る
）
ば
あ
い
、

そ
の
人
数
に
応
じ
た
臨
時
人
夫
一
人
に
つ
い
て
の
供
給
手
数
料
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
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「
一
、
一
日
入
場
五
百
人
以
上
七
百
人
マ
テ
ハ
一
人
ニ
付
弐
銭
、
七
百
人
以
上
八
百
人
迄
一
人
ニ
付
参
銭
、
八
百
人
以
上
一
人
ニ
付

四
銭
ヲ
手
数
料
ト
シ
テ
（
供
給
請
負
人
に
―
注
）
別
途
支
給
ス
」

　　

第
三
は
、「
一
等
夫
」
の
賃
金
（
日
給
）、
そ
し
て
史
料
上
初
め
て
登
場
す
る
「
小
供
人
夫
」、「
女
人
夫
」
の
賃
金
（
日
給
）
が
明
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
等
夫
」
は
三
二
銭
、「
小
供
人
夫
」、「
女
人
夫
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
六
銭
、
二
〇
銭
と
さ
れ
て
い

る
。「
一
等
夫
」
三
二
銭
、「
女
人
夫
」
二
〇
銭
と
い
う
賃
金
（
日
給
）
額
は
、
こ
の
時
期
の
日
傭
人
夫
賃
金
（
日
給
）
三
三
銭
、
製
糸
女

工
賃
金
（
日
給
）
二
〇
銭
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る（
44
）。
こ
れ
ら
の
賃
金
は
供
給
請
負
人
に
供
給
手
数
料
と
と
も
に
一
括
し
て
給
付
さ
れ
た

も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
供
給
請
負
人
か
ら
臨
時
人
夫
へ
の
賃
金
支
払
い
の
過
程
で
ピ
ン
は
ね
さ
れ
、
上
記
の
金
額
は
さ
ら
に
少

額
に
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
供
給
請
負
人
は
手
数
料
以
上
の
収
入
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

造
船
所
は
さ
ら
に
、
一
九
〇
〇
年
六
月
「
臨
時
人
夫
雇
入
手
続
」
を
制
定
し（
45
）、
上
記
「
臨
時
人
足
取
扱
内
規
」
を
改
正
す
る
と
と

も
に
、
さ
ら
に
詳
細
な
規
定
を
も
う
け
た
。
第
一
に
、
人
夫
の
賃
金
の
増
減
を
は
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
一
等
人
夫
」、「
女
人
夫
」
の

賃
金
は
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
銭
、
一
八
銭
と
減
額
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
、「
小
供
人
夫
」
の
賃
金
は
二
五
銭
に
増
額
さ
れ
、「
二
等
人
夫
」
の
賃
金

は
二
五
銭
と
新
た
に
明
示
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
日
傭
人
夫
賃
金
、
製
糸
女
工
賃
金
は
そ
れ
ぞ
れ
三
七
銭
、
二
〇
銭
で
あ
る
の
で（
46
）、

「
一
等
人
夫
」、「
二
等
人
夫
」
の
賃
金
は
、
日
傭
人
夫
の
そ
れ
の
八
一
％
、
六
八
％
の
水
準
に
な
り
、「
女
人
夫
」
の
賃
金
も
製
糸
女
工
の

そ
れ
を
一
〇
％
ほ
ど
下
回
る
こ
と
に
な
っ
た
。
供
給
請
負
人
に
よ
る
〝
ピ
ン
は
ね
〞
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
諸
人
夫
に
実
際
に

給
与
さ
れ
る
賃
金
は
さ
ら
に
劣
悪
な
水
準
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
臨
時
人
夫
の
「
定
員
」
を
前
述
の
五
〇
〇
人
か
ら
三
〇
〇
人
に
減
員
す
る
と
と
も
に
、
造
船
所
が
そ
の
「
定
員
」
三
〇
〇
人
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以
上
の
臨
時
人
夫
を
必
要
と
す
る
ば
あ
い
の
人
数
に
応
じ
た
追
加
手
数
料
を
引
き
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
〇
〇
人
以
上
五
〇
〇
人
ま
で

は
二
銭
、
五
〇
〇
人
以
上
七
〇
〇
人
ま
で
は
三
銭
、
七
〇
〇
人
以
上
八
〇
〇
人
ま
で
は
四
銭
、
八
〇
〇
人
以
上
九
〇
〇
人
ま
で
は
五
銭
、

九
〇
〇
人
以
上
一
〇
〇
〇
人
ま
で
は
六
銭
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
は
八
銭
で
あ
る
。
上
述
し
た
諸
人
夫
の
賃
金
の
引
き
下
げ
と
合
せ
考
え
る

と
、「
臨
時
人
夫
雇
入
手
続
」
の
制
定
は
供
給
請
負
人
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
よ
う
な
改
正
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
第
三
に
、
供
給
請
負
人
の
有
利
性
を
保
障
す
る
代
わ
り
に
、
臨
時
人
夫
の
供
給
数
に
不
足
が
生
じ
た
ば
あ
い
に
供
給
請
負
人
に

課
す
「
過
怠
金
」（
罰
金
）
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

「
人
夫
ノ
供
給
不
足
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
不
足
人
員
ニ
対
シ
左
ノ
割
合
ヲ
以
テ
過
怠
金
ヲ
徴
収
ス
／
百
人
迄
ハ
（
不
足
人
夫
一
人
に
付

き
―
引
用
者
）
五
銭
／
以
上
弐
百
人
迄
ハ
四
銭
五
厘
／
以
上
百
人
ヲ
増
ス
毎
ニ
此
ノ
割
合
ヲ
以
テ
五
厘
ヲ
逓
減
ス（
47
）」

　　

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
臨
時
人
夫
の
供
給
不
足
数
が
一
年
間
で
累
計
一
万
人
を
超
え
た
ば
あ
い
は
、
契
約
時
に
造
船
所
に
収
め
た
「
保

証
金
」
の
利
子
は
給
付
し
な
い
と
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、「
臨
時
人
夫
雇
入
手
続
」
は
、
供
給
請
負
人
の
有
利
性
（
供
給
さ
れ
る
臨
時
人
夫
と
の
比
較
で
）
を
担
保
す

る
と
と
も
に
、
供
給
請
負
人
に
対
す
る
造
船
所
側
の
管
理
を
強
化
す
る
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

供
給
請
負
人
に
対
す
る
造
船
所
側
の
管
理
強
化
と
い
う
政
策
的
延
長
線
上
で
、「
雇
入
手
続
」
が
制
定
さ
れ
た
四
〇
日
後
の
一
九
〇
〇

年
一
〇
月
、
造
船
所
は
新
た
に
「
勤
怠
人
夫
」（
定
傭
人
夫
）
の
制
度
を
設
け
た
。
そ
れ
は
、「
従
来
ノ
臨
時
人
夫
ノ
規
定
ヲ
変
更
シ
、
凡
お
お
よ

ソ
三
百
人
ノ
出
勤
者
ヲ
保
ツ
ヲ
度
ト
シ
、
勤
怠
掛
所
属
定
傭
人
夫
ヲ
設
ケ
、
工
事
ノ
繁
閑
ニ
依
リ
之
ヲ
増
減（
48
）」
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。「
勤
怠
人
夫
」
制
度
の
導
入
と
と
も
に
判
定
さ
れ
た
「
臨
時
人
夫
ヲ
勤
怠
掛
直
轄
ト
為
ス
ニ
付
テ
ノ
定さ

だ
め（

49
）」
に
記
さ
れ
た
な
か
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で
注
目
さ
れ
る
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
定
傭
人
夫
（「
勤
怠
人
夫
」）
の
定
員
を
三
〇
〇
人
と
し
、
そ
の
賃
金
は
三
〇
銭
以
上
四
〇
銭
ま
で
と
さ
れ
た
。
定
傭
人
夫
の

賃
金
は
、
前
記
臨
時
「
一
等
人
夫
」
の
そ
れ
よ
り
引
き
上
げ
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
日
傭
人
夫
賃
金
と
ほ
ぼ
同
額
に
な
っ
た
。
第
二
に
、
造

船
所
内
の
各
工
場
で
使
用
さ
れ
る
人
夫
は
、
勤
怠
掛
が
直
轄
す
る
こ
の
定
傭
人
夫
の
な
か
か
ら
で
き
る
だ
け
同
一
人
物
が
選
抜
さ
れ
る
と

と
も
に
、
配
置
先
工
場
で
は
三
〇
人
を
一
組
と
す
る
組
長
の
も
と
に
編
成
さ
れ
た
。

　

「
一
、
各
工
場
人
夫
ノ
雇
入
ハ
重
ニ
此
人
夫
ヨ
リ
撰
択
採
用
ス
ル

こ
と
」、「
一
、
各
工
場
ニ
送
ル
人
夫
ハ
予
メ
所
属
ヲ
定
メ
置
キ
、

可な
る
べ
く成
同
一
ノ
人
夫
ヲ
供
給
ス
ル

」、「
三
十
人
ヲ
壱
組
ト
シ
、
組
長
一
人
（
当
分
世
話
方
ト
称
ス
）、
予
備
組
長
一
人
ヲ
置
キ
、
各

組
長
ノ
上
ニ
小
頭
一
人
…
…
ヲ
置
ク
」

　　

第
三
に
、
定
員
三
〇
〇
人
以
上
の
人
夫
を
必
要
と
す
る
ば
あ
い
は
、
田
中
寛
一
と
い
う
人
物
と
の
契
約
（
こ
の
点
後
述
）
に
も
と
づ
き
、

同
人
か
ら
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
小
供
人
夫
」
の
供
給
も
田
中
に
依
存
す
る
い
っ
ぽ
う
、「
女め

夫ふ

」（
従
来
の
女
人

夫
）
は
勤
怠
掛
が
直
接
雇
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

第
四
に
、
定
員
三
〇
〇
人
を
維
持
し
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
ば
あ
い
、
各
組
長
自
身
が
直
接
人
夫
を
募
集
し
雇
入
れ
る
も
の

と
し
、
そ
の
と
き
は
雇
入
れ
た
人
夫
一
人
に
付
き
一
定
額
の
「
手
数
料
」
を
組
長
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

「
一
、
勤
怠
掛
直
轄
人
夫
常
ニ
定
員
ヲ
保
ツ

ハ
至
ツ
テ
困
難
ニ
付
其
欠
ヲ
補
フ
為
左
ニ
法マ

方マ

ヲ
設
ク
ル

、
一
、
各
組
欠
員
ア
ル

場
合
組
長
ニ
於
テ
補
欠
雇
入
ノ
推
薦
ヲ
為
ス
時
ハ
一
人
ニ
付
（
不マ

明マ

）
ノ
手
数
料
ヲ
与
フ
ル

（
以
下
略
）」
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こ
こ
で
は
、
前
述
の
よ
う
な
組
長
の
親
方
的
な
募
集
活
動
（「
紹
介
人
」
活
動
）
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
べ
た
定
傭
人
夫
（「
勤
怠
人
夫
」）
制
度
の
発
足
に
よ
っ
て
、
造
船
所
は
そ
れ
ま
で
臨
時
人
夫
供
給
の
契
約
を
取
り
交
わ
し
て
い

た
四
人
の
請
負
人
に
保
証
金
を
返
還
す
る
と
と
も
に
、「
人
夫
供
給
ニ
付
何い

ず

レ
モ
尽
力
シ
居
リ
タ
ル（
50
）」
こ
と
を
慰
労
す
る
た
め
の
「
贈

金
」
を
給
与
し
た
。
四
人
の
供
給
請
負
人
に
対
す
る
「
保
証
金
元
利
返
付
高
」
と
「
贈
金
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る（
51
）。

片
岡
茂
八
―
二
五
六
円
六
六
銭
、
一
〇
〇
円
、
田
中
治
三
郎
―
二
五
六
円
六
六
銭
、
一
〇
〇
円
、
森
川
市
太
郎
―
二
五
六
円
六
〇
銭
、
七

五
円
、
村
田
藤
次
郎
―
二
五
六
円
七
四
銭
、
七
五
円
。
こ
の
「
贈
金
」
額
は
、
当
時
の
日
傭
人
夫
賃
金
（
三
七
銭
）
の
二
〇
〇
日
か
ら
二

七
〇
日
分
に
相
当
す
る
金
額
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
造
船
所
は
、
四
人
の
供
給
請
負
人
と
の
契
約
を
解
除
し
、
定
傭
人
夫
（「
勤
怠
人
夫
」）
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
同
月
、

前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
田
中
寛
一
郎
（
長
崎
市
在
住
）
と
新
た
に
「
人
夫
供
給
約
束
書
」
を
締
結
し
た（
52
）。
こ
の
「
約
束
書
」
の
前
文
に

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

「
明
治
三
十
三
年
十
月
一
日
ヨ
リ
貴
所
臨
時
人
夫
供
給
方
御
申
付
相あ
い

成な
り

候
ニ
付
テ
ハ
、
臨
時
御
入
用
ノ
節
ハ
何
時
モ
差さ
し

支つ
か
えナ
ク
差さ
し

出だ
し

可も
う
す
べ
く申
、
仍よ
つ

テ
此
人
夫
供
給
ニ
関
シ
御
誓
約
ス
ル
こ
と

左
ノ
通
リ
」

　　

こ
こ
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
定
傭
人
夫
の
定
員
三
〇
〇
人
以
上
の
人
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
ば
あ
い
、
造
船
所
の
求
め
に
応
じ
て
田
中
寛

一
郎
が
臨
時
人
夫
を
供
給
す
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。「
約
束
書
」
の
お
も
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
供
給
す
る
人
夫
の
賃
金
は
一
人
に
付
き
大
人
四
五
銭
、「
小
供
」
二
五
銭
と
し
、
そ
れ
は
二
日
ご
と
に
造
船
所
か
ら
田
中
へ
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支
給
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
手
数
料
は
支
給
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。

　

「
一
、
人
夫
ノ
賃
銭
ハ
当
分
ノ
間
一
日
一
人
ニ
付
大
人
四
拾
五
銭
、
子
供
弐
拾
五
銭
ト
定
メ
、
此
外
手
数
料
等
申
受
ケ
ザ
ル
コ
ト
」、

「
一
、
人
夫
ノ
賃
銭
ハ
二
日
毎
ニ
申
受
ク
ル
事
」

　　

し
た
が
っ
て
田
中
は
、
造
船
所
か
ら
支
給
さ
れ
た
臨
時
人
夫
の
賃
金
の
な
か
か
ら
「
手
数
料
」
の
名
目
で
な
に
が
し
か
の
金
額
を
〝
ピ

ン
は
ね
〞
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
田
中
は
他
所
へ
の
人
夫
供
給
も
請
負
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
造
船
所
へ
の
人
夫
供
給
を
優
先
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
た
。

　

「
一
、
人
夫
ノ
御
注
文
ノ
多
寡
ニ
拘
ラ
ス
総す

べ

テ
不
足
ナ
ク
差
出
候
ハ
勿
論
ナ
レ
ど
も

、
万
一
他
ノ
得
意
先
ト
御
注
文
勝か
ち

合あ
い

候
場
合
ハ
造

船
所
ヲ
主
ト
シ
御お

ん

差さ
し

支つ
か
え

無こ
れ

之な
く

様
差
出
可も
う
す
べ
き申
事
（
以
下
略
）」

　　

第
三
に
、
片
岡
茂
八
ら
四
人
と
取
り
交
し
た
前
述
の
「
臨
時
人
夫
雇
入
受
負
人
心
得
内
規
」
お
な
じ
よ
う
に
、
供
給
し
た
臨
時
人
夫
に

対
す
る
労
務
管
理
（
第
四
に
述
べ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
）
が
求
め
ら
れ
た
。

　

「
一
、
人
夫
ヲ
差
出
候
場
合
ハ
拙
者
若も

し

ク
ハ
代
理
人
差
出
、
諸
事
差さ
し

支つ
か
えナ
キ
様
差
配
可い
た
す
べ
き致
候
事
」
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第
四
に
、
供
給
す
る
臨
時
人
夫
が
造
船
所
内
の
秩
序
や
指
揮
命
令
を
遵
守
す
る
こ
と
が
確
約
さ
れ
た
。

　

「
一
、
事
業
場
所
ニ
付
テ
ハ
人
夫
共
ヲ
シ
テ
決
シ
テ
異
議
申
出
サ
セ
間ま

敷じ
く

、
如
何
ナ
ル
場
合
ト
雖
い
え
ど
も

御
指さ
し

図ず

次
第
直
ニ
従
業
為い

致た
し

候

事
」、「
一
、
工
場
御
規
則
ハ
勿
論
、
役
員
ノ
御
指
図
ハ
違
背
為い

致た
し

間ま

敷じ
き

事
」

　　

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
造
船
所
が
田
中
寛
一
郎
と
取
り
交
し
た
「
人
夫
供
給
約
束
書
」
は
、
請
負
人
が
供
給
す
る
臨
時
人
夫
が
形
式

上
定
傭
人
夫
を
補
完
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。「
形
式
上
」
と
言
う
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
人
夫
の
圧
倒
的
多
数
は
請
負
人
が
供

給
す
る
臨
時
人
夫
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

造
船
所
は
さ
ら
に
一
九
〇
六
年
二
月
、
田
中
と
の
「
約
束
書
」
と
は
や
や
内
容
を
異
に
す
る
「
人
夫
供
給
請
書
」
を
「
人
夫
供
給
受
負

人
」
で
あ
る
川
副
綱
隆
（
佐
世
保
市
在
住
）
と
締
結
し
た（
53
）。
そ
の
「
人
夫
供
給
請
書
」
の
前
文
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

　

「
明
治
三
十
九
年
弐
月
弐
拾
参
日
ヨ
リ
貴
所
臨
時
人
夫
供
給
方
法
ノ
条
件
ヲ
以
テ
御
申
付
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
、
臨
時
御
入
用
ノ
節
ハ

何
時
モ
差さ

し

支つ
か
え

無
ク
御
注
文
人
員
差
出
シ
、
些さ

少し
よ
うモ
御
用よ
う

弁べ
ん

相
欠
キ
申
間ま

敷じ
く

候
、
万
一
御
注
文
通
り
差
出
兼か
ね

候
乎か

又
ハ
中
途
退
場
者

等
有こ

れ

之あ
る

為
其
ノ
御
用
弁
ヲ
欠
キ
候
節
ハ
、
之
ヨ
リ
生
ズ
ル
貴
所
ノ
御
損
害
ヲ
弁
償
ス
ル
カ
又
ハ
御
差さ
し

止と
め

相
成
候
乎か

其
ノ
他
如い

何か

様よ
う

ノ

御
処
分
相
成
候
共
御
異
議
申
上
間
敷
候
」

　　

こ
の
前
文
を
み
る
か
ぎ
り
、
造
船
所
と
川
副
と
の
契
約
は
、
田
中
と
の
契
約
よ
り
造
船
所
に
対
す
る
川
副
の
従
属
的
立
場
が
よ
り
鮮
明

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
人
夫
供
給
請
書
」
の
内
容
を
み
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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第
一
に
、
供
給
す
る
人
夫
の
賃
金
は
一
人
に
付
き
、
大
人
四
二
銭
、「
小
供
」
二
五
銭
、「
女
夫
」
二
二
銭
と
し
、
そ
れ
は
造
船
所
の
給

料
支
払
日
の
月
二
回
、
川
副
な
い
し
そ
の
代
人
に
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
手
数
料
の
規
定
は
な
い
（「
女
夫
」
は
再
び
請
負

人
の
供
給
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
）。

　

「
一
、
人
夫
ノ
賃
銭
ハ
壱
日
（
午
前
七
時
ヨ
リ
至
午
後
五
時
半
）
壱
人
ニ
付
大
人
ハ
金
四
拾
弐
銭
、
小
供
ハ
金
弐
拾
五
銭
、
女
夫
ハ

金
弐
拾
弐
銭
ト
定
メ
（
以
下
略
）」、「
一
、
人
夫
ノ
賃
銭
ハ
毎
月
二
回
造
船
所
職
工
賃
料
支
払
日
ニ
受
負
人
若
ク
ハ
兼
テ
届
出
テ
ア

ル
其
代
表
者
ニ
支
払
フ
モ
ノ
ト
ス
／
但
シ
将
来
供
給
人
員
著

い
ち
じ
る

敷し
く

増
加
ス
ル
ト
キ
ハ
双
方
協
議
ノ
上
一
ケ
月
三
回
支
払
ヒ
ト
ナ
ス
コ

ト
ヲ
得
」

　　

第
二
に
、
さ
き
の
田
中
と
の
「
約
束
書
」
と
お
な
じ
よ
う
に
、
供
給
し
た
臨
時
人
夫
に
対
す
る
労
務
の
管
理
が
求
め
ら
れ
た
。

　

「
一
、
人
夫
ハ
毎
朝
七
時
前
ニ
指
定
ノ
場
所
ニ
参
集
セ
シ
ム
ル

」、「
一
、
受
負
人
ハ
毎
日
代
表
者
一
名
及
人
夫
ノ
使
役
ニ
要
ス
ル

ボ
ー
ス
ン
（
棒ぼ
う

心し
ん

・
現
場
監
督
者
―
引
用
者
注
）
若
干
名
（
此
人
員
ハ
造
船
所
ヨ
リ
指
定
ス
）
ヲ
現
場
ニ
差
出
ス

」、「
一
、
受
負

人
ハ
ボ
ー
ス
ン
ニ
一
定
ノ
徽
章
ヲ
附
シ
タ
ル
帽
子
ヲ
被か
ぶ

ラ
シ
ム
ル

」

　　

第
三
に
、
こ
れ
も
田
中
と
の
「
約
束
書
」
と
お
な
じ
よ
う
に
、
供
給
す
る
臨
時
人
夫
が
造
船
所
内
の
秩
序
や
指
揮
命
令
を
遵
守
す
る
こ

と
が
確
約
さ
れ
た
。

　



人文・自然研究　第 8号　　420

「
一
、
事
業
場
所
ニ
就
キ
人
夫
ヲ
シ
テ
異
議
ヲ
称
ヘ
シ
メ
ズ
、
居
残
リ
早は
や

出で

（
残
業
・
早
朝
出
勤
―
引
用
者
注
）
等
総
テ
差
図
通
リ

従
業
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」、「
一
、
工
場
諸
規
則
ハ
勿
論
諸
役
員
ノ
指
図
ハ
堅
ク
守
ラ
シ
ム
ベ
シ
、
万
一
規
則
若
シ
ク
ハ
指
図
ニ
違

背
ス
ル
カ
其
ノ
他
何
等
ノ
条
件
ニ
拘か

か

ハ
ラ
ズ
人
夫
ノ
為
シ
タ
ル
行
為
ハ
、
受
負
人
ニ
於
テ
其
ノ
責
ヲ
負
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

　　

第
四
に
、
田
中
と
の
「
約
束
書
」
と
は
異
な
り
、
臨
時
人
夫
の
供
給
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
、
川
副
に
人
夫
を
収
容
す
る
「
バ
ラ
ツ

ク
」
の
建
設
を
要
求
し
た
。

　

「
一
、
受
負
人
ハ
人
夫
ノ
供
給
ヲ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
、
造
船
所
ノ
近
傍
ニ
受
負
人
ノ
費
用
ヲ
以
テ
バ
ラ
ツ
ク
ヲ
設
ケ
常
ニ
弐
百
名

以
上
ノ
人
夫
ヲ
収
容
シ
置
ク
可
キ
モ
ノ
ト
ス
（
中
略
）、
但
シ
此
収
容
人
員
ハ
造
船
所
ノ
注
文
高
ニ
応
シ
造
船
所
ノ
差
図
ニ
依
リ
増

減
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
又
此
ノ
収
容
人
夫
ハ
他
地
方
ノ
モ
ノ
ニ
限
ル
ベ
シ
」、「
一
、
バ
ラ
ツ
ク
ノ
設
備
ニ
付
テ
ハ
予
メ
造
船
所
ノ
承
認

ヲ
受
ク
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」、「
一
、
バ
ラ
ツ
ク
内
ニ
収
容
セ
ル
人
夫
ノ
取
締
ハ
受
負
人
ニ
於
テ
充
分
ノ
注
意
ヲ
ナ
シ
、
特
ニ
衛
生
上
ニ

意
ヲ
用
ヒ
、
其
取
扱
ヲ
懇
篤
ニ
シ
無ゆ

え

故な
く

之
ヲ
拘
束
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」

　　

以
上
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
「
バ
ラ
ッ
ク
」
は
、
造
船
所
の
近
辺
に
建
て
ら
れ
、「
地
方
」（
お
そ
ら
く
長
崎
市
と
そ
の
付

近
以
外
の
地
方
と
推
定
さ
れ
る
）
出
身
の
人
夫
を
原
則
と
し
て
二
〇
〇
人
以
上
収
容
す
る
「
人
夫
部
屋
」
で
あ
り
、
供
給
請
負
人
の
川
副

が
経
営
す
る
も
の
の
、
造
船
所
側
の
指
示
・
監
督
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た（
54
）。

　

以
上
、
造
船
所
と
川
副
が
取
り
交
し
た
「
人
夫
供
給
請
書
」
の
内
容
を
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
夫
供
給
請
負
人
に
対
す

る
造
船
所
の
管
理
は
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
請
書
」
を
も
っ
て
田
中
と
の
「
約
束
書
」
が
直
ち
に
破
棄
さ
れ
た
わ
け
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で
は
な
い
。「
請
書
」
の
次
の
条
文
が
示
す
よ
う
に
、
供
給
す
る
臨
時
人
夫
数
は
当
面
川
副
と
田
中
が
折
半
す
る
も
の
と
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

「
一
、
当
分
ノ
間
毎
月
所
要
人
夫
ノ
高
ヲ
折
半
シ
、
従
来
ノ
人
夫
請
負
人
ト
半
数
宛
供
給
セ
シ
ム
ル
モ
、
場
合
ニ
依
リ
其
ノ
数
ヲ
増

減
シ
又
ハ
全
部
ノ
供
給
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル

ア
ル
ベ
シ
」

　　

し
か
し
同
年
一
二
月
末
、
造
船
所
は
右
の
条
文
の
後
半
の
規
定
に
も
と
づ
き
、
臨
時
人
夫
の
供
給
を
川
副
一
人
に
請
負
わ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た（
55
）。
翌
一
九
〇
七
年
八
月
、
造
船
所
は
、
川
副
が
供
給
す
る
臨
時
人
夫
の
数
に
応

じ
た
賃
金
増
の
額
と
、
供
給
不
足
数
に
応
じ
た
「
過
怠
金
」
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
表
2
・
3
の

と
お
り
決
定
し
た
。「
増
賃
」
の
額
も
「
過
怠
金
」
の
額
も
、
造
船
所
の
人
夫
「
注
文
」
数

に
応
じ
て
〇
・
五
銭
刻
み
で
増
減
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
賃
格

四
二
銭
、「
増
賃
」
を
含
め
た
賃
金
が
最
低
で
四
五
銭
、
最
高
で
四
九
銭
と
い
う
額
は
、
同

年
の
日
傭
人
夫
賃
金
四
九
銭（
56
）と
比
較
す
る
と
相
当
低
い
。
供
給
請
負
人
は
こ
の
賃
金
の

な
か
か
ら
供
給
手
数
料
と
し
て
〝
ピ
ン
は
ね
〞
を
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
臨
時
人

夫
に
実
際
に
支
給
さ
れ
る
賃
金
は
、
当
時
の
平
均
的
な
日
傭
人
夫
の
賃
金
と
比
べ
て
も
か
な

り
劣
悪
な
水
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　

一
九
一
〇
年
九
月
、
造
船
所
は
川
副
に
建
設
を
命
じ
た
「
バ
ラ
ツ
ク
」
と
は
別
に
、
供
給

請
負
人
が
直
轄
す
る
「
下
宿
屋
」
に
対
す
る
取
締
方
法
を
判
定
し
た
。「
請
負
人
直
轄
下
宿

表 2　臨時人夫の賃金（1907 年）

供給人員 賃格 増賃
増賃ヲ込メ
タル賃金

300人まで 42銭 3銭 45銭

350人　〃 42 3.5 45.5
400人　〃 42 4 46
450人　〃 42 4.5 46.5
500人　〃 42 5 47
550人　〃 42 5.5 47.5
600人　〃 42 6 48
601人以上 42 7 49
資料：長崎造船所職工課『長崎造船所労務史』1930 年（謄

写刷），第二編，115 頁．
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屋
人
夫
取
締
方
法（
57
）」
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
四
項
か
ら
成
る
。

　

「
一
、
直
轄
下
宿
屋
ハ
一
団
ト
ナ
リ
相
互
ノ
利
益
ハ
申
ニ
下お
よ

及ば
ず

、
三
菱
造
船
所
及
受
負
人
ノ
利
益

ヲ
計
ル

一
、
下
宿
屋
ハ
人
夫
ヲ
募
集
宿
泊
セ
シ
ム
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
、
本
人
ノ
住
所
氏
名
及
素
行
ヲ
取
調
ベ

不
都
合
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
投
宿
セ
シ
ム
ル

、
但
シ
出
来
得
ル
限
リ
本
人
ノ
戸
籍
謄
本
ヲ

徴
ス
ル

一
、
下
宿
屋
ニ
在
ル
人
夫
ニ
シ
テ
工
場
内
ハ
勿
論
常
ニ
下
宿
屋
ニ
在
ル
際
、
不
都
合
ノ
所
為
ア
ル

時
ハ
直
チ
ニ
下
宿
屋
ヲ
退
宿
セ
シ
メ
、
該
人
夫
ニ
付
テ
ハ
下
宿
ヨ
リ
其
ノ
理
由
ヲ
付
シ
口
頭
又
ハ

書
面
ヲ
以
テ
人
夫
供
給
受
負
人
ニ
届
出
ル
モ
ノ
ト
ス
、
若
シ
其
届
出
ヲ
怠
リ
タ
ル
時
ハ
下
宿
屋
ヲ

停
止
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
前
項
ノ
届
出
ヲ
ナ
シ
タ
ル
時
ハ
、
受
負
人
ハ
各
下
宿
屋
ニ
通
知
シ
其
人
夫
ハ
何
レ
ニ
テ
モ
一

切
使
用
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

 

以
上　

」

　　

以
上
の
よ
う
な
供
給
請
負
人
が
直
轄
す
る
「
下
宿
屋
」
と
、
造
船
所
が
建
設
を
要
求
し
た
「
バ
ラ
ツ

ク
」（「
人
夫
部
屋
」）
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
以
下
の
三
点

は
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
一
項
、
四
項
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
供
給
請
負
人

表 3　供給請負人に対する「過怠金」（1907 年）

供給不足人員
人夫注文高

300人まで 400人まで 500人まで 600人まで 601人以上

50人まで 2銭 1.5銭 1銭 0.5銭 0.5銭

75人 〃 2.5 2 1.5 1 0.5
100人 〃 3 2.5 2 1.5 1
101人以上 3.5 3 2.5 2 1.5

資料：表 2に同じ．
　注：「注文高」という表現は原資料のママ．
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が
直
轄
す
る
「
下
宿
屋
」
は
複
数
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
供
給
請
負
人
を
介
し
て
造
船
所
の
も
と
に
従
属
的
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、

二
項
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
人
夫
の
募
集
を
実
際
に
担
っ
た
の
は
供
給
請
負
人
で
は
な
く
、
そ
の
配
下
の
「
下
宿
屋
」
で
あ
っ
た
。
第
三

に
、
二
項
、
三
項
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
下
宿
屋
」
に
収
容
す
べ
き
人
夫
の
質
、
収
容
し
た
あ
と
の
人
夫
の
生
活
・
行
動
に
つ
い
て
も
、

造
船
所
側
の
つ
よ
い
管
理
・
規
制
が
働
い
て
い
た
。
と
く
に
、「
下
宿
屋
」
に
収
容
す
る
人
夫
本
人
に
可
能
な
か
ぎ
り
、
戸
籍
謄
本
の
提

出
を
も
と
め
た
こ
と
は
、
当
時
た
と
え
ば
農
村
か
ら
都
市
へ
流
出
し
、
独
立
世
帯
を
形
成
し
た
ば
あ
い
で
も
戸
籍
を
移
す
こ
と
が
少
な
か

っ
た（
58
）こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
要
求
で
あ
っ
た
。
造
船
所
に
よ
る
「
下
宿
屋
」
に
対
す
る
管
理
は
そ
れ
だ
け
強
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

さ
て
、
で
は
以
上
の
べ
た
よ
う
な
、
供
給
請
負
人
と
臨
時
人
夫
に
つ
い
て
三
菱
財
閥
本
社
（
三
菱
合
資
会
社
）
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格

の
も
の
と
し
て
捉
え
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
菱
合
資
会
社
の
当
時
の
調
査
報
告
書
は
ま
ず
造
船
所
と
供
給

請
負
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
請
負
人
ニ
対
ス
ル
報
酬
ヲ
見
ル
ニ
、
単
純
ニ
請
負
人
ノ
労
務
ノ
結
果
即
媒
介
行
為
直
接
ノ
結
果
ニ
対
シ
テ
支
払
フ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
、

其
主
要
ナ
ル
部
分
ハ
人
夫
其そ

の

者も
の

ノ
労
務
ノ
対
価
即
人
夫
ノ
賃
銀
ニ
シ
テ
請
負
人
ハ
自
己
ノ
報
酬
ト
併
セ
テ
之
ヲ
受
領
シ
、
之
ヲ
各
人

夫
ニ
配
分
ス
ル
ナ
リ
、
此
人
夫
賃
格
ニ
関
シ
テ
ハ
造
船
所
ト
請
負
人
ト
ノ
間
ニ
予
メ
大
体
ノ
標
準
ヲ
規
定
シ
ア
ル
モ
、
人
夫
各
個
人

ノ
賃
格
ニ
就
テ
ハ
造
船
所
ハ
何
等
規
定
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
全
然
請
負
人
ノ
考
慮
ニ
一
任
セ
リ
、
即
す
な
わ
ち

前
記
報
酬
ノ
支
払
ニ
関
シ
テ
モ
造

船
所
ト
請
負
人
ト
ノ
間
ニ
ハ
委
任
関
係
ア
リ
テ
、
請
負
人
ハ
各
人
夫
ノ
賃
格
決
定
ト
其
支
払
ヲ
委
託
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ（
59
）」

　　

こ
こ
で
は
、
造
船
所
と
供
給
請
負
人
と
は
「
委
託
関
係
」
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
配
下
の
臨
時
人
夫
の
「
賃
格
」
決
定
も
そ
の
支
払
い
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も
、
造
船
所
か
ら
す
る
供
給
請
負
人
へ
の
「
委
託
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
供
給
請
負
人
と
臨
時
人
夫
の
関
係
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
請
負
人
ハ
人
夫
ニ
対
シ
テ
ハ
雇
傭
周
旋
者
若
ク
ハ
仲な

か

立だ
ち

業
者
ノ
地
位
ニ
ア
リ
、
只た
だ

造
船
所
ヨ
リ
受
ク
ル
賃
銀
ハ
請
負
人
ニ
於
テ
一

括
受
領
シ
、
請
負
人
ト
人
夫
間
ノ
当
初
ノ
協
定
賃
格
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
人
夫
ニ
支
給
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
此
点
ヨ
リ
ス
レ
ハ
請
負
人
ト

人
夫
間
ニ
ハ
雇
傭
関
係
ノ
存
ス
ル
ア
リ
テ
協
定
賃
格
ニ
依
ル
賃
料
ノ
支
払
ハ
其
証
左
ト
シ
テ
見
得
ヘ
キ
カ
如
シ
ト
雖

い
え
ど
も、
賃
格
ノ
協
定

ハ
単
ニ
請
負
人
ノ
仲
立
行
為
ノ
一ひ
と
つニ
過
キ
ス
シ
テ
、
両
者
間
ニ
雇
傭
契
約
関
係
ア
リ
ト
ス
ル
証
憑
（
証
拠
―
引
用
者
注
）
ト
ナ
ス
ニ

足
ラ
ス（
60
）」

　　

こ
こ
で
は
、
臨
時
人
夫
に
対
す
る
供
給
請
負
人
の
賃
金
（「
協
定
賃
格
」）
支
払
い
は
、
供
給
請
負
人
の
仲
介
行
為
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
を
も
っ
て
供
給
請
負
人
と
臨
時
人
夫
の
関
係
が
直
接
雇
用
関
係
に
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
報
告
書
は
、
造
船
所
と
臨
時
人
夫
の
関
係
を
日
々
雇
用
の
直
接
雇
用
関
係
に
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

　

「
前
二
項
所
論
ノ
結
果
、
人
夫
ハ
造
船
所
ノ
直
接
被
傭
者
ナ
リ
ト
謂い

フ
コ
ト
ニ
帰
着
ス
、
而
シ
テ
此
帰
着
ハ
誤
ナ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

只
此
種
臨
時
人
夫
ハ
僅わ

ず
かニ
一
日
間
ノ
契
約
関
係
ニ
立
ツ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
、
従
テ
契
約
ハ
指
定
ノ
相
手
方
ヲ
強
要
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ

労
働
ヲ
提
供
シ
得
ル
者
ナ
ラ
ハ
其
何な

ん

人び
と

ナ
ル
カ
論
セ
ス
、
単
ニ
請
負
人
ノ
人
選
ニ
与マ
マ

リ
造
船
所
ニ
入
場
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
テ
雇
傭
契

約
成
立
シ
（
以
下
略
）（
61
）」

　



425　　三菱財閥傘下重工業企業・事業所の臨時職工・人夫と労務供給請負業

　

し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。

　

「
由こ

れ
に
よ
つ
て
こ
れ
を
み
ま
に

是
観
之
此
種
臨
時
人
夫
ト
雖
造
船
所
ノ
直
接
被
傭
者
ニ
シ
テ
此
点
ニ
関
シ
テ
ハ
何な
ん

等ら

特
別
例
外
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
、
即

造
船
所
ノ
労
働
者
ハ
全
部
造
船
所
ニ
対
シ
直
接
雇
傭
関
係
ニ
立
ツ
モ
ノ
ト
謂
フ
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
、
思
フ
ニ
使
傭
主
ノ
労
働
者
ニ
対
ス

ル
関
係
ガ
直
接
雇
傭
関
係
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ハ
、
労
働
者
ニ
対
ス
ル
使
傭
主
ノ
権
義
及
労
働
者
ノ
行
為
ニ
関
シ
第
三
者
ニ
対
シ
使
傭
主
ノ

負
担
ス
ヘ
キ
責
任
ニ
重
大
ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ（
62
）」

　　

前
述
し
た
供
給
請
負
人
や
「
下
宿
屋
」
に
対
す
る
造
船
所
側
の
管
理
と
そ
の
強
化
は
、
す
べ
て
こ
う
し
た
認
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
。
同
時
に
、
造
船
所
と
臨
時
人
夫
の
関
係
が
直
接
雇
用
関
係
に
あ
る
と
捉
え
て
い
た
三
菱
合
資
会
社
は
、
次
に
の
べ
る
よ
う
に
、
早

い
時
期
か
ら
臨
時
人
夫
に
対
し
て
も
造
船
所
の
福
利
厚
生
政
策
の
一
部
を
適
用
し
て
い
た
。

　

一
八
九
七
年
一
〇
月
、
勤
怠
掛
の
中
泉
半
弥
は
造
船
所
の
「
支
配
人
」（
最
高
責
任
者
）
に
対
し
、
以
下
の
「
御
伺
」
を
立
て
た
。

　

「
臨
時
人
足
負
傷
治
療
費
、
是
迄
受
負
人
ノ
自
弁
ニ
相あ
い

成な
り

居お
り

候
処
、
今こ
の

度た
び

別
紙
（
少マ

略マ

）
之
通
リ
社
費
ノ
特
典
ヲ
蒙
リ
度た
く

旨
願
出
候

ニ
付
御
詮
議
被な

し

成く
だ

下さ
れ

度た
く

、
実
際
負
傷
者
治
療
之
如
キ
ハ
受
負
人
任
セ
置
候
テ
ハ
充
分
ニ
治
療
行
為
行い
き

届と
ど

兼か
ね

不
信マ
マ

切
ニ
渡
リ
候
哉
ノ
嫌

モ
有こ

れ

之あ
り

候
間
、
当
所
病
院
ニ
テ
一
切
治
療
セ
シ
メ
候
ヘ
ハ
夫そ
れ

等ら

ノ
憂う
れ
いモ
無こ
れ

之な
く

、
受
負
人
ノ
仕し
わ
わ
せ合
ハ
下
も
う
す
に
お
よ
ば
ず

及
申
、
我
社
ノ
特
典
一
般
ニ

行
渡
リ
人
足
雇
ニ
付
テ
モ
便
利
ヲ
得
候
次
第
ト
奉

ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
存
候
間
御
許
容
被
成
下
度
、
此
段
及
御
何
候
也（
63
）」

　　

こ
の
史
料
は
、
供
給
請
負
人
が
供
給
す
る
臨
時
人
夫
が
就
労
中
負
傷
し
た
ば
あ
い
、
そ
れ
ま
で
は
供
給
請
負
人
が
そ
の
治
療
費
を
負
担
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し
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
造
船
所
側
が
そ
れ
を
負
担
し
、
そ
の
付
属
病
院
（
三
菱
造
船
所
病
院
）
で
治
療
す
る
よ
う
も
と
め
た
上
申
書

で
あ
る
。
こ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
造
船
所
み
ず
か
ら
が
作
成
し
た
資
料
に
こ
の
上
申
書
が
収
録

さ
れ
た
こ
と
自
体
、
上
申
書
の
内
容
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
既
述
の
よ
う
に
一
八
九
七
年
一
二
月
「
職
工
救
護
法
」
が
制
定
（
翌
九
八
年
一
月
施
行
）
さ
れ
た
が
、
臨
時
人
夫
に
対
し
て
は

そ
の
第
一
七
条
で
次
の
よ
う
な
保
護
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

「
臨
時
雇
人
夫
職
務
上
ノ
負
傷
ニ
依
リ
死
亡
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
遺
族
ニ
金
弐
拾
円
ノ
祭そ

う

粲さ
ん

料
ヲ
給
ス
、
此
救
護
ニ
対
シ
人
夫
受
負
人

ハ
、
毎
半
月
其
差
出
シ
タ
ル
人
夫
ノ
壱
日
平
均
人
員
ニ
対
シ
百
人
ニ
付
毎
半
ケ
月
金
拾
銭
ノ
拠
出
金
ヲ
為
ス
ベ
シ（
64
）」

　　

前
述
の
よ
う
に
「
職
工
救
護
法
」
に
よ
る
保
護
・
救
済
の
原
資
は
、
職
工
の
拠
出
金
と
そ
れ
と
同
額
の
造
船
所
側
の
拠
出
金
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
た
が
、
上
記
第
一
七
条
は
供
給
請
負
人
に
一
定
額
の
資
金
の
拠
出
を
も
と
め
、
そ
れ
を
前
提
に
臨
時
人
夫
が
労
災
で
死
亡

し
た
ば
あ
い
、
そ
の
遺
族
に
二
〇
円
の
死
亡
見
舞
金
を
給
付
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
二
〇
円
の
死
亡
見
舞
金
は
、
当
時
の
日
雇
人
夫

賃
金
三
七
銭
の
五
四
月
分
に
相
当
す
る
。

　

臨
時
人
夫
に
対
す
る
「
職
工
救
護
法
」
第
一
七
条
の
適
用
は
、
さ
き
に
み
た
田
中
寛
一
郎
と
の
「
人
夫
供
給
約
束
書
」
の
な
か
に
も
、

「
一
、
此
約
束
ニ
依
リ
差
出
候
人
夫
ハ
総
テ
職
工
救
護
法
ノ
恩
恵
ニ
浴
セ
シ
メ
度
候
ニ
付
、
私
ヨ
リ
御
規
定
ノ
拠
出
金
可い

た
す
べ
き致
事（
65
）」
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。
お
な
じ
よ
う
に
、
川
副
綱
隆
と
の
「
人
夫
供
給
請
書
」
の
な
か
に
も
、
労
災
扶
助
も
ふ
く
め
て
、「
一
、
此
約
束
ニ

依
リ
差
出
ス
人
夫
ハ
総
テ
職
工
救
護
法
第
十
七
条
ノ
恩
恵
ニ
浴
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
、
受
負
人
ハ
毎
勘
定
職
工
救
護
法
ニ
定
ム
ル
拠
出
金
ヲ

為
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」、「
一
、
人
夫
カ
事
業
ノ
為
メ
負
傷
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
三
菱
造
船
所
病
院
ニ
於
テ
造
船
所
ノ
費
用
ヲ
以
テ
療
養
セ
シ
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ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る（
66
）。

　

一
九
〇
九
年
一
月
、
既
述
の
よ
う
に
「
職
工
救
護
法
」
は
「
職
工
救
護
規
則
」
に
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
供
給
請
負
人
の

拠
出
金
は
廃
止
さ
れ（
67
）、
臨
時
人
夫
の
死
亡
見
舞
金
は
金
額
造
船
所
側
の
負
担
と
な
り
、
そ
の
額
も
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。「
救
護

規
則
」
第
四
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　

「
人
夫
供
給
請
負
人
ヨ
リ
供
給
ス
ル
臨
時
人
夫
ノ
職
務
上
ニ
基
ク
負
傷
ハ
、
三
菱
造
船
病
院
ニ
於
テ
三
菱
造
船
所
ノ
費
用
を
以
テ
療

養
セ
シ
メ
、
仝
原
因
ニ
テ
死
亡
若
ク
ハ
労
働
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
金
百
円
以
下
ノ
手
当
ヲ
本
人
又
ハ
其
遺
族
ニ
給

ス
／
但
療
養
中
別
ニ
手
当
ヲ
給
セ
ズ（
68
）」

　　

最
高
一
〇
〇
円
と
い
う
金
額
は
、
当
時
の
日
傭
人
夫
賃
金
五
二
銭（
69
）の
一
九
二
日
分
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
一
六
年
九
月
に
新
た
に
制

定
さ
れ
た
「
職
工
救
済
規
則
」
も
そ
の
第
三
四
条
で
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　

「
人
夫
供
給
請
負
人
ヨ
リ
供
給
ス
ル
日
傭
人
夫
（
臨
時
人
夫
―
引
用
者
注
）
ノ
業
務
上
ノ
負
傷
疾
病
ハ
当
所
ノ
費
用
ヲ
以
テ
治
療
ヲ

加
フ
ヘ
シ
、
因
テ
死
亡
又
ハ
労
働
ニ
堪
エ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
特
ニ
百
五
拾
円
以
下
ノ
扶
助
料
ヲ
請
負
人
ヲ
経
テ
恵
与
ス（
70
）」

　　

扶
助
の
対
象
が
就
労
に
よ
る
疾
病
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
見
舞
金
の
給
付
が
供
給
請
負
人
を
介
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
（
そ

の
こ
と
の
明
記
）、
こ
の
二
つ
は
「
職
工
救
済
規
則
」
の
新
し
い
内
容
で
あ
る
。

　

以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
臨
時
人
夫
に
対
す
る
造
船
所
の
福
利
厚
生
政
策
の
適
用
は
、
臨
時
人
夫
が
日
々
雇
用
の
直
接
雇
用
者
で
あ
る
と
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い
う
認
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
就
労
中
の
負
傷
・
疾
病
、
不
具
癈
疾
、
死
亡
に
対
す
る
治
療
費
、
見
舞
金
の
給
付
が
そ
の
お
も
な

内
容
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
前
述
の
臨
時
職
工
に
対
す
る
福
利
厚
生
政
策
の
適
用
内
容
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
給
付
金
額
の
多
寡
を
別
と
す

れ
ば
、
臨
時
職
工
に
支
給
さ
れ
て
い
た
負
傷
療
養
中
の
「
日
当
手
金
金
」
が
臨
時
人
夫
に
は
給
付
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
点
が
異
な
っ
て

い
た
。

　

そ
の
点
は
と
も
か
く
、
造
船
所
の
福
利
厚
生
政
策
（
そ
の
一
部
）
と
請
負
人
に
よ
る
労
務
供
給
請
負
業
が
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
並
存
し

て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
べ
た
よ
う
な
臨
時
人
夫
の
供
給
を
請
負
人
に
依
存
す
る
体
制
は
、
一
九
二
〇
年
の
反
動
恐
慌
と
そ
の
後
の
造
船
不
況

（
長
崎
造
船
所
の
数
回
に
お
よ
ぶ
人
員
整
理
）
に
よ
っ
て
急
速
に
縮
小
し
、
二
一
年
以
降
は
ご
く
少
数
の
「
女
夫
」
の
み
を
供
給
請
負
人

に
依
存
す
る
ま
で
に
後
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
人
夫
数
の
推
移
に
即
し
て
後
に
改
め
て
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三　

人
夫
の
特
徴

　

本
項
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
人
夫
（
定
傭
の
「
勤
怠
人
夫
」
を
ふ
く
む
）
が
、
造
船
所
全
体
の
労
働
者
の
な
か
で
ど
れ
く
ら

い
の
比
率
を
占
め
、
造
船
所
内
の
ど
の
よ
う
な
工
場
で
就
労
し
、
ま
た
年
齢
・
家
族
構
成
上
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
地

域
出
身
の
人
び
と
だ
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
前
掲
表
1
よ
り
人
夫
数
と
労
働
者
全
体
に
占
め
る
そ
の
比
率
を
み
る
と
、
人
夫
の
数
は
一
九
〇
二
年
の
一
二
六
一
人
か
ら
日
露

戦
争
後
（
〇
七
年
）
の
一
八
〇
〇
人
弱
に
ま
で
増
加
し
、
そ
の
後
減
少
に
転
じ
る
も
の
の
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
（
一
四
年
）
と
と

も
に
再
び
増
加
し
は
じ
め
、
大
戦
末
・
後
に
は
一
四
〇
〇
人
前
後
に
お
よ
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
年
の
反
動
恐
慌
以
降
そ
の
数
は
急

速
に
減
少
し
、
二
一
年
以
降
は
「
女
夫
」
の
み
と
な
り
、
そ
の
数
も
次
第
に
減
少
し
て
い
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
一
〇
月
、
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定
員
三
〇
〇
人
の
定
傭
人
夫
（「
勤
怠
人
夫
」）
制
度
が
設
け
ら
れ
た
が
、
以
上
の
人
夫
数
は
そ
の
定
員
数
を
大
幅
に
超
え
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
そ
の
圧
倒
的
多
数
は
臨
時
人
夫
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
既
に
の
べ
た
よ
う
に
、
三
菱
合
資
会
社
は
、
請
負
人

が
供
給
す
る
臨
時
人
夫
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
日
々
雇
用
の
直
接
雇
用
者
と
と
ら
え
て
お
り
、
そ
の
結
果
造
船
所
の
公
式
な
資
料
（『
年

報
』）
に
も
そ
の
数
が
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　

次
に
、
造
船
所
の
労
働
者
全
体
に
占
め
る
人
夫
の
比
率
は
、
〇
二
年
二
五
％
、
〇
七
年
一
八
％
、
一
二
年
一
一
％
と
次
第
に
低
下
し
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
後
は
下
げ
止
ま
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
（
一
四
―
一
八
年
）
は
ほ
ぼ
一
〇
〜
一
一
％
の
水
準
を
キ
ー
プ
し
て
い
る
。

減
少
傾
向
に
は
あ
る
も
の
の
、
造
船
所
に
と
っ
て
人
夫
労
働
へ
の
依
存
度
は
か
な

り
高
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
戦
後
、
同
比
率
は
急
速
に
減

少
し
、
と
く
に
「
女
夫
」
の
み
に
な
っ
て
か
ら
は
、
一
〜
二
％
の
水
準
に
ま
で
激

減
し
て
い
る
。

　

表
4
は
、
以
上
の
よ
う
な
人
夫
が
造
船
所
の
ど
の
よ
う
な
部
所
・
工
場
で
就
労

し
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
一
九
〇
二
年
を
み
る
と
「
事
務
所
人

夫
」
数
の
多
さ
、
そ
の
比
率
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
前
述
の
「
勤
怠

人
夫
」
の
多
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
質
的
な
所
属
工
場
は
わ

か
ら
な
い
の
で
一
概
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
機
関
（
造
機
）
部
諸
工
場
の

人
夫
と
造
船
部
諸
工
場
の
人
夫
と
で
は
、
人
数
・
比
率
と
も
に
お
お
き
な
差
異
は

な
い
。
し
か
し
、
一
八
年
に
な
る
と
、
造
船
部
人
夫
は
〇
二
年
と
比
べ
て
人
数
・

比
率
と
も
に
こ
れ
と
い
っ
た
変
化
は
な
い
の
に
対
し
、
機
関
（
造
機
）
部
人
夫
は

表 4　部所・工場別人夫数

1902 年 1918 年

機関（造機）部人夫 279人　（22.1） 754
人

起重機人夫 106　（8.4）
（53.7）

造船部人夫 356　（28.2） 348　（24.8）
船築部人夫 101　（8.0） ―　　（―）
総務部人夫 ―　　（―） 264　（18.8）
電気課人夫 ―　　（―） 39　（2.8）
事務所人夫 419　（33.2） ―　　（―）

計 1,261（100.0） 1,405（100.0）
資料：三菱長崎造船所『年報』明治 35 年度，大正 7年度より作成．
　注：（1）「総務部」は建築，倉庫，船夫，交通職など．

（2）機関（造機）部人夫は 1902 年は機関部人夫，1918 年
は造機部人夫．

（3）1918 年は「女夫」を含む．
（4）1918 年の人夫数は表 1のそれと若干異なるが理由はわ
からない．

⎩
｜⎨

｜⎧
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人
数
・
比
率
と
も
に
お
お
き
く
増
加
し
、
人
夫
全
体
の
過
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
人
夫
が

こ
の
間
全
体
と
し
て
減
少
基
調
に
あ
る
な
か
で
、
機
関
（
造
機
）
部
人
夫
は
そ
の
構
成
的
比
率

を
高
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
う
し
た
機
関
（
造
機
）
部
人
夫
の
増
加
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
造
船
業
に
は
関
す
る
当
時
の
一
調
査
報
告
書（
71
）は
、「
造
船
所
ニ
於
ケ
ル
特
種
労

働
者
―
人
夫
」
に
つ
い
て
、「
各
造
船
所
ニ
ハ
普
通
職
工
以
外
ニ
雑
夫
、
雑
役
夫
、
傭
夫
、
定

夫
、
運
搬
職
、
人
夫
等
ノ
名
称
ノ
下
ニ
多
少
ノ
雑
用
労
働
者
ヲ
使
傭
ス
。
彼
等
ハ
一
般
ニ
人
夫

ト
称
セ
ラ
レ
、
諸
物
ノ
運
搬
、
掃
除
、
屑
金
ノ
選
択
等
ヲ
ナ
シ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
長

崎
造
船
所
に
限
っ
た
記
述
で
は
な
い
が
、
造
船
業
の
技
術
的
発
展
の
要
の
ひ
と
つ
が
、
機
関
の

馬
力
数
の
向
上
な
ど
船
舶
諸
機
関
の
発
達
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば（
72
）、
そ
れ
ら
諸
機
械
の

運
搬
労
働
の
重
要
性
が
高
ま
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
機
関
（
造
機
）
を

中
心
と
し
た
造
船
業
の
技
術
的
発
展
が
、
当
該
部
門
・
工
場
の
人
夫
労
働
の
比
重
を
高
め
た
と

考
え
ら
れ
る
。
二
〇
年
代
以
降
の
人
夫
数
の
減
少
は
、
こ
の
時
期
の
造
船
不
況
の
影
響
で
船
舶

の
新
造
と
く
に
船
舶
諸
機
関
の
製
造
が
縮
小
し
た
こ
と
が
一
つ
の
有
力
な
要
因
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

次
に
、
人
夫
は
ど
の
よ
う
な
年
齢
層
の
人
び
と
だ
っ
た
の
か
、
職
工
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ

検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
表
5
は
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
九
〇
二
年
の
時

点
で
も
一
七
年
の
時
点
で
も
人
夫
は
職
工
よ
り
年
齢
が
高
い
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
注
目
す
べ

表 5　人夫の年齢構成

年齢
1902 年 1917 年

職工 人夫 計 職工 人夫 計

15 歳未満 46人　（1.2） ― 46人　（0.9） 581人　（4.5） ― 581人　（4.0）
15―19 歳 421　（11.1） 66人　（5.2） 487　（9.6） 3,101　（24.0） 116人　（8.0） 3,217　（22.3）
20―29 歳 1,947　（51.3） 550　（43.6） 2,497　（49.4） 5,473　（42.3） 562　（38.5） 6,035　（41.9）
30―39 歳 876　（23.1） 351　（27.8） 1,227　（24.3） 2,679　（20.7） 556　（38.1） 3,235　（22.5）
40―49 歳 383　（10.1） 220　（17.4） 603　（11.9） 867　（6.7） 184　（12.6） 1,051　（7.3）
50 歳以上 124　（3.3） 74　（5.9） 198　（3.9） 235　（1.8） 40　（2.7） 275　（1.9）

計 3,797（100.0） 1,261（100.0） 5,058（100.0） 12,936（100.0） 1,458（100.0） 14,394（100.0）

資料：三菱長崎造船所『年報』明治 35 年度，大正 6年度より作成．
　注：上記史料の大正 7（1918）年度の当該部分が不鮮明のため，大正 6（1917）年度の年齢構成を掲出し

た．
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き
変
化
が
み
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
〇
二
年
の
人
夫
の
年
齢
構
成
は
、
一
九
歳
未
満
五
％
（
職
工
は
一

二
％
）、
二
〇
―
二
九
歳
四
四
％
（
職
工
は
五
一
％
）、
三
〇
―
三
九
歳
二
八
％
（
職
工
は
二
三
％
）、
四

〇
歳
以
上
二
三
％
（
職
工
は
一
三
％
）
と
、
二
〇
―
二
九
歳
層
の
比
率
が
も
っ
と
も
高
か
っ
た
。
し
か
し

一
七
年
の
人
夫
の
年
齢
構
成
は
、
二
〇
―
二
九
歳
の
比
率
が
三
九
％
（
職
工
は
四
二
％
）
と
〇
二
年
よ
り

五
ポ
イ
ン
ト
と
低
下
し
て
い
る
の
に
対
し
、
三
〇
―
三
九
歳
は
同
年
よ
り
一
〇
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
、
二

〇
―
二
九
歳
と
ほ
ぼ
同
率
の
三
八
％
（
職
工
は
二
一
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
四
〇
歳
以
上
の
比
率
は
低
下

（
一
五
％
）
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
人
夫
年
齢
の
高
齢
化
と
は
言
え
な
い
が
、
〇
二
年
と
比
較

し
て
一
七
年
に
は
、
三
〇
―
三
九
歳
層
が
人
夫
の
中
核
的
年
齢
層
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か

で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
次
に
、
人
夫
の
家
族
構
成
を
こ
れ
も
職
工
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

表
6
は
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
〇
二
年
の
時
点
で
は
、
人
夫
の
家
族
構
成
は
「
妻
子
同
居
」（
妻

帯
者
）
三
六
％
（
職
工
は
三
八
％
）、「
父
兄
そ
の
他
家
族
同
居
」
一
一
％
（
職
工
は
三
〇
％
）、「
独
身

者
」
五
三
％
（
職
工
は
三
二
％
）
で
あ
り
、
人
夫
の
独
身
者
の
比
率
は
も
っ
と
も
高
く
、
全
体
の
半
数
を

超
え
、
妻
帯
者
の
比
率
は
職
工
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
差
違
は
な
い
。
し
か
し
一
八
年
に
な
る
と
、
人
夫
の

家
族
構
成
は
お
お
き
く
変
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
妻
子
同
居
」
は
六
一
％
（
職
工
は
三
九
％
）
に
急
増

し
、「
独
身
者
」
は
一
八
％
（
職
工
は
二
七
％
）
に
激
減
し
て
い
る
。
ま
た
「
父
兄
そ
の
他
家
族
同
居
」

の
比
率
も
二
一
％
（
職
工
は
三
四
％
）
と
一
〇
ポ
イ
ン
ト
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
職
工
の
家
族

構
成
に
際
立
っ
た
変
化
が
み
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
人
夫
の
ば
あ
い
、
妻
帯
者
や
家
族
と
同
居
す
る
者
が

表 6　人夫の家族構成
1902 年 1918 年

職工 人夫 計 職工 人夫 計

妻子同居 1,452人　（38.2） 448人　（35.5） 1,900人　（37.6） 4,785人　（38.6） 862人　（61.4） 5,647人　（40.9）
父兄その他
家族同居

1,132　（29.8） 143　（11.3） 1,275　（25.2） 4,212　（34.0） 290　（20.6） 4,502　（32.6）

独身者 1,213　（31.9） 670　（53.1） 1,883　（37.2） 3,398　（27.4） 253　（18.0） 3,651　（26.5）

計 3,797（100.0） 1,261（100.0） 5,058（100.0） 12,395（100.0） 1,405（100.0） 13,800（100.0）

資料：表 4に同じ．
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圧
倒
的
多
数
を
占
め
、
独
身
者
は
少
数
に
な
っ
て
い
る
。
人
夫
の
家
族
構
成
の
こ
う
し
た
変
化

は
、
人
夫
の
年
齢
構
成
で
三
〇
―
三
九
歳
層
の
比
率
が
増
加
し
た
こ
と
と
深
く
関
連
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
諸
特
徴
を
も
つ
人
夫
は
、
ど
の
よ
う
な
地
域
出
身
の
人
び
と
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
表
7
は
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
〇
二
年
、
一
八
年
と
も
人
夫
の
出

身
地
は
―
職
工
も
同
様
で
あ
る
が
―
「
工
場
付
近
」（
長
崎
市
内
と
考
え
ら
れ
る
）、
長
崎
県
内
、

宮
崎
県
を
除
く
九
州
諸
県
、
そ
の
他
諸
県
の
順
で
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
仔
細
に
み
る
と
、

〇
二
年
の
人
夫
の
出
身
地
は
「
工
場
付
近
」
二
五
％
（
職
工
は
四
九
％
）、
長
崎
県
内
一
八
％

（
職
工
は
一
二
％
）、
九
州
諸
県
四
〇
％
（
職
工
は
二
六
％
）、
そ
の
他
諸
県
一
七
％
（
職
工
は

一
四
％
）
で
あ
り
、
職
工
と
比
較
し
て
人
夫
の
出
身
地
は
、「
工
場
付
近
」
は
相
対
的
に
低
く
、

九
州
諸
県
は
高
い
。
し
か
し
一
八
年
に
な
る
と
、
人
夫
の
出
身
地
は
、「
工
場
付
近
」
は
二
七

％
で
〇
二
年
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
に
対
し
、
長
崎
県
内
は
四
六
％
（
職
工
は
三
三
％
）

と
お
お
き
く
増
加
し
、
逆
に
九
州
諸
県
は
二
四
％
と
低
下
し
（
職
工
は
二
四
％
と
ほ
と
ん
ど
変

化
な
し
）、
そ
の
他
諸
県
も
三
％
（
職
工
も
四
％
）
と
お
お
き
く
低
下
し
て
い
る
。

　

前
述
の
年
齢
、
家
族
構
成
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
〇
二
年
時
点
で
の
人
夫
は
、
九
州
諸
県

や
そ
の
他
諸
県
な
ど
地
方
出
身
の
二
〇
歳
代
の
独
身
者
が
比
較
的
多
数
を
占
め
て
い
た
の
に
対

し
、
一
八
年
に
な
る
と
長
崎
県
内
か
ら
長
崎
市
内
に
流
入
し
た
二
〇
歳
代
、
三
〇
歳
代
の
妻
帯

者
・
家
族
持
ち
の
人
夫
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

表 7　人夫の出身地
1902 年 1918 年

職工 人夫 計 職工 人夫 計

工場付近 1,846人　（48.6） 311人　（24.7） 2,157人　（42.6） 4,764人　（38.4） 381人　（27.1） 5,145人　（37.3）
長崎県 451　（11.9） 230　（18.2） 681　（13.5） 4,139　（33.4） 649　（46.2） 4,788　（34.7）
熊本県 278　（7.3） 247　（19.6） 525　（10.4） 835　（6.7） 134　（9.5） 969　（7.0）
佐賀県 326　（8.6） 81　（6.4） 407　（8.0） 1,174　（9.5） 83　（5.9） 1,257　（9.1）
福岡県 198　（5.2） 74　（5.9） 272　（5.4） 362　（2.9） 27　（1.9） 389　（2.8）
鹿児島県 103　（2.7） 64　（5.1） 167　（3.3） 542　（4.4） 77　（5.5） 619　（4.5）
大分県 71　（1.9） 41　（3.3） 112　（2.2） 104　（0.8） 11　（0.8） 115　（0.8）
その他諸県 524　（13.8） 213　（16.9） 737　（14.6） 475　（3.8） 43　（3.1） 518　（3.8）

計 3,797（100.0） 1,261（100.0） 5,058（100.0） 12,395（100.0） 1,405（100.0） 13,800（100.0）

資料：表 4に同じ．
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最
後
に
、
人
夫
中
の
「
女
夫
」
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
前
掲
表
1
に
よ
れ
ば
、
人
夫
全
体
に
占
め
る
「
女
夫
」

の
比
率
は
、
一
九
一
八
年
二
一
・
二
％
、
一
九
年
二
七
・
二
％
、
二
〇
年
一
二
・
八
％
、
二
一
年
以
降
一
〇
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

「
女
夫
」
と
い
う
名
称
は
三
菱
造
船
所
（
長
崎
、
神
戸
）
特
有
の
言
葉
の
よ
う
で
あ
り
、
当
時
の
一
調
査
報
告
所
は
、「
造
船
所
ニ
於
ケ
ル

女
工
ハ
殆
ン
ド
全
部
単
ナ
ル
人
夫
ニ
過
ギ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
故
ニ
女
工
ト
云
ハ
ン
ヨ
リ
ハ
寧む

し

ロ
女
夫
（
三
菱
造
船
所
ノ
用
語
）
ト
称
ス
ル

事
実
ニ
近
キ
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
シ（
73
）」
と
記
し
て
い
る（
74
）。
こ
の
「
女
夫
」
が
担
う
仕
事
に
つ
い
て
、
上
記
の
調
査
報
告
書
は
―
長
崎
造

船
所
に
限
定
し
た
記
述
で
は
な
い
が
―
以
下
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
其
従
事
ス
ル
仕
事
ハ
…
…
大
ナ
ル
部
分
ガ
軽
重
品
ノ
運
搬
及
屑く

ず

金が
ね

ノ
整
理
ニ
従
事
ス
。
屑
金
ノ
整
理
ト
ハ
造
船
所
内
ノ
諸
工
場
又

ハ
構
内
通
路
等
ニ
於
テ
遺
棄
シ
タ
ル
屑
金
属
ヲ
拾
得
シ
一
定
ノ
場
所
ニ
集
中
シ
、
其
中
ヨ
リrivet, nut

等
ノ
如
キ
其そ
の

儘ま
ま

使
用
シ
ウ

ル
モ
ノ
ヲ
撰
出
ス
。
同
時
ニ
屑
金
属
ハ
鉄
片
、
銅
線
、
真し

ん

鍮ち
ゆ
うト
云
フ
ガ
如
ク
ニ
分
類
シ
、
之
レ
ヲ
或
ハ
鋳
物
ノ
原
料
中
ニ
混
ジ
或

ハ
屑
金
屋
ニ
払
下
グ
ル
等
、
ソ
レ
ゾ
レ
廃
物
利
用
ノ
途
ヲ
講
ズ
ル
ナ
リ
」「
現
今
ニ
テ
ハ
各
造
船
所
何
レ
モ
屑
金
ノ
撰
択
整
理
ヲ
ナ

サ
ゞ
ル
所
殆
ド
ナ
シ
。
併し

か

シ
此
ノ
仕
事
ハ
全
ク
不
熟
練
的
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
技
術
ヲ
要
セ
ズ
。
故
ニ
多
ク
ハ
女
子
又
ハ
何い
ず

レ
カ
ト
云
ヘ

バ
年
齢
高
キ
男
子
ヲ
シ
テ
之
ニ
当
ラ
シ
メ
、
女
夫
ヨ
リ
見
レ
バ
各
工
場
ヲ
通
シ
テ
最
モ
需
要
大
ナ
ル
仕
事
ナ
リ（
75
）」

　　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
仕
事
に
就
い
て
い
る
「
女
夫
」
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
女
性
だ
っ
た
の
か
、
さ
き
の
人
夫
（
全
体
）
の

特
徴
と
比
較
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
、「
女
夫
」
の
年
齢
構
成
（
一
九
年
）
は
、「
二
〇
歳
未
満
」
一
一
〇
人
（「
女
夫
」
総
数
三
七
七
人
の
二
九
・
二
％
）、「
二
〇
―

二
九
歳
」
一
七
五
人
（
同
四
六
・
四
％
）、「
三
〇
―
三
九
歳
」
七
九
人
（
同
二
一
・
〇
％
）、「
四
〇
歳
以
上
」
一
三
人
（
同
三
・
四
％
）
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で
あ
り（
76
）、
人
夫
全
体
の
年
齢
構
成
（
一
七
年
）
と
比
較
す
る
と
、「
二
〇
歳
未
満
」、「
二
〇
―
二
九
歳
」
の
比
率
が
い
ち
じ
る
し
く
高

く
、「
三
〇
―
三
九
歳
」、「
四
〇
歳
以
上
」
の
比
率
は
あ
き
ら
か
に
低
い
。「
女
夫
」
は
二
九
歳
以
下
の
若
い
女
性
が
多
か
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。

　

一
方
、「
女
夫
」
の
家
族
構
成
（
一
八
年
）
は
、「
妻
子
（
夫
子
―
引
用
者
注
）
同
居
」
二
一
二
人
（「
女
夫
」
総
数
三
四
九
人
の
六

〇
・
七
％
）、「
父
兄
そ
の
他
家
族
同
居
」
一
二
〇
人
（
同
三
四
・
四
％
）、「
独
身
者
」
一
七
人
（
同
四
・
九
％
）
で
あ
り（
77
）、
人
夫
全

体
の
家
族
構
成
（
一
八
年
）
と
比
較
す
る
と
、「
妻
子
（
夫
子
）
同
居
」
の
比
率
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
に
対
し
、「
父
兄
そ
の
他
家

族
同
居
」
の
比
率
は
い
ち
じ
る
し
く
高
く
、「
独
身
者
」
の
比
率
は
ひ
じ
ょ
う
に
低
い
。
〇
二
年
の
時
点
と
比
較
し
た
ば
あ
い
、
一
八
年

時
点
で
人
夫
全
体
の
家
族
構
成
は
、
妻
帯
者
や
家
族
と
同
居
す
る
者
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ

う
し
た
特
徴
（
た
だ
し
「
女
夫
」
の
ば
あ
い
は
既
婚
者
）
は
、「
女
夫
」
の
ば
あ
い
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
い
る
。
総
じ
て
「
女
夫
」
は
、

二
九
歳
以
下
の
既
婚
・
家
族
と
の
同
居
者
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
。

　

次
に
、「
女
夫
」
の
出
身
地
（
一
八
年
）
を
み
る
と
、「
工
場
付
近
」
一
〇
八
人
（「
女
夫
」
総
数
三
四
九
人
の
三
〇
・
九
％
）、
長
崎
県

内
一
五
六
人
（
同
四
四
・
七
％
）、
九
州
諸
県
八
一
人
（
同
二
三
・
二
％
）、
そ
の
他
諸
県
四
人
（
同
一
・
一
％
）
で
あ
り（
78
）、
人
夫
全

体
の
出
身
地
（
一
八
年
）
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
他
諸
県
出
身
の
比
率
が
低
い
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
と
く
に
際
立
っ
た
差
違
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
女
夫
」
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
（
こ
こ
で
は
一
八
年
）
に
長
崎
県
内
か
ら
長
崎
市
内
に
流
入
し
た
造
船
所
人

夫
・
職
工
あ
る
い
は
他
就
業
者
の
妻
な
い
し
そ
の
家
族
構
成
員
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
く
に
造
船
所
人
夫
・
職
工
の
妻
な
い
し

そ
の
家
族
構
成
員
だ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
事
実
、
さ
き
の
調
査
報
告
書
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
女
工
（
女
夫
―
引
用
者
注
）
ノ
多
ク

ハ
中
年
者
ニ
シ
テ
同
一
工
場
ニ
在
ル
男
工
ノ
妻
其
ノ
他
ノ
家
族
ナ
リ（
79
）」
と
記
し
て
い
る
。「
多
ク
ハ
中
年
者
」
と
い
う
規
定
は
、
こ
の

調
査
報
告
書
に
即
し
て
み
て
も
誤
り
で
あ
る
が（
80
）、
造
船
諸
工
場
の
「
女
工
」（「
女
夫
」）
の
多
く
は
当
該
工
場
で
就
労
し
て
い
る
「
男
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工
」（
職
工
・
人
夫
）
の
妻
な
い
し
そ
の
家
族
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
報
告
書
は
示
し
て
い
る（
81
）。

注（
1
）
長
崎
造
船
所
職
工
課
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
一
九
三
〇
年
（
謄
写
刷
）、
第
一
編
、
五
四
頁
。

（
2
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
〇
五
頁
。

（
3
）『
三
菱
社
誌
』
第
二
三
巻
、
大
正
五
年
、
三
三
八
二
頁
。
な
お
、
一
九
〇
五
年
七
月
に
開
設
さ
れ
た
三
菱
神
戸
造
船
所
も
、
一
六
年
一
一
月
に
制

定
さ
れ
た
「
職
工
規
則
」
の
な
か
で
同
じ
よ
う
に
「
職
工
ノ
資
格
ヲ
分
チ
テ
定
傭
及
臨
時
傭
ノ
二
種
ト
ス
」（
第
五
条
）
と
し
て
い
る
（
同
上
書
、

三
二
四
一
頁
）。

（
4
）
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
長
崎
造
船
所
所
蔵
。
た
だ
し
こ
の
史
料
の
所
蔵
場
所
は
、
一
九
七
七
年
一
月
、
筆
者
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た

と
き
の
場
所
。

（
5
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
二
編
、
一
八
頁
。

（
6
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
〇
〇
頁
。

（
7
）
同
上
書
、
第
二
編
、
二
九
頁
。

（
8
）
三
菱
合
資
会
社
庶
務
部
調
査
課
『
労
働
者
取
扱
方
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
書
』
第
一
部
第
一
巻
〔
三
菱
造
船
所
〕
一
九
一
四
年
、
一
頁
。

（
9
）『
三
菱
社
誌
』
第
二
三
巻
、
大
正
五
年
、
三
三
八
二
頁
。

（
10
）
長
崎
造
船
所
職
工
課
『
賃
金
及
手
当
編
』（
稿
本
）
一
九
二
八
年
、
五
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
同
頁
。

（
12
）
西
成
田
豊
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
表
56
、
参
照
。

（
13
）
前
掲
、
三
菱
合
資
会
社
『
労
働
者
取
扱
方
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
書
』
二
頁
。
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（
14
）
こ
の
点
は
、
製
糸
業
の
分
野
で
、
女
工
募
集
に
従
事
し
た
「
見
番
」
が
募
集
に
応
じ
入
職
し
た
女
工
を
自
分
の
配
下
の
女
工
と
し
て
編
成
し
た
こ

と
と
（
瀧
澤
秀
樹
『
日
本
資
本
主
義
と
製
糸
業
』
未
来
社
、
一
九
七
八
年
、
四
一
三
頁
）
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

（
15
）
前
掲
、
三
菱
合
資
会
社
『
労
働
者
取
扱
方
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
書
』
二
頁
。

（
16
）
繊
維
工
業
の
女
工
募
集
の
さ
い
の
募
集
人
（
紹
介
人
）
に
よ
る
「
紹
介
」
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
西
成
田
豊
「
近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工

業
女
性
労
働
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
　

―
　

女
工
と
労
務
供
給
請
負
業
」（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
六
号
、
一
橋
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
二
年
三
月
）
を
参
照
。

（
17
）『
三
菱
社
誌
』
第
二
三
巻
、
大
正
三
年
、
二
二
四
四
頁
。

（
18
）
こ
の
争
議
は
、
一
九
一
七
年
二
月
鉄
工
職
の
一
人
の
小
頭
が
賃
金
値
上
げ
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、
彦
島
造
船
所
側
が
こ
れ
を
拒
否
し
、
小
頭
が

辞
職
を
表
明
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
小
頭
の
辞
職
表
明
に
対
し
、
配
下
の
「
鉄
工
等
ハ
親
分
辞
職
セ
バ
一
緒
ニ
辞
職
ス
ル
」
と
申
出
た
た
め
、
造

船
所
側
は
や
む
な
く
「
職
工
ノ
大
部
分
ニ
約
一
割
ノ
増
給
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
発
表
」
す
る
い
っ
ぽ
う
、
小
頭
の
辞
職
を
認
め
た
（
事
実
上
の
解
雇
）。

し
か
し
小
頭
の
辞
職
（
解
雇
）
後
、「
同
人
ヨ
リ
内
内
誘
拐
シ
タ
ル
モ
ノ
カ
其
部
下
ノ
内
ニ
テ
辞
職
願
出
ヅ
ル
モ
ノ
多
数
ア
ル
」
状
況
が
生
じ
、

「
同
人
見
送
ト
シ
テ
鉄
工
ノ
大
部
分
休
業
」
す
る
い
っ
ぽ
う
、
小
頭
と
「
同
行
ス
ル
ト
申
居
ル
者
定
傭
及
直
轄
臨
時
傭
ヲ
合
セ
（
在
籍
者
総
数
五

十
七
人
）
約
二
十
人
許ば
か
り

有
リ
シ
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
（『
三
菱
社
誌
』
第
二
四
巻
、
大
正
六
年
一
月
―
八
月
、
二
六
四
三
―
二
六
四
四
頁
）。

（
19
）
前
掲
、
三
菱
合
資
会
社
『
労
働
者
取
扱
方
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
書
』
五
九
頁
。

（
20
）
前
掲
、
西
成
田
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
一
四
五
頁
、
参
照
。

（
21
）「
昇
給
内
規
規
程
」
は
、
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
『
社
史
史
料　

大
正
八
年
』（
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
本
社
所
蔵
、
た
だ
し
上
記
所
蔵
場
所
は
一

九
七
七
年
一
月
筆
者
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た
と
き
の
場
所
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
前
掲
、
長
崎
造
船
職
工
課
『
賃
金
及
手
当
編
』（
稿
本
）
八
頁
。

（
23
）
な
お
、
昇
給
す
る
人
員
に
つ
い
て
は
「
固も
と

ヨ
リ
事
業
ノ
繁
閑
、
職
工
ノ
数
、
物
価
ノ
騰
貴
及
理
事
者
ノ
意
向
等
ニ
依
リ
テ
一
定
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
」

（
同
上
書
、
同
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
前
掲
、
西
成
田
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
表
33
、
表
49
に
よ
る
。
な
お
、
六
職
職
と
は
鑢や
す
り子
職
、
轆ろ
く

轤ろ

職
、
造
鑵
職
、
鋳
物
職
、
鉄
工
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職
、
大
工
職
で
あ
る
。

（
25
）
同
上
書
、
同
表
に
よ
る
。

（
26
）
同
上
書
、
一
一
九
頁
。

（
27
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
二
編
、
一
七
九
―
一
八
〇
頁
。

（
28
）
同
上
書
、
一
八
〇
頁
。

（
29
）
労
動
運
動
史
料
委
員
会
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
〇
巻
、
統
計
編
、
一
九
五
九
年
。

（
30
）
前
掲
、
西
成
田
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
一
一
九
頁
。

（
31
）
同
上
書
、
同
頁
。

（
32
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
二
編
、
一
八
七
頁
。

（
33
）
同
上
書
、
一
八
八
頁
。

（
34
）
同
上
書
、
一
八
七
頁
。

（
35
）「
職
工
救
済
規
則
」
の
全
文
は
、『
三
菱
社
誌
』
第
二
三
巻
、
大
正
五
年
、
三
三
七
三
〜
三
三
八
〇
頁
。
以
下
各
条
の
条
文
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
36
）
近
代
日
本
の
重
工
業
労
資
関
係
の
展
開
に
つ
い
て
は
、「
間
接
的
管
理
」
体
制
（
親
方
的
支
配
）
か
ら
「
直
接
的
管
理
」
体
制
（
企
業
直
轄
支
配
）

へ
の
段
階
的
移
行
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
後
者
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、
前
者
が
そ
の
な
か
に
ふ
か
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
関

係
、
い
わ
ば
両
者
の
同
時
並
存
と
い
う
関
係
構
造
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
37
）『
長
崎
造
船
局
報
告
書
』
各
回
（
三
菱
重
工
業
長
崎
造
船
所
史
料
館
所
蔵
）
に
よ
る
。

（
38
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
一
編
、
二
三
頁
。

（
39
）
同
上
書
、
第
一
編
、
三
〇
頁
。

（
40
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
〇
〇
頁
。

（
41
）
同
上
書
、
第
二
編
、
同
頁
。

（
42
）「
臨
時
人
夫
雇
入
受
負
人
心
得
内
規
」
の
全
文
は
、
同
上
書
、
第
二
編
、
一
〇
〇
―
一
〇
二
頁
。
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（
43
）「
臨
時
人
足
取
扱
内
規
」
の
全
文
は
、
同
上
書
、
第
二
編
、
一
〇
二
―
一
〇
四
頁
。

（
44
）
労
動
運
動
史
料
委
員
会
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
〇
巻
、
統
計
篇
、
一
九
五
九
年
、
二
七
〇
―
二
七
一
頁
。

（
45
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
二
編
、
一
〇
六
―
一
〇
八
頁
。

（
46
）
前
掲
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
〇
巻
、
統
計
篇
、
二
七
〇
―
二
七
一
頁
。

（
47
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
二
編
、
一
〇
七
頁
。

（
48
）
同
上
書
、
第
二
編
、
八
八
頁
。

（
49
）
そ
の
全
文
は
、
同
上
書
、
第
二
編
、
八
九
―
九
〇
頁
。

（
50
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
〇
八
頁
。

（
51
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
52
）「
人
夫
供
給
約
束
書
」
の
全
文
は
、
同
上
書
、
第
二
編
、
一
〇
九
―
一
一
一
頁
。

（
53
）「
人
夫
供
給
請
書
」
の
全
文
は
、
同
上
書
、
第
二
編
、
一
一
一
―
一
一
四
頁
。

（
54
）
こ
う
し
た
「
人
夫
部
屋
」
は
従
来
、
近
代
日
本
の
「
封
建
遺
制
」、
あ
る
い
は
日
本
資
本
主
義
の
「
半
封
建
制
」
を
示
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
が
、
造
船
所
が
臨
時
人
夫
の
供
給
を
請
負
人
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
は
「
人
夫
部
屋
」
は
存
在
せ
ず
、
造
船
所
が
さ
ら
に

発
展
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
（
別
の
広
い
言
い
方
を
す
れ
ば
工
業
化
・
近
代
化
が
い
っ
そ
う
進
展
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
）
造
船
所
側
の
指

示
で
「
人
夫
部
屋
」
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
55
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
二
編
、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

（
56
）
前
掲
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
〇
巻
、
統
計
篇
、
二
七
一
頁
。

（
57
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
二
編
、
一
一
六
頁
。

（
58
）
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
川
島
武
宜
『
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
』
日
本
評
論
社
、
一
九
五
〇
年
、
六
四
―
六
六
頁
を
参
照
。

（
59
）
前
掲
、
三
菱
合
資
会
社
庶
務
部
調
査
課
『
労
働
者
取
扱
方
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
書
』
第
一
部
第
一
巻
、
七
頁
。

（
60
）
同
上
書
、
同
頁
。



439　　三菱財閥傘下重工業企業・事業所の臨時職工・人夫と労務供給請負業

（
61
）
同
上
書
、
同
頁
。

（
62
）
同
上
書
、
八
頁
。

（
63
）
前
掲
『
長
崎
造
船
所
労
務
史
』
第
二
編
、
四
三
頁
。

（
64
）
同
上
書
、
第
一
編
、
四
二
頁
。

（
65
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
一
〇
頁
。

（
66
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
一
三
頁
。

（
67
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
一
六
頁
。

（
68
）
同
上
書
、
第
二
編
、
一
八
八
頁
。

（
69
）
前
掲
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
〇
巻
、
統
計
篇
、
二
七
一
頁
。

（
70
）『
三
菱
社
誌
』
第
二
三
巻
、
大
正
五
年
、
三
三
八
〇
頁
。

（
71
）
平
木
泰
治
『
造
船
所
労
働
状
態
調
査
報
告
書
』
東
京
高
等
商
業
学
校
、
大
正
八
年
修
学
旅
行
報
告
（
一
橋
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）。
こ
の
調
査

対
象
企
業
・
工
場
（
所
在
地
、
労
働
者
数
）
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
浦
賀
船
渠
会
社
（
神
奈
川
県
浦
賀
町
、
四
九
四
四
人
）、
三
菱
神
戸
造

船
所
（
神
戸
市
、
一
万
四
三
七
人
）、
三
菱
長
崎
造
船
所
（
長
崎
市
、
約
一
万
六
二
〇
〇
人
）、
川
崎
造
船
所
本
工
場
（
神
戸
市
、
一
万
四
八
三
六

人
）、
同
兵
庫
工
場
（
神
戸
市
、
三
三
三
七
人
）、
同
葺
合
工
場
（
神
戸
市
、
八
二
一
人
）、
大
阪
鉄
工
所
桜
島
工
場
（
大
阪
市
、
五
四
一
七
人
）、

同
因い
ん
の

島し
ま

工
場
（
広
島
県
因
島
、
四
四
一
一
人
）、
同
備
後
工
場
（
広
島
市
、
約
一
二
〇
〇
人
）、
東
京
石
川
島
造
船
所
石
川
島
工
場
（
東
京
市
、

約
三
五
〇
〇
人
）、
呉
海
軍
工
廠
（
呉
市
、
二
万
七
九
三
三
人
）、
佐
世
保
海
軍
工
廠
（
佐
世
保
市
、
九
〇
七
〇
人
）。

（
72
）
船
体
建
造
の
技
術
的
発
展
は
、
鉸
鋲
法
（
一
炉ほ
ど

編
成
↓
機
械
鉸
鋲
法
）
↓
電
気
熔
接
法
↓
ブ
ロ
ッ
ク
建
造
法
と
い
う
段
階
を
ふ
む
が
、
こ
の
時
期

は
ま
だ
鉸
鋲
法
の
段
階
に
あ
っ
た
。
三
菱
造
船
株
式
会
社
が
電
気
熔
接
工
を
養
成
す
る
た
め
の
規
則
を
制
定
す
る
の
は
一
九
二
〇
年
四
月
の
こ
と

で
あ
る
（
三
菱
合
資
会
社
資
料
課
『
社
内
労
働
者
ニ
関
ス
ル
規
則
集
』
一
〈
造
船
、
電
機
、
内
燃
機
〉
一
九
二
二
年
、
八
五
―
八
七
頁
を
参
照
）。

（
73
）
前
掲
、
平
木
泰
治
『
造
船
所
労
働
状
態
調
査
報
告
書
』。

（
74
）
た
だ
し
正
確
に
言
え
ば
、
三
菱
長
崎
造
船
所
の
ば
あ
い
、「
女
夫
」
と
は
別
に
一
九
一
八
年
に
初
め
て
「
電
工
職
」
の
「
女
工
」（
八
六
人
）
が
登
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場
し
て
い
る
（
三
菱
長
崎
造
船
所
『
年
報
』
大
正
七
年
）。

（
75
）
前
掲
、
平
木
泰
治
『
造
船
所
労
働
状
態
調
査
報
告
書
』。

（
76
）
三
菱
長
崎
造
船
所
『
年
報
』
大
正
八
年
。

（
77
）
同
『
年
報
』
大
正
七
年
。

（
78
）
同
上
。

（
79
）
前
掲
、
平
木
泰
治
『
造
船
所
労
働
状
態
調
査
報
告
書
』。

（
80
）「
多
ク
ハ
中
年
者
」
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
こ
の
調
査
報
告
書
は
、
大
阪
鉄
工
所
因
島
工
場
、
海
軍
直
轄
全
工
場
、
三
菱
長
崎
造
船
所
の
三
造
船

所
の
「
女
工
」（
女
夫
）
の
年
齢
構
成
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
阪
鉄
工
所
因
島
工
場
に
つ
い
て
は
「
女
子
六
十
四
人
中
二
十
才
未
満
ハ
僅

カ
五
人
ナ
リ
」
と
の
べ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
「
多
ク
ハ
中
年
者
」
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
海
軍
全
直
轄
工
場
の
「
女
工
」
の
年

齢
構
成
（
一
八
年
三
月
）
は
、「
一
五
才
未
満
」
四
人
、「
一
五
歳
以
上
二
〇
才
未
満
」
八
二
人
、「
二
〇
才
以
上
五
五
才
未
満
」
一
一
四
九
人
、

「
五
五
才
以
上
」
一
人
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
「
多
ク
ハ
中
年
者
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
三
菱
長
崎
造
船
所
の

「
女
工
」
の
年
齢
構
成
（
一
九
一
七
年
）
は
、「
一
五
才
以
上
」
七
三
人
、「
二
〇
才
以
上
」
一
六
九
人
、「
三
〇
才
以
上
」
四
七
人
「
四
〇
才
以

上
」
と
「
五
〇
才
以
上
」
は
合
わ
せ
て
一
〇
人
で
あ
り
、「
二
〇
才
以
上
」、「
一
五
才
以
上
」
は
そ
れ
ぞ
れ
全
体
（
二
九
九
人
）
の
五
六
・
五
％
、

二
四
・
四
％
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
「
多
ク
ハ
中
年
者
」
と
い
う
結
論
は
誤
り
で
あ
る
。

（
81
）
こ
の
報
告
書
で
は
調
査
対
象
に
入
っ
て
い
な
い
横
須
賀
海
軍
工
廠
で
も
、
一
八
年
九
月
、「
横
須
賀
海
軍
工
廠
女
工
就
業
心
得
」
が
制
定
さ
れ
、

そ
の
第
一
条
で
、「
女
工
ハ
可な
る
べ
く成
海
軍
軍
人
軍
属
及
海
軍
工
作
庁
（
海
軍
工
廠
―
引
用
者
注
）
職
工
ノ
家
族
ニ
シ
テ
、
年
齢
十
六
年
以
上
五
十
年

未
満
身
体
強
健
品
行
方
正
ノ
者
ヨ
リ
試
験
ノ
上
採
用
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
横
須
賀
海
軍
工
廠
『
横
須
賀
海
軍
工
廠
史
』
第
六

巻
、
一
九
三
五
年
、
五
三
頁
）。
夫
婦
あ
る
い
は
父
と
娘
が
同
一
の
現
場
で
共
に
働
く
家
族
的
就
業
形
態
は
、「
残
柱
式
採
炭
法
」
を
と
る
石
炭
産

業
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
（
西
成
田
豊
『
近
代
日
本
労
働
史
　

―
　

労
働
力
編
成
の
論
理
と
実
証
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
、
第
六
章
参
照
）。
た

だ
こ
こ
で
は
、「
残
柱
式
採
炭
法
」
な
ど
の
技
術
的
条
件
を
伴
な
わ
ず
と
も
、
他
産
業
の
同
一
の
工
場
・
職
場
で
夫
婦
あ
る
い
は
父
と
娘
が
共
に

働
く
と
い
う
家
族
的
就
業
形
態
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
か
な
り
広
く
見
ら
れ
た
現
象
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
「
仮
説
」
的
な
問
題
を
提
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示
し
て
お
き
た
い
。

第
二
章　

三
菱
財
閥
傘
下
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」 

　

―
　

一
九
二
四
年
〜
一
九
三
八
年
　

―
　

一　

重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
設
立
状
況
と
「
中
央
労
務
会
」

　

ま
ず
最
初
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
三
菱
財
閥
の
も
と
で
設
立
さ
れ
た
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
設
立

状
況
に
つ
い
て
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
主
な
も
の
は
、
長
崎
兵
器
製
作
所
、
三
菱
造
船
株
式
会
社
、
三
菱
内
燃
機
製
造
株
式
会
社
、

三
菱
航
空
機
株
式
会
社
、
三
菱
電
気
株
式
会
社
、
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
で
あ
る
。

　

長
崎
兵
器
製
作
所
は
、
一
九
一
七
年
三
月
、
三
菱
合
資
会
社
造
船
部
の
所
属
と
し
て
新
設
さ
れ
、
同
月
よ
り
操
業
を
開
始
し
た（
1
）。

さ
ら
に
同
年
八
月
、
三
菱
造
船
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
三
菱
合
資
会
社
造
船
部
の
す
べ
て
の
事
業
（
長
崎
造
船
所
、
神
戸
造
船
所
、
彦

島
造
船
所
、
長
崎
兵
器
製
作
所
）
が
同
合
資
会
社
か
ら
分
離
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
継
受
す
る
か
た
ち
で
、
同
年
一
一
月
よ
り
開
業
し
た（
2
）。

ま
た
一
九
年
五
月
、
神
戸
造
船
所
内
燃
機
部
の
事
業
を
受
け
継
ぐ
か
た
ち
で
神
戸
内
燃
機
製
作
所
が
設
立
さ
れ
、
翌
二
〇
年
五
月
、
三
菱

内
燃
機
製
造
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
た
だ
こ
の
と
き
、
名
古
屋
に
す
で
に
事
業
所
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
本
店
は
名
古
屋

市
に
置
か
れ
た（
3
）。
さ
ら
に
翌
二
一
年
十
月
、
三
菱
内
燃
機
製
造
株
式
会
社
は
臨
時
株
主
総
会
の
決
議
に
も
と
づ
き
、
社
名
を
三
菱
内

燃
機
株
式
会
社
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
工
場
名
を
三
菱
内
燃
機
株
式
会
社
名
古
屋
製
作
所
、
同
神
戸
製
作
所
と
す
る
こ
と
に
し
た（
4
）。

さ
ら
に
二
八
年
五
月
、
三
菱
内
燃
機
株
式
会
社
は
、
社
名
を
三
菱
航
空
機
株
式
会
社
に
変
更
し
た（
5
）。
翌
二
九
年
一
二
月
、
同
社
は
東
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京
府
下
（
大
井
町
）
に
さ
ら
に
東
京
製
作
所
を
新
設
し
た（
6
）。

　

一
方
、
三
菱
造
船
株
式
会
社
は
一
九
年
一
一
月
、
電
機
製
作
所
を
設
立
し
、
そ
れ
ま
で
神
戸
造
船
所
電
機
部
が
お
こ
な
っ
て
き
た
す
べ

て
の
事
業
を
同
所
に
継
承
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
二
一
年
一
月
末
を
も
っ
て
三
菱
造
船
株
式
会
社
電
機
製
作
所
は
廃
止
さ
れ
、
翌
二
月
一
日

よ
り
そ
の
す
べ
て
の
事
業
が
新
設
の
三
菱
電
機
株
式
会
社
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（
7
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
三
菱
財
閥
傘
下
の
も
と
で
多
く
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
が
設

立
さ
れ
た
が
、
三
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
か
た
ち
で
巨
大
重
工
業
企
業
が
誕
生
し
た
。
す
な
わ
ち
三
四
年
三
月
、
三

菱
造
船
株
式
会
社
と
三
菱
航
空
機
株
式
会
社
と
の
あ
い
だ
で
合
併
契
約
が
締
結
さ
れ
、
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た（
8
）。
こ

の
合
併
に
三
菱
電
機
株
式
会
社
が
加
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
上
記
二
社
が
重
機
械
の
製
造
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
三
菱
電
機
は
軽

機
械
の
製
造
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
業
務
内
容
の
差
異
が
あ
っ
た
た
め
と
推
定
さ
れ
る
。

　

以
上
の
べ
た
よ
う
な
重
工
業
企
業
・
事
業
所
を
中
心
と
す
る
三
菱
財
閥
の
経
営
多
角
化
の
進
展
と
、
こ
の
時
期
の
重
工
業
労
働
者
を
中

心
と
す
る
労
働
運
動
・
争
議
の
高
揚（
9
）、
労
働
組
合
法
案（
10
）な
ど
を
中
心
と
す
る
政
府
の
新
し
い
労
動
政
策
の
展
開
を
う
け
て
、
三
菱

合
資
会
社
は
二
五
年
六
月
「
労
務
審
議
会
」
の
設
立
と
そ
の
規
則
を
決
定
し
た（
11
）。
審
議
会
設
立
の
趣
旨
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
輓ば

ん

近き
ん

本
邦
労
動
問
題
ハ
愈
い
よ
い
よ

多
岐
多
端
ト
ナ
リ
、
政
治
上
経
済
上
ノ
変
化
ニ
伴
ヒ
益
ま
す
ま
す

複
雑
ヲ
極
ム
ル
ニ
至
レ
リ
、
我
社
ニ
於
テ

ハ
資
料
課
ニ
於
テ
常
ニ
本
問
題
ニ
関
シ
内
外
ノ
事
情
ヲ
審

つ
ま
び
ら
かニ
シ
、
分
系
各
会
社
亦
夫そ

レ
夫ぞ

レ
労
務
機
関
ヲ
備
ヘ
諸
般
ノ
施
設
ヲ
怠

ラ
ズ
ト
雖

い
え
ど
も

吾
経
営
ス
ル
事
業
広
汎
ニ
シ
テ
各
種
ノ
産
業
ニ
及
ベ
ル
ノ
結
果
ハ
自
お
の
づ
かラ
各
社
相
互
ノ
連
絡
ヲ
欠
キ
未
ダ
完
璧
ト
称
ス
ル

能
ハ
ザ
ル
点
ア
ル
ト
、
吾
国
ノ
現
況
及
労
働
問
題
ノ
帰
趨
ニ
鑑
ミ
本
問
題
ニ
対
ス
ル
根
本
主
義
方
針
ノ
確
立
ノ
為
、
統
一
的
審
議
機

関
ヲ
完
備
ス
ル
ノ
急
務
ナ
ル
ヲ
認
メ
、
茲こ

こ

ニ
本
審
議
会
ノ
設
立
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ（
12
）」
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そ
の
う
え
で
、
こ
の
趣
旨
文
は
最
後
に
、「
本
審
議
会
ハ
諮
問
機
関
ニ
シ
テ
、
会
員
ハ
各
社
ノ
重
役
ナ
リ
ト
雖
其
社
ノ
代
表
ノ
趣
意
ニ

ア
ラ
ズ
、
三
菱
全
体
ノ
立
場
ヨ
リ
審
議
セ
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
セ
リ（
13
）」
と
記
し
て
い
る
。

「
労
務
審
議
会
規
則（
14
）」
は
、
上
記
の
設
立
趣
旨
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の
で
、
ま
ず
審
議
会
の
目
的
を
「
労
務
審
議
会
ハ
労
務
ニ
関

シ
重
要
事
項
ヲ
審
議
シ
、
併あ

わ

セ
テ
当
会
社
及
分
系
各
会
社
間
ノ
連
絡
ヲ
計
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」（
第
一
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

審
議
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
「
労
務
審
議
会
ハ
左
ノ
諸
員
ヲ
以
テ
組
織
ス
／
一
、（
三
菱
合
資
会
社
の
―
引
用
者
注
）
常
務
理
事
並

な
ら
び
に

参
与
中
ヨ
リ
特
ニ
任
命
セ
ラ
レ
タ
ル
者
／
二
、
分
系
会
社
取
締
役
会
長
及
常
務
取
締
役
中
ヨ
リ
特
ニ
任
命
セ
ラ
レ
タ
ル
者
（
第
二
条
）
と

定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
審
議
内
容
は
、
第
一
条
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
各
会
社
ハ
其
会
社
ニ
於
ケ
ル
労
務
ニ
関
シ
重
要
ト
認

メ
又
ハ
他
会
社
ニ
関
係
ア
リ
ト
認
ム
ル
事
項
ハ
、
之
ヲ
審
議
会
ニ
提
出
シ
其
審
議
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」（
第
七
条
）
と
し
、
審
議
会
の

開
催
に
つ
い
て
は
「
労
務
審
議
会
ハ
毎
月
一
回
定
日
ニ
之
ヲ
開
ク
、
但
緊
急
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
臨
時
開
会
ス
ル
コ
ト
ヲ
得う

」（
第
九
条
）

と
し
て
い
る
。

「
労
務
審
議
会
」
は
発
足
し
て
間
も
な
く
第
一
回
の
会
議
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
の
会
議
を
含
め
て
二
五
年
中
に
審
議
さ
れ
た
案
件
は
、

㈠
「
労
働
組
合
法
案
ニ
関
ス
ル
件
」、
㈡
「
労
働
者
選
挙
権
行
使
並
立
候
補
ニ
関
ス
ル
件
」、
㈢
「
労
働
問
題
ニ
関
シ
他
ノ
企
業
者
ト
ノ
連

絡
提
携
ノ
件
」、
㈣
「
八
時
間
労
働
ニ
関
ス
ル
件
」、
㈤
「
我
社
ノ
労
働
問
題
ニ
対
ス
ル
主
義
方
針
ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ル
為
メ
、
労
働
者
ニ
接

シ
又
ハ
労
務
ノ
局
ニ
当
ル
人
ノ
教
養
及
労
務
機
関
ノ
整
備
ニ
関
す
る
件
」
の
五
件
に
の
ぼ
っ
た（
15
）。

　

た
だ
し
、
以
上
の
べ
た
「
労
務
審
議
会
」
に
つ
い
て
不
思
議
な
こ
と
は
、
二
六
年
以
降
の
『
三
菱
社
誌
』
に
そ
の
後
の
「
労
務
審
議

会
」
に
関
す
る
記
述
は
い
っ
さ
い
出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、『
三
菱
社
誌
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
二
六
年
二
月

に
三
菱
造
船
（
後
三
菱
重
工
業
）
株
式
会
社
「
本
店
」
の
も
と
で
、
傘
下
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
幹
部
が
出
席
し
た
第
一
回
「
中
央
労
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務
会
」
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
年
二
回
の
ペ
ー
ス
で
各
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
労
働
問
題
」
が
協
議
さ
れ
、
ま
た
そ
れ

を
示
す
「
中
央
労
務
会
」
の
議
事
録
が
残
さ
れ
て
い
る（
16
）。
な
ん
ら
か
の
事
情
で
三
菱
合
資
会
社
の
「
労
務
審
議
会
」
は
三
菱
造
船

（
三
菱
重
工
）
下
の
「
中
央
労
務
会
」
に
組
織
的
に
変
更
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
『
三
菱
社
誌
』
に
記
さ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
中
央
労
務
会
」
は
前
述
し
た
「
労
務
審
議
会
」
の
設
立
趣
旨
と
基
調
を
お
な
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
、「
中
央
労
務
会
」
の
開
催
が
原
則
年
二
回
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
労
務
審
議
会
規
則
」
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
と
は

考
え
に
く
い
。

　
二　

企
業
・
事
業
所
別
の
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
数

　

前
項
で
の
べ
た
よ
う
に
、
三
菱
長
崎
造
船
所
は
一
九
二
〇
年
の
反
動
恐
慌
と
そ
の
後
の
造
船
不
況
の
影
響
を
う
け
て
そ
れ
ま
で
の
臨
時

職
工
を
ふ
く
む
職
工
を
大
量
に
解
雇
す
る
一
方
、
二
三
年
以
降
、
新
に
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
雇

用
の
形
態
と
内
容
は
既
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
つ
づ
め
て
言
え
ば
、
人
件
費
の
圧
縮
（
雇
用
期
間
の
短
縮
化
と
低
賃
金
労

働
の
拡
大
）
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
上
述
し
た
三
菱
財
閥
傘
下
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
年
代
か
ら
三
〇

年
代
に
か
け
て
こ
の
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
採
用
し
た
。

　

そ
の
各
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
数
と
そ
の
全
職
工
中
に
占
め
る
比
率
を
示
し
た
も
の
が
、
表
8
で
あ
る
。

ま
ず
大
恐
慌
が
日
本
を
襲
う
前
の
二
九
年
ま
で
の
動
向
を
み
る
と
、
長
崎
造
船
所
（
二
八
年
、
二
九
年
）、
彦
島
造
船
所
（
二
四
年
、
二

五
年
、
二
六
年
）、
長
崎
兵
器
製
作
所
（
二
四
年
、
二
五
年
）、
三
菱
電
機
（
二
五
年
、
二
六
年
）
で
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
数
が
比
較

的
多
く
、
全
職
工
に
占
め
る
そ
の
比
率
も
、
お
お
む
ね
五
％
か
ら
一
四
％
に
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
神
戸
造
船
所
や
航
空
機
（
名

古
屋
）
で
は
、
同
職
工
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
か
、
ご
く
少
数
で
あ
る
。
神
戸
造
船
所
で
は
二
三
年
六
月
に
「
原
価
低
減
研
究
委
員
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会
」
を
、
翌
七
月
に
は
「
間
接
費
低
減
研
究
委
員
」
を
設
置
し
、
経
営
の
徹
底
的
な
合
理
化
を
図
っ
て
お
り（
17
）、
そ
の
こ
と
が
「
期
限

付
臨
時
雇
職
工
」
へ
の
依
存
志
向
を
き
わ
め
て
小
さ
く
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
大
恐
慌
の
影
響
で
日
本
も
深
刻
な
恐
慌
（
昭
和
恐
慌
）
に
陥
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
三
〇
、
三
一
年
に
な
る
と
、
航
空
機

（
名
古
屋
、
東
京
）
を
除
く
各
事
業
所
・
企
業
は
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
ふ
く
め
て
職
工
の
大
幅
な
整
理
に
は
い
っ
た
。「
中
央
労
務

会
」
の
議
事
録
は
、
そ
の
冒
頭
で
「
各
場
所
最
近
労
働
事
情
報
告
」
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
点
は
以
下
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

「
長
崎
造
船
所
ニ
於
テ
ハ
最
近
ニ
至
リ
事
業
頓と

み

ニ
閑
散
ト
ナ
リ
、
前
期
以
来
約
千
余
名
ノ
期
限
付
臨
時
雇
職
工
ヲ
整
理
シ
タ
ル（
18
）」

（
三
〇
年
一
〇
月
）、「
航
空
機
名
古
屋
及
東
京
両
場
所
ハ
引
続
キ
工
事
繁
忙
ヲ
極
メ
…
…
職
工
収
入
モ
増
加
シ
居
リ
、
一
般
事
業
不

況
ノ
折
柄
ニ
不か

か
わ
ら
ず拘、
職
工
一
般
ハ
孰い
ず

レ
モ
緊
張
シ
テ
業
務
ニ
従
事
シ
居
レ
リ（
19
）」（
三
〇
年
一
〇
月
）、「
航
空
機
名
古
屋
、
東
京
両

製
作
所
ヲ
除
キ
テ
ハ
深
刻
ナ
ル
事
業
界
不
況
ノ
影
響
ヲ
蒙
リ
、
受
註
高
激
減
ノ
結
果
、
余
剰
職
工
ノ
処
理
ニ
付
各
場
所
共
不す

く
な
か
ら
ず尠
苦

心
シ
居
レ
リ（
20
）」（
三
一
年
四
月
）、「
航
空
機
会
社
両
場
所
ヲ
除
キ
テ
ハ
、
孰い
ず

レ
モ
深
刻
ナ
ル
業
界
不
況
ノ
影
響
ヲ
受
ケ
依
然
工
事

閑
散（
21
）」（
三
一
年
一
〇
月
）

　　

昭
和
恐
慌
の
な
か
で
低
迷
し
て
い
た
日
本
経
済
は
、
三
一
年
九
月
に
勃
発
し
た
満
州
事
変
に
よ
る
対
満
投
資
の
急
増
な
ど
が
要
因
に
な

っ
て
、
三
二
年
に
は
い
る
と
重
工
業
部
門
を
中
心
に
一
転
し
て
好
況
的
発
展
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
表
8
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
三
菱

財
閥
傘
下
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
も
、
三
二
、
三
年
以
降
職
工
数
は
増
勢
に
転
じ
、
そ
れ
と
と
も
に
、
長
崎
造
船
所
、
長
崎
兵
器
製
作

所
、
三
菱
電
機
で
は
再
び
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
が
増
加
し
、
全
職
工
に
占
め
る
そ
の
比
率
も
七
％
（
三
三
年
、
長
崎
造
船
所
）、
一
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企業・事業所の本工と臨時工の推移　　　　　　　　　　　　（単位：人・％）

1930 31 32 33 34 35 36 37 38

7,327 5,275 5,306 5,277 7,559 8,214 9,819 12,167 15,954
705 ― ― 375 820 980 634 61 25
8,032 5,275 5,306 5,652 8,379 9,194 10,453 12,228 15,979
8.8 0.0 0.0 6.6 9.8 10.7 6.1 0.5 0.2

4,946 4,105 4,166 4,186 4,867 5,199 5,944 6,899 9,680
― ― 2 90 6 8 1 ― ―
4,946 4,105 4,168 4,276 4,873 5,207 5,945 6,899 9,680
0.0 0.0 0.0 2.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0

804 708 682 665 730 715 711 730 735
18 ― 2 7 33 14 1 ― ―
822 708 684 672 763 729 712 730 735
2.2 0.0 0.3 1.0 4.3 1.9 0.1 0.0 0.0

1,072 669 669 660 760 823 864 1,196 1,814
― ― 73 164 22 45 37 14 ―

1,072 669 742 824 782 868 901 1,210 1,814
0.0 0.0 9.8 19.9 2.8 5.2 4.1 1.2 0.0

1,808 2,264 2,247 2,685 4,996 5,150 6,145 8,597 17,858
― ― ― ― 655 1,126 443 10 ―
1,808 2,264 2,247 2,685 5,651 6,276 6,588 8,607 17,858
0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 17.9 6.7 0.1 0.0

137 222 407 485 695 909 1,005 1,320 1,728
17 135 266 592 291 136 50 ― ―
154 357 673 1,077 1,086 1,045 1,055 1,320 1,728
11.0 37.8 39.5 55.0 26.8 13.0 4.7 0.0 0.0

2,043 1,530 1,191 1,405 2,403 2,886 3,420 4,621 9,290
1 ― ― 305 5 9 9 ― ―

2,044 1,530 1,191 1,710 2,408 2,895 3,429 4,621 9,290
0.0 0.0 0.0 17.8 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0
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表 8　三菱財閥傘下重工業

年 1924 25 26 27 28 29

長崎造船所
定傭（A） 8,585 6,751 6,877 7,062 7,517 7,440
期限付臨時傭（B） 10 17 58 69 438 1,079

計（C） 8,595 6,768 6,935 7,131 7,955 8,519
（B）／（C） 0.1 0.3 0.8 1.0 5.5 12.7

神戸造船所
定傭（A） 4,902 4,873 4,250 4,529 5,135 5,090
期限付臨時傭（B） 33 17 61 3 16 ―

計（C） 4,935 4,890 4,311 4,532 5,151 5,090
（B）／（C） 0.7 0.3 1.4 0.1 0.3 0.0

彦島造船所
定傭（A） 644 674 691 728 707 772
期限付臨時傭（B） 90 114 41 ― 2 1

計（C） 734 788 732 728 709 773
（B）／（C） 12.3 14.5 5.6 0.0 0.3 0.1

長崎兵器製作所
定傭（A） 2,238 2,214 2,119 1,096 1,106 1,111
期限付臨時傭（B） 127 69 14 ― 1 ―

計（C） 2,365 2,283 2,133 1,096 1,107 1,111
（B）／（C） 5.4 3.0 0.7 0.0 0.1 0.0

航空機（名古屋）
定傭（A） ― ― ― ― 1,697 1,768
期限付臨時傭（B） ― ― ― ― 8 ―

計（C） ― ― ― 1,577 1,705 1,768
（B）／（C） ― ― ― ？ 0.5 0.0

航空機（東京）
定傭（A） ― ― ― ― ― ―
期限付臨時傭（B） ― ― ― ― ― ―

計（C） ― ― ― ― ― ―
（B）／（C） ― ― ― ― ― ―

電機
定傭（A） ― 1,757 1,907 1,904 1,927 2,048
期限付臨時傭（B） ― 114 95 ― 12 16

計（C） ― 1,871 2,002 1,904 1,939 2,064
（B）／（C） ― 6.1 4.7 0.0 0.6 0.8

資料：三菱造船（三菱重工業）株式会社『職工統計』各年毎月より作成．
　注：人数は各年 6月現在．ただし 1924 年は 11 月現在．
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〇
〜
二
〇
％
（
三
二
、
三
三
年
、
長
崎
兵
器
製
作
所
）、
一
八
％
（
三
三
年
、
三
菱
電
機
）
と
高
い
比
率
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
ま
た
航

空
機
（
東
京
）
で
は
、
同
職
工
の
比
率
は
一
一
％
（
三
〇
年
）
か
ら
三
八
％
（
三
一
年
）、
四
〇
％
（
三
二
年
）、
五
五
％
（
三
三
年
）
と

急
速
に
増
加
し
た
。
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
各
場
所
最
近
労
働
事
情
報
告
」
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
兵
器
製
作
所
ニ
於
ケ
ル
最
近
ノ
在
籍
職
工
数
ハ
約
八
百
名
（
内
、
期
限
付
百
四
十
名
）
ニ
シ
テ
、
目
下
其
ノ
過
半
数
ハ
日
々
二
時

間
及
至
四
時
間
ノ
残
業
ニ
従
事
シ
ツ
ゝ
ア
リ
、
同
所
モ
亦
多
忙
ナ
リ
ト
称
シ
得
ベ
キ
モ
（
中
略
）
魚
雷
本
工
事
ハ
目
下
常
態
ニ
ア
リ

テ
夫
レ
程
多
忙
ナ
ラ
ズ
、
尤も

つ
とモ
近
ク
工
事
ノ
受
註
ヲ
見
ル
見
込
モ
ア
リ
明
年
三
月
迄
ハ
再
ビ
全
般
的
ニ
繁
忙
ト
ナ
ル
ベ
キ
ニ
付
、
現

在
ノ
期
限
付
臨
時
雇
ハ
大
部
分
十
月
末
ヲ
以
テ
期
限
満
了
ト
ナ
ル
モ
、
尚な

お

引
続
キ
傭や
と
い

継つ
ぎ

ヲ
必
要
ト
ス
ル
現
状
ナ
リ（
22
）」（
三
三
年

一
〇
月
）、「
電
機
神
戸
製
作
所
ノ
業
況
ハ
目
下
極
メ
テ
多
忙
ニ
シ
テ
、
試
ミ
ニ
現
在
ノ
手
持
工
事
高
ヲ
最
近
一
、
二
年
前
ノ
閑
散
期

ニ
比
ス
レ
バ
実
ニ
五
倍
ノ
多
キ
ニ
達
シ
居
レ
リ
、
依
テ
同
所
ハ
之
等
工
事
ノ
激
増
ニ
応
ジ
其
後
期
限
付
臨
時
雇
ヲ
採
用
シ
来
リ
、
目

下
全
在
籍
数
千
六
十
余
名
（
内
、
期
限
付
二
百
六
十
名
）
ト
ナ
レ
ル
ガ
…
…
尚
相
当
多
数
ノ
増
員
ヲ
必
要
ト
ス
ベ
シ（
23
）」（
三
三
年

一
〇
月
）、
電
機
長
崎
製
作
所
ニ
於
ケ
ル
業
況
亦
頗す

こ
ぶ

ル
多
忙
ニ
シ
テ
、
其
後
期
限
付
臨
時
雇
ヲ
三
百
名
ニ
増
員
シ
、
其
ノ
在
籍
総
数

ハ
五
百
四
十
余
名
ト
ナ
レ
ル
ガ
、
尚
多
少
ノ
増
員
ヲ
必
要
ト
ス
ル
現
状
ナ
リ（
24
）」（
三
三
年
一
〇
月
）「
航
空
機
会
社
ハ
事
局
柄
兵

器
関
係
工
事
ノ
注
文
輻
輳
シ
、
名
古
屋
製
作
所
ニ
ア
リ
テ
ハ
発
動
機
関
係
作
業
殊
ニ
多
忙
ト
ナ
リ
、
又
東
京
製
作
所
モ
同
様
繁
忙
ニ

シ
テ
殆ほ

と

ン
ド
全
従
業
員
ニ
残
業
ヲ
課
シ
居
レ
ル
業
況
ナ
リ（
25
）」（
三
二
年
二
月
）

　　

三
菱
財
閥
傘
下
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
は
、
三
四
、
三
五
年
に
な
る
と
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
数
と
そ
の
比
率
は
増
加
す
る
事

業
所
と
、
逆
に
減
少
す
る
事
業
所
・
企
業
と
に
分
か
れ
る
よ
う
に
な
る
（
表
8
）。
す
な
わ
ち
、
同
職
工
の
比
率
は
、
長
崎
造
船
所
で
は
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一
〇
〜
一
一
％
へ
と
さ
ら
に
増
大
し
、
航
空
機
（
名
古
屋
、
こ
の
と
き
以
降
は
三
菱
重
工
業
下
の
事
業
所
）
は
初
め
て
同
職
工
を
採
用
す

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
比
率
は
一
二
〜
一
八
％
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
長
崎
兵
器
製
作
所
の
同
職
工
比
率
は
三
〜
五
％
へ
、

航
空
機
（
東
京
、
注
記
同
前
）
の
そ
れ
も
一
三
〜
二
七
％
へ
と
低
下
し
、
三
菱
電
機
の
そ
れ
は
〇
・
二
、
〇
・
三
％
に
激
減
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
同
職
工
比
率
が
減
少
し
た
と
は
い
え
、
長
崎
兵
器
製
作
所
、
航
空
機
（
東
京
）
で
は
、
依
然
比
較
的
高
い
比
率
を
保
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
各
場
所
最
近
労
働
事
情
報
告
」
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
長
崎
造
船
所
ハ
依
然
作
業
繁
忙
ニ
シ
テ
遂
次
職
工
数
ハ
増
加
シ
…
…
在
籍
職
工
数
九
六
一
一
名
（
内
、
期
限
付
臨
時
雇
一
六
四
二

名
）
ニ
達
シ
、
又
定
時
間
外
勤
務
モ
相
当
多
ク
、
目
下
出
勤
者
ノ
半
数
（
五
五
％
）
ハ
月
ニ
平
均
四
時
間
ノ
残
業
ヲ
為
シ
ゝ
ア
ル
景

況
ナ
リ（
26
）」（
三
五
年
四
月
）、「
名
古
屋
航
空
機
製
作
所
ニ
テ
ハ
…
…
本
年
度
モ
略
昨
年
同
様
ノ
註
文
量
ア
リ
、
引
続
キ
繁
忙
ヲ
呈

ス
ル
見
込
ナ
リ
、
三
月
末
職
工
数
ハ
六
二
〇
二
名
（
内
、
期
限
付
一
三
〇
八
名
）
ナ
ル
ガ
、
昨
秋
以
来
極
力
職
工
ノ
新
規
採
用
ヲ
見

合
セ
人
員
ノ
増
加
ヲ
防
ギ
ツ
ゝ
ア
リ
、
而
シ
テ
右
期
限
付
中
継
続
使
用
一
年
以
上
ノ
者
五
一
一
名
、
六
ヶ
月
以
上
六
一
二
名
、
六
ヶ

月
未
満
一
八
五
名
ナ
ル（
27
）」（
三
五
年
四
月
）、「
兵
器
製
作
所
ハ
在
籍
数
八
七
八
名
（
内
、
期
限
付
臨
時
雇
九
七
名
）
ア
リ
、
官
給

材
料
ノ
供
給
ニ
円
滑
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
之
ガ
為
ニ
工
事
二
ヶ
月
遅
レ
近
時
其
ノ
挽
回
ニ
努
メ
居
ル
ヲ
以
テ
作
業
殊
ニ
忙
ナ
リ
、

出
勤
者
ノ
過
半
ハ
日
々
四
時
間
ノ
残
業
ヲ
為
シ
休
日
出
勤
者
モ
多
シ（
28
）」（
三
五
年
四
月
）、「
電
機
神
戸
製
作
所
ハ
目
下
作
業
依
然

繁
忙
ナ
ル
モ
、
職
工
ノ
増
加
ハ
出
来
ル
丈
ケ
之
ヲ
避
ケ
居
レ
リ
、
現
在
職
工
数
ハ
一
三
〇
三
名
（
内
、
期
限
付
四
名
、
但
シ
今
月
期

限
付
満
了
ト
同
時
ニ
打
切
ル
予
定
）
ア
リ（
29
）」（
三
五
年
四
月
）、「
電
機
会
社
ニ
ア
リ
テ
ハ
原
則
ト
シ
テ
期
限
付
ヲ
採
用
セ
ザ
ル
方

針（
30
）」（
三
五
年
四
月
）、「
電
機
各
場
所
ニ
在
リ
テ
ハ
、
会
社
ノ
方
針
ト
シ
テ
期
限
付
ハ
之
ヲ
置
カ
ザ
ル
方
針
ヲ
採
用
シ
居
ル（
31
）」

（
三
五
年
一
〇
月
）
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三
菱
財
閥
傘
下
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
に
お
け
る
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
の
比
率
は
、
三
七
年
以
降
に
な
る
と
急
速
に
減
少
し
は
じ

め
る
（
表
8
）。
す
な
わ
ち
、
長
崎
造
船
所
（
三
六
年
六
・
一
％
↓
三
七
年
〇
・
五
％
↓
三
八
年
〇
・
二
％
）、
彦
島
造
船
所
（
〇
・
一
％

↓
〇
・
〇
％
↓
〇
・
〇
％
）、
長
崎
兵
器
製
作
所
（
四
・
一
％
↓
一
・
二
％
↓
〇
・
〇
％
）、
航
空
機
・
名
古
屋
（
六
・
七
％
↓
〇
・
一
％

↓
〇
・
〇
％
）、
航
空
機
・
東
京
（
四
・
七
％
↓
〇
・
〇
％
↓
〇
・
〇
％
）、
三
菱
電
機
（
〇
・
三
％
↓
〇
・
〇
％
、
〇
・
〇
％
）
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
同
職
工
比
率
の
急
速
な
低
下
は
、
事
業
・
作
業
量
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
後
に
詳
し
く
論
ず
る
が
、
国
家
の
さ

ま
ざ
ま
な
労
働
政
策
と
の
関
連
で
、
同
職
工
の
取
り
扱
い
方
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
雇
用
方
針
が
次
第
に
動
揺
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
三
菱
電
機
は
、「
電
機
会
社
ニ
在
リ
テ
〔
ハ
〕
実
際
運
用
上
期
限
付
ヲ
使
用
セ
ザ
ル
方
針
ヲ
採
用
シ
居
ル（
32
）」（
三
六
年
一
〇

月
）
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
お
り
、
同
職
工
比
率
が
ゼ
ロ
％
と
い
う
事
実
は
、
上
記
の
こ
と
と
は
か
な
ら
ず
し
も
関
係
し
て
い
な
い
。

翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
一
九
二
五
年
か
ら
三
八
年
ま
で
の
一
四
年
間
で
三
菱
電
機
が
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
採
用
し
、
そ
の
比
率

が
比
較
的
高
か
っ
た
の
は
、
二
五
年
、
二
六
年
、
三
三
年
の
三
年
間
の
み
で
あ
り
、
神
戸
造
船
所
を
除
け
ば
三
菱
財
閥
傘
下
の
ほ
か
の
企

業
・
事
業
所
と
比
較
す
る
と
、
同
職
工
へ
の
依
存
度
は
あ
き
ら
か
に
低
い
。
そ
の
基
本
的
な
理
由
は
、
造
船
業
や
兵
器
産
業
、
航
空
機
産

業
が
〝
臨
時
工
〞
を
構
造
的
に
必
要
と
す
る
注
文
生
産
で
あ
る
の
に
対
し
、
電
機
産
業
は
基
本
的
に
〝
臨
時
工
〞
を
必
要
と
し
な
い
見
込

生
産
で
あ
る（
33
）と
い
う
、
両
者
の
産
業
的
特
質
の
差
異
に
あ
っ
た
。

　

た
だ
そ
の
ほ
か
に
、
三
菱
合
資
会
社
自
身
が
、
電
機
産
業
に
お
け
る
労
働
に
つ
い
て
、
す
で
に
一
九
二
〇
年
代
か
ら
「
技
術
職
工
」
の

優
遇
と
「
時
間
研
究
」
に
よ
る
賃
金
の
決
定
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
科
学
的
管
理
法
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
に
つ
い
て
三
菱
合
資
会
社
は
、
電
機
産
業
を
発
展
さ
せ
る
た
め
条
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
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「
技
術
職
工
ヲ
優
遇
シ
勤
続
熟
練
ノ
途
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト
、
英
国
ノ
バ
ブ
コ
ッ
ク
、
ウ
イ
ル
コ
ツ
ク
ス
（
ボ
イ
ラ
ー
製
作
所
）
ニ
於
テ

見
ル
如
キ
熟
練
職
工
ノ
世
襲
的
採
用
制
ノ
如
キ
モ
其
ノ
一
方
法
タ
ラ
ン
、
尚
従
業
員
ノ
教
育
法
ヲ
講
ス
ル
コ
ト（
34
）」

　　

す
な
わ
ち
三
菱
合
資
会
社
は
、
電
機
産
業
の
発
展
の
た
め
に
は
職
工
を
長
い
間
勤
続
さ
せ
て
熟
練
工
を
養
成
し
、
そ
う
し
て
生
ま
れ
た

「
技
術
職
工
」
は
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
「
世
襲
制
」
に
し
て
も
よ
い
と
い
う
認
識
を
、
こ
こ
で
は
披
瀝
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
も

と
で
は
、
期
限
付
で
熟
練
度
の
低
い（
35
）〝
臨
時
工
〞
を
都
合
よ
く
採
用
す
る
と
い
う
雇
用
方
針
は
生
ま
れ
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
時

間
研
究
」
の
点
に
つ
い
て
は
三
菱
合
資
会
社
は
、
三
菱
電
機
神
戸
製
作
所
に
お
い
て
職
工
の
労
働
時
間
の
研
究
を
お
こ
な
い
、「
作
業
の

標
準
時
間
の
設
定
方
法
」
を
決
定
し
た
と
し
、
そ
の
「
標
準
時
間
」
に
応
じ
た
賃
金
（
賃
率
）
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、「
㈠
標
準
生
活

費
如
何
、
㈡
各
職
に
必
要
な
る
技
能
の
程
度
に
依
る
報
酬
上
の
差
異
如
何
等
の
諸
問
題（
36
）」
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
電
機
会
社
に
於
け
る
時
間
研
究
並
に
之
に
基
く
賃
率
設
定
の
状
況
は
…
…
我
社
に
於
け
る
最
初
の
試
み
と
し
て
多
大
の
注
意
を
払

ふ
価
値
が
あ
る
。
…
…
そ
の
成
績
の
佳
良
で
あ
る
こ
と
は
慶
賀
に
堪
へ
ざ
る
所
で
あ
る
。
然し

か

し
乍な
が

ら
同
工
場
に
於
け
る
方
法
、
制
度

は
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
、
我
社
に
於
け
る
最
初
の
建
設
的
改
新
で
あ
る
点
に
顧
て
も
、
尚
相
当
残
さ
れ
た
る
問
題
を
有

す
る（
37
）」

　　

以
上
要
す
る
に
、「
標
準
生
活
費
」
や
技
能
水
準
に
見
合
っ
た
賃
金
決
定
と
い
う
三
菱
電
機
の
政
策
指
向
は
、
雇
用
の
調
接
弁
と
し
て

の
期
限
付
の
〝
臨
時
工
〞
と
い
う
存
在
に
馴
染
ま
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



人文・自然研究　第 8号　　452

　
三　

企
業
・
事
業
所
別
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
賃
金

　

次
に
、
三
菱
財
閥
傘
下
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
賃
金
（
日
給
）
を
常
傭
工
（「
並
職
」）
の
そ
れ
と
比

較
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
表
9
は
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

同
表
よ
り
ま
ず
「
並
職
」
の
賃
金
を
み
る
と
、
長
崎
兵
器
製
作
所
を
除
い
て
企
業
・
事
業
所
の
賃
金
は
、
昭
和
恐
慌
期
ま
で
上
昇
傾
向

に
あ
っ
た
も
の
の
、
恐
慌
脱
出
後
（
三
二
年
以
降
）
は
減
少
傾
向
に
転
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
賃
金
動
向
の
な
か
に
あ
っ
て
も

一
貫
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
神
戸
造
船
所
と
航
空
機
（
名
古
屋
）、
航
空
機
（
東
京
）
の
賃
金
が
、
ほ
か
の
事
業
所
・
企
業
の
そ
れ
と

比
較
し
て
あ
き
ら
か
に
高
い
こ
と
で
あ
る
。
航
空
機
産
業
が
新
産
業
と
し
て
新
し
い
あ
る
い
は
高
い
熟
練
工
を
必
要
と
し
、
そ
れ
が
相
対

的
高
賃
金
を
規
定
し
た
有
力
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
神
戸
造
船
所
の
相
対
的
高
賃
金
に
つ
い
て
は
そ
れ
と
は
別
の
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
史
料
に
即
し
て
そ
れ
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

た
だ
、
神
戸
造
船
所
、
航
空
機
（
名
古
屋
）、
航
空
機
（
東
京
）
の
相
対
的
高
賃
金
も
、
こ
の
時
期
の
重
工
業
企
業
の
全
国
平
均
賃
金

で
あ
る
「
機
械
器
具
工
業
」
の
賃
金
（
表
10
）
と
比
較
す
る
と
、
一
時
期
を
除
い
て
あ
き
ら
か
に
低
い
。
逆
に
言
え
ば
、
上
記
の
事
業
所

以
外
の
ほ
か
の
事
業
所
、
企
業
の
賃
金
は
、
こ
の
時
期
の
重
工
業
の
平
均
賃
金
よ
り
か
な
り
低
い
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を

も
っ
て
、
三
菱
財
閥
系
重
工
業
企
業
・
事
業
所
の
低
賃
金
労
働
へ
の
依
存
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
三
菱
財
閥
系

重
工
業
企
業
に
お
い
て
は
職
工
に
対
し
て
中
元
・
年
末
賞
与
や
そ
れ
な
り
に
充
実
し
た
福
利
厚
生
策
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
フ
リ
ン
ジ
・
ヴ
ェ

ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
な
数
字
で
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
職
工
へ
の
総
体
的
給
付
は
、
そ
う
し
た
施
策
が
少
な

い
ほ
か
の
重
工
業
企
業
の
そ
れ
と
比
較
し
て
か
な
ら
ず
し
も
低
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
べ
た
よ
う
な
「
並
職
」
の
賃
金
と
比
較
し
て
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
賃
金
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
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同
職
工
数
・
比
率
が
比
較
的

多
く
高
い
長
崎
造
船
所
、
彦

島
造
船
所
、
長
崎
兵
器
製
作

所
、
航
空
機
（
名
古
屋
）、

航
空
機
（
東
京
）
の
五
つ
の

事
業
所
・
企
業
に
つ
い
て
み

る
と
、
全
体
と
し
て
同
職
工

の
賃
金
の
「
並
職
」
の
そ
れ

に
対
す
る
割
合
は
、
八
〇
％

前
後
か
ら
九
三
〜
九
四
％
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、

彦
島
造
船
所
、
長
崎
兵
器
製

作
所
、
航
空
機
（
名
古
屋
）

の
二
八
年
の
同
比
率
は
、
そ

れ
ぞ
れ
一
一
八
％
、
一
五
九

％
、
一
二
〇
％
と
「
期
限
付

臨
時
雇
職
工
」
の
賃
金
が

「
並
職
」
の
賃
金
を
お
お
き

表 9　三菱財閥系重工業企業・事業所の本工と臨時工の日給比較

年 1924 年 26 28 1930 32 34 36

長崎造船所
並職（A） 1.68円 1.69円 1.70円 1.72円 1.86円 1.55円 1.51円

期限付臨時傭（B） 1.19 1.63 1.58 1.57 ― 1.34 1.32
（B）／（A） 70.8％ 96.4％ 92.9％ 91.3％ ― 86.5％ 87.4％

神戸造船所
並職（A） 2.00 1.97 2.02 2.04 1.93 1.90 1.85
期限付臨時傭（B） 1.76 1.97 1.75 ― 2.50 2.31 2.50
（B）／（A） 88.0 100.0 86.6 ― 129.5 121.6 135.1

彦島造船所
並職（A） 1.69 1.67 1.68 1.70 1.68 1.66 1.72
期限付臨時傭（B） 1.58 1.56 1.98 1.65 2.00 1.54 2.45
（B）／（A） 93.5 93.4 117.9 97.1 119.0 92.8 142.4

長崎兵器製作所
並職（A） 1.61 1.63 1.66 1.67 1.67 1.71 1.74
期限付臨時傭（B） 1.51 1.29 2.65 ― 1.51 1.64 1.52
（B）／（A） 93.8 79.1 159.0 ― 90.4 95.9 87.4

航空機（名古屋）
並職（A） ― 2.19 2.18 2.20 2.15 1.96 1.87
期限付臨時傭（B） ― 2.04 2.61 ― ― 1.45 1.48
（B）／（A） ― 93.2 119.7 ― ― 74.0 79.1

航空機（東京）
並職（A） ― ― ― 2.10 1.86 1.83 1.76
期限付臨時傭（B） ― ― ― 1.92 1.73 1.69 1.51
（B）／（A） ― ― ― 91.4 93.0 92.3 85.8

電機
並職（A） ― 1.79 1.77 1.78 1.76 1.63 1.60
期限付臨時傭（B） ― 1.51 1.42 1.57 ― 1.52 1.02
（B）／（A） ― 84.4 80.2 88.2 ― 93.3 63.8

資料：表 8に同じ．



表 10　労働者の賃金（日給）

年 機械器具工業 日傭人夫（男）

1924 2.円 18銭 2.円 16銭

26 2.　25 2.　05
28 2.　30 1.　98
30 2.　15 1.　63
32 2.　08 1.　30
34 2.　45 1.　31
36 2.　41 1.　33

資料：『日本労働運動史料』第 10 巻〈統計篇〉1959
年，272～273 頁．
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く
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
彦
島
造
船
所
の
三
二
年
、
三
六
年
の
同
比
率
も
、
一
一
九
％
、
一
四

二
％
と
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
賃
金
が
「
並
職
」
の
そ
れ
を
や
は
り
お
お
き
く
上
回
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
年
の
三
事
業
所
・
企
業
の
「
期
限
付
臨
雇
職
工
」
数
は
、
彦
島
造
船
所

は
二
人
（
二
八
年
）、
二
人
（
三
二
年
）、
一
人
（
三
六
年
）、
長
崎
兵
器
製
作
所
は
一
人
（
二
八

年
）、
航
空
機
（
名
古
屋
）
は
八
人
（
二
八
年
）
で
あ
り
（
前
掲
表
8
参
照
）、
同
職
工
が
多
い
と

き
は
賃
金
は
「
並
職
」
よ
り
低
く
、
ご
く
少
数
の
と
き
は
「
並
職
」
の
賃
金
よ
り
か
な
り
高
い
と

い
う
傾
向
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
数
・
比
率
が
低
い
神
戸
造
船
所
の
賃
金
動
向
か
ら
も

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て
同
職
工
数
・
比
率
が
少
な
く
低
い
と

は
い
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
存
在
し
た
二
四
年
（
三
三
人
）、
二
六
年
（
六
一
人
）、
二
八
年
（
一

六
人
）
の
前
記
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
八
％
、
一
〇
〇
％
、
八
七
％
で
あ
り
、
同
職
工
が
ご
く
少
数
の
三
二
年
（
二
人
）、
三
四
年
（
六

人
）、
三
六
年
（
一
人
）
の
前
記
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
〇
％
、
一
二
二
％
、
一
三
五
％
で
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
賃
金
が
や
は

り
「
並
職
」
の
賃
金
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
べ
た
こ
と
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
す
べ
て
が
低
賃
金
職
工
で
は
な
く
、
ご
く
少
数
で
は
あ
る
が
、

高
い
専
門
的
な
熟
練
を
身
に
つ
け
比
較
的
高
い
賃
金
の
給
付
を
う
け
た
職
工
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
事
実
、
そ
の

こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
な
報
告
が
「
中
央
労
務
会
」
で
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
三
〇
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
「
中
央
労
務
会
」
に

お
い
て
、
長
崎
兵
器
製
作
所
の
代
表
が
「
職
工
雇
入
ニ
関
ス
ル
件
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
質
問
を
提
示
し
た
。
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「
就
業
規
則
第
七
条
第
二
項
但
書
ニ
『
特
殊
ノ
技
倆
又
ハ
経
歴
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
試
傭
ヲ
経
ス
直
ニ
採
用
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
』
ト
規

定
シ
ア
レ
共
、
兵
器
製
作
所
ニ
於
テ
ハ
最
近
右
但
書
ヲ
適
用
シ
タ
ル
実
例
ナ
ク
、
一
律
ニ
一
応
試
傭
ト
シ
テ
雇
入
レ
、
人
物
照
会
ノ

上
本
採
用
ヲ
為
シ
居
レ
ル
ガ
、
他
場
所
ニ
但
書
適
用
ノ
実
例
ア
ラ
ハ
参
考
ノ
為
承
知
シ
置
キ
度（
38
）」

　　

右
の
「
就
業
規
則
」
は
三
菱
系
重
工
業
企
業
・
事
業
所
に
共
通
し
た
規
則
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
特
殊
な
技
能
や
経
歴
を
有
す
る

職
工
は
試
傭
を
経
ず
に
直
ち
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
例
外
規
定
を
実
際
に
適
用
し
た
例
が
あ
る
か
ど
う
か
を
、
長
崎
兵
器
製

作
所
は
質
し
て
い
る
。
こ
の
質
問
に
対
し
て
、「
場
所
（
事
業
所
―
引
用
者
注
）
ノ
実
例
ト
シ
テ
」
ま
っ
先
に
、「
日
雇
人
夫
又
ハ
職
工
或

ハ
期
限
付
臨
時
雇
ト
シ
テ
勤
務
シ
、
既
ニ
技
倆
及
人
物
等
カ
判
断
シ
居
ル
者
ヲ
採
用
ノ
場
合
ハ
、
別
ニ
ツ
レ
ー
ド
（trade

、
職
種
―
引

用
者
注
）
ニ
モ
制
限
ナ
ク
但
書
ヲ
適
用
シ
居
ル
場
所
ア
リ（
39
）」
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
但
書
」
に
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
特
殊
な
技
能
や
経
歴
を
有
し
た
者
が
、「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
の
な
か
に
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
な
か
に
は
特
殊
な
熟
練
を
有
し
た
高
賃
金
の
職
工
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
圧
倒

的
多
数
は
低
賃
金
の
職
工
で
あ
っ
た
。
そ
の
賃
金
水
準
は
、
表
10
の
日
傭
人
夫
（
男
）
賃
金
と
比
較
し
て
み
る
と
、
二
〇
年
代
（
二
四
年
、

二
六
年
、
二
八
年
）
は
、
同
人
夫
賃
金
よ
り
低
く
、
そ
の
七
〇
％
前
後
か
ら
八
〇
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に
は

さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
フ
リ
ン
ジ
・
ヴ
ェ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
給
付
が
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
劣
悪
な
賃
金
水
準
は
あ
き
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
三
〇
年
代
に
は
い
る
と
（
三
〇
年
、
三
二
年
、
三
四
年
、
三
六
年
）、
日
傭
人
夫
（
男
）
賃
金
は
大
幅
に
下
落
し
た
の
に

対
し
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
賃
金
は
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
た
た
め
、
両
者
の
賃
金
は
逆
転
し
、
同
職
工
の
賃
金
は
日
傭
人
夫
（
男
）
賃

金
を
一
〇
％
か
ら
二
〇
％
以
上
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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四　
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
問
題
と
「
中
央
労
務
会
」

　

以
上
の
べ
て
き
た
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
労
働
政
策
や
労
働
争
議
な
ど
と
の
関
連
で
、
そ
の
問
題
が
「
中
央

労
務
会
」
で
た
び
た
び
議
論
さ
れ
て
き
た
。
同
職
工
の
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
議
論
さ
れ
た
の
は
、
第
五
回
（
一
九
二
九
年
四
月
）、
第

七
回
（
三
〇
年
四
月
）、
第
一
四
回
（
三
三
年
一
〇
月
）、
第
一
七
回
（
三
五
年
四
月
）、
第
一
八
回
（
三
五
年
一
〇
月
）、
第
二
〇
回
（
三

六
年
一
〇
月
）
の
「
中
央
労
務
会
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下
、「
中
央
労
務
会
」
で
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
期
限
付
臨

時
雇
職
工
」
の
何
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
処
方
針
が
決
定
さ
れ
た
の
か
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
問
題
が
初
め
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
二
九
年
四
月
に
開
か
れ
た
第
五
回
「
中
央
労
務
会
」
に
お
い
て
で

あ
る
。
同
会
に
お
い
て
、
三
菱
造
船
（
後
、
三
菱
重
工
業
）
の
本
店
（
以
下
「
本
店
」
と
記
す
）
は
議
題
と
し
て
「
期
限
付
臨
時
雇
取
扱

方
ニ
係
ル
件
」
を
提
出
し
、
イ
同
職
工
増
加
の
問
題
、
ロ
長
期
雇
用
同
職
工
の
諸
問
題
（
契
約
更
改
、
長
期
間
の
使
用
、
同
職
工
の
定
傭

工
へ
の
期
待
、
中
元
年
末
賞
与
・
退
職
手
当
給
付
の
可
否
）、
ハ
同
職
工
と
「
外
部
」
労
働
運
動
活
動
家
と
の
連
繫
の
可
能
性
へ
の
対
処

の
仕
方
を
議
題
と
し
て
提
起
し
た
。「
議
事
録
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
期
限
付
臨
時
雇
ニ
付
テ
ハ
㈠
最
近
著
シ
ク
人
数
ガ
増
加
セ
ル
コ
ト
、
㈡
更
改
ノ
手
続
ハ
取
ル
モ
一
年
二
年
ト
相
当
長
期
ニ
亘
リ
引

続
キ
使
用
ノ
者
ア
ル
コ
ト
、
㈢
工
事
ノ
都
合
上
期
限
付
制
ハ
尚
相
当
ニ
継
続
ノ
見
込
ナ
ル
モ
実
際
上
期
限
付
ト
ナ
シ
置
ク
コ
ト
ガ
無

理
ト
ナ
ラ
サ
ル
カ
、
㈣
相
当
時
日
カ
経
テ
ハ
定
傭
ニ
採
用
セ
ラ
ル
ヽ
モ
ノ
ト
期
待
ヲ
抱
キ
居
ラ
サ
ル
カ
、
㈤
或
ハ
中
元
年
末
賞
与
其

ノ
他
ノ
給
与
ニ
付
定
傭
並
ノ
取
扱
ヲ
希
望
セ
サ
ル
カ
、
㈥
解
雇
ノ
場
合
退
職
手
当
等
ニ
関
シ
テ
ハ
如
何
、
㈦
外
部
労
働
運
動
者
ト
ノ

策
謀
ア
ラ
サ
ル
カ
等
、
之
ガ
取
扱
方
ニ
関
シ
テ
ハ
余よ

程ほ
ど

慎
重
ノ
考
慮
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
様
思
ハ
ル（
40
）」
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「
本
店
」
の
こ
う
し
た
問
題
提
示
に
は
、
た
し
か
に
「
長
崎
造
船
所
ハ
現
今
約
千
二
百
人
ノ
期
限
付
臨
時
雇
ヲ
擁
シ
中
ニ
ハ
弐
年
以
上
モ

勤
続
ノ
者
ア
リ
、
是
等
ハ
少
ク
ト
モ
来
年
夏
頃
迄
ハ
引
続
キ
使
用
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
情
ア
リ
、
俄に

わ
かニ
整
理
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ

ル（
41
）」
と
い
う
現
実
が
背
景
と
し
て
あ
っ
た
。
ま
た
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
は
、「
今
回
ノ
横
浜
船
渠
会
社
ニ
於
ケ
ル
労
働
争
議
等
ニ
鑑
ミ

此
ノ
感
（
上
記
問
題
提
示
に
対
す
る
思
い
―
引
用
者
注
）
一
層
深
キ
モ
ノ
ア
リ（
42
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
横
浜
船
渠
に
お
け
る

二
九
年
三
月
の
労
働
争
議（
43
）に
対
す
る
「
本
店
」
の
危
機
意
識
が
あ
っ
た
。

「
本
店
」
の
こ
う
し
た
問
題
提
起
を
う
け
、
会
員
（
各
企
業
・
事
業
所
の
代
表
者
）
が
協
議
し
た
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

ま
ず
第
一
の
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
増
加
問
題
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
そ
の
人
員
の
抑
制
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

「
職
工
不
足
ノ
場
合
ハ
仮た

と
え令
期
限
付
ナ
リ
ト
雖い
え
どモ
、
可な
る

成べ
く

人
員
ノ
増
加
ハ
之
ヲ
避
ケ
、
設
備
ノ
完
成
或
ハ
工
事
請
負
ニ
力
ヲ
注
ク
等

ニ
依
リ
其
ノ
不
足
ヲ
補
フ
ニ
努
ム
ヘ
キ
コ
ト（
44
）」

　　

第
二
、
同
職
工
の
契
約
更
改
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
あ
ら
た
め
て
再
募
集
の
か
た
ち
を
と
り
、
な
る
べ
く
同
一
の
職
工
を
長
期
に
わ

た
り
使
用
し
な
い
よ
う
努
力
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

「
雇
用
ノ
更
改
ハ
結
局
形
式
ニ
止
マ
リ
実
質
上
ハ
引
続
き
雇
傭
ス
ル
ト
異
ラ
サ
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
避
ケ
、
今
後
ハ
多
少
手
続
上
繁

雑
ナ
ル
モ
改
メ
テ
一
般
ヨ
リ
募
集
ス
ル
形
式
ヲ
採
リ
、
同
時
ニ
出
来
ル
丈だ

け

人
ノ
取
換
ニ
努
メ
可な
る

成べ
く

同
一
人
ヲ
長
期
ニ
亘
リ
使
用
セ
サ

ル
様
努
ム
ル
コ
ト（
45
）」
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第
三
、
作
業
の
都
合
上
同
職
工
を
事
実
上
長
期
に
雇
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
ば
あ
い
に
つ
い
て
は
、
定
傭
工
に
す
る
な
ど
の
対
策
を
あ
ら

か
じ
め
準
備
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

　

「
工
事
ノ
都
合
上
実
際
期
限
付
ト
ナ
シ
置
ク
コ
ト
ニ
無
理
ア
ル
様
ナ
ラ
ハ
、
定
傭
ニ
ス
ル
等
予
メ
之
ガ
対
策
ヲ
講
シ
置
ク（
46
）」

　　

第
四
、
同
職
工
の
定
傭
工
へ
の
期
待
に
つ
い
て
は
、「
今
ノ
所
相
当
ノ
時
日
ヲ
経
過
ス
レ
ハ
当
然
定
傭
ニ
ナ
リ
得
ル
モ
ノ
ト
ノ
期
待
ハ

持
チ
居
ラ
サ
ル
様
ナ
ル（
47
）」
と
の
現
状
報
告
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
以
下
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

「
期
限
付
ト
定
傭
ト
ハ
根
本
的
ニ
其
ノ
性
質
ノ
異
リ
居
ル
事
ヲ
常
々
明
ニ
ナ
シ
置
ク
コ
ト
、
之
ガ
為
期
限
付
ハ
何ど

処こ

迄
モ
期
限
付
ニ

テ
終
始
セ
シ
メ
、
定
傭
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ハ
最
初
ヨ
リ
定
傭
ト
シ
テ
一
般
的
ニ
募
集
採
用
シ
、
期
限
付
ヲ
直
ニ
定
傭
ニ
引
直
ス
コ
ト

ハ
絶
対
ニ
之
ヲ
避
ク
ル
コ
ト（
48
）」

　　

第
五
、
第
六
、
同
職
工
へ
の
中
元
年
末
賞
与
・
退
職
手
当（
49
）の
給
付
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

　

「
中
元
年
末
賞
与
其
ノ
他
特
殊
給
与
ヲ
勤
続
年
数
或
ハ
日
給
額
等
ニ
依
リ
支
給
ス
ル
コ
ト
ハ
、
暗
ニ
期
限
付
ヲ
定
傭
並
ニ
取
扱
フ
事

ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
、
若も

シ
諸
種
ノ
給
与
ニ
関
シ
考
慮
ノ
必
要
ア
ラ
ハ
賃
金
ノ
方
ニ
テ
調
節
ス
ル
コ
ト（
50
）」「
雇
用
ノ

更
改
等
ニ
依
リ
事
実
上
長
期
ニ
亘
リ
使
用
シ
タ
ル
場
合
ト
雖

い
え
ど
も、
之
ガ
解
雇
ノ
際
退
職
手
当
ハ
一い
つ

切さ
い

支
給
セ
サ
ル
コ
ト（
51
）」
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第
七
、
同
職
工
と
「
外
部
」
労
働
運
動
活
動
家
と
の
連
繫
の
可
能
性
へ
の
対
処
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
が
確
認
さ
れ
た
。

　

「
現
在
ハ
幸
ヒ
問
題
ナ
キ
様
ナ
ル
モ
、
外
部
労
働
運
動
者
（
無
産
政
党
関
係
亦
同
シ
）
ト
ノ
策
動
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
細
心
ノ
注
意
ヲ
払

フ
コ
ト（
52
）」、「
集
団
解
雇
ハ
兎と

角か
く

問
題
ヲ
惹
起
シ
易
キ
以
テ
、
解
雇
ノ
場
合
ハ
可な
る

成べ
く

個
人
的
ニ
取
扱
フ
様
注
意
ス
ル
コ
ト（
53
）」

　
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
問
題
が
二
度
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
三
〇
年
四
月
に
開
か
れ
た
第
七
回
「
中
央
労
務
会
」
に
お
い
て

で
あ
る
。
同
会
に
お
い
て
「
本
店
」
は
、
議
題
と
し
て
「
期
限
付
臨
時
雇
制
度
ニ
係
ル
件
」
を
提
出
し
た
。
議
題
提
出
の
背
景
に
は
、
二

六
年
六
月
に
公
布
（
同
年
七
月
施
行
）
さ
れ
た
「
工
場
法
施
行
令
」
の
改
正
が
あ
っ
た
。
同
令
改
正
の
ひ
と
つ
の
要
点
は
、
工
業
主
に
対

し
職
工
を
解
雇
す
る
ば
あ
い
原
則
と
し
て
少
な
く
と
も
一
四
日
前
に
予
告
す
る
か
、
賃
金
一
四
日
分
以
上
の
手
当
（
解
雇
予
告
手
当
）
を

支
給
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
点
（
第
二
七
条
ノ
二
）
に
あ
っ
た（
54
）。
折
し
も
各
種
の
諸
工
場
で
は
期
限
付
の
臨
時
工
が
増
加
し
つ
つ

あ
っ
た（
55
）。「
工
場
法
施
行
令
」
改
正
後
、
内
務
省
社
会
局
は
、
当
初
こ
の
臨
時
工
に
対
し
て
は
「
予
告
」
規
定
、「
予
告
手
当
」
支
給

規
定
を
適
用
し
な
い
方
針
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
雇
用
契
約
が
一
回
以
上
二
回
、
三
回
と
更
改
さ
れ
た
臨
時
工
に
対
し
て
は
「
予
告
」、

「
予
告
手
当
」
支
給
を
義
務
づ
け
る
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
「
議
事
録
」
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
期
限
付
臨
時
雇
ヲ
期
限
満
了
ト
同
時
ニ
解
雇
ス
ル
場
合
（
仮た

と
え令
屢し
ば

々し
ば

契
約
ヲ
変
更
シ
来
ル
モ
ノ
ト
雖
い
え
ど
も）
ハ
従
来
社
会
局
ニ
於
テ
モ

使
用
主
側
ニ
ハ
予
告
又
ハ
予
告
手
当
支
給
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
解
釈
シ
居
リ
タ
リ
シ
カ
、
今
回
之
ニ
多
少
ノ
変
更
加
ヘ
ラ
レ
／
一
、

雇
傭
一
回
限
ニ
テ
期
限
満
了
ト
同
時
ニ
解
雇
ス
ル
場
合
、
若も

し
くハ
雇
傭
期
限
迄
ニ
工
事
終
了
セ
サ
リ
シ
為
更
ニ
幾
日
カ
雇
継
キ
其
ノ
工
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事
終
了
ト
共
ニ
解
雇
ス
ル
場
合
ノ
如
キ
ハ
、
期
限
其
ノ
モ
ノ
カ
解
雇
ノ
予
告
ト
ナ
リ
…
…
従
来
通
別
ニ
解
雇
ノ
予
告
又
ハ
予
告
手
当

支
給
ノ
必
要
ハ
ナ
キ
モ
／
二
、
二
回
、
三
回
ト
雇
継
キ
ガ
行
ハ
レ
又
工
事
モ
将
来
ニ
期
待
セ
ラ
ル
ル
ガ
如
キ
場
合
ニ
ハ
、
期
限
ハ
単

ニ
一
応
ノ
予
定
期
間
ト
見
ラ
レ
且
職
工
側
ニ
於
テ
モ
斯
カ
ル
場
合
ハ
自
然
雇
継
キ
ヲ
期
待
シ
居
ル
事
ト
ナ
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
、
仮た

と
え令
最

後
ノ
期
限
満
了
ト
同
時
ニ
解
雇
ス
ル
場
合
ト
雖
、
使
用
主
ニ
於
テ
予
告
ヲ
ナ
ス
カ
…
…
又
ハ
予
告
手
当
ヲ
支
給
ス
ル
義
務
ア
ル
モ
ノ

ト
解
釈
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
レ
リ
／
三
、
尚
一
回
限
ニ
テ
解
雇
ス
ル
場
合
ト
雖
、
其
ノ
期
限
カ
三
年
、
四
年
ト
云
フ
如
ク
相
当
長
期
ニ
亘

ル
場
合
ハ
…
…
観
念
上
普
通
無
制
限
ノ
雇
傭
ト
余
リ
変
リ
ナ
キ
事
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
期
限
其
ノ
モ
ノ
ヲ
解
雇
予
告
ト
見
ル
ニ
ハ

之
ニ
対
ス
ル
感
余よ

程ほ
ど

薄
ラ
キ
居
リ
テ
職
工
ニ
酷
ト
ナ
ル
ヘ
ク
、
且か
つ

ハ
社
会
政
策
的
ニ
モ
斯
ク
生
活
状
態
ヲ
長
期
ニ
亘
リ
不
安
ノ
儘ま
ま

ニ

置
ク
事
ハ
不お

も
し
ろ
か
ら
ず

面
白
ト
テ
、
斯
カ
ル
場
合
ニ
モ
使
用
主
ニ
予
告
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ニ
至
レ
リ（
56
）」

　　

以
上
の
よ
う
な
社
会
局
の
方
針
転
換
の
状
況
報
告
を
う
け
て
、
会
員
が
協
議
し
た
結
果
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
三
つ
の
選
択
肢
が

示
さ
れ
た
。
第
一
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
制
が
導
入
さ
れ
る
前
と
お
な
じ
よ
う
に
「
人
夫
供
給
請
負
人
」
に
職
工
の
供
給
を
も
と

め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（「
人
夫
供
給
請
負
人
ヨ
リ
日
雇
人
夫
又
ハ
職
工
ノ
供
給
ヲ
受
ク
ル
コ
ト（
57
）」）。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に（
58
）、

「
人
夫
供
給
請
負
人
に
職
工
の
供
給
を
受
け
れ
ば
、
一
種
の
〝
脱
法
行
為
〞
で
は
あ
る
が
、
職
工
は
「
人
夫
」
名
儀
と
な
り
、
改
正
「
工

場
法
施
行
令
」
の
「
予
告
」・「
予
告
手
当
」
支
給
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
選
択
肢
は
、「
所
外
ノ
者
ニ
工
事
請
負

ヲ
為
サ
シ
ム
ル（
59
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
外
部
の
事
業
者
に
作
業
を
請
負
わ
せ
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
使
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（「
臨
時
ニ
職
工
ヲ
雇
傭

ス
ル
コ
ト（
60
）」）。

　

以
上
の
三
つ
の
選
択
肢
を
確
認
し
た
う
え
で
さ
ら
に
協
議
し
た
結
果
、「
中
央
労
務
会
」
が
下
し
た
方
針
は
、
作
業
の
外
部
請
負
と
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「
人
夫
供
給
請
負
人
」
へ
の
依
存
を
基
本
と
し
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
制
は
そ
れ
を
補
完
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
議
事
録
」

は
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

「
種
々
協
議
ノ
結
果
、
今
後
職
工
ニ
手
不
足
ヲ
生
シ
タ
ル
場
合
ハ
、
先ま

ツ
出
来
ル
丈だ
け

工
事
請
負
若も
し
くハ
供
給
請
負
人
ヨ
リ
職
工
又
ハ

人
夫
ノ
供
給
ニ
依
リ
調
節
ヲ
行
フ
事
ト
シ
、
若も

シ
夫そ

レ
ニ
テ
モ
尚
不
足
ナ
ル
場
合
ニ
限
リ
直
接
臨
時
雇
ヲ
雇
傭
ス
ル
事
ト
セ
リ
、
此

ノ
場
合
ハ
必
ス
期
限
付
ト
シ
無
期
限
ノ
者
ハ
絶
対
ニ
雇
傭
セ
サ
ル
事
ト
ス（
61
）」

　　

以
上
の
方
針
を
決
定
し
た
う
え
で
、「
中
央
労
務
会
」
は
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
雇
用
期
間
に
つ
い
て
議
論
を
交
し
た
。
協
議
の

結
果
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
同
職
工
の
雇
用
期
間
は
最
短
で
二
カ
月
と
し
、
そ
れ
ま
で
日
時
を
要
し
な
い
作

業
に
つ
い
て
は
「
人
夫
供
給
請
負
人
」
に
よ
る
「
日
雇
職
工
」
の
供
給
を
う
け
る
（
あ
る
い
は
外
部
請
負
と
す
る
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

「
雇
傭
期
間
ハ
最
短
二
ケ
月
ト
シ
、
夫
レ
迄
掛
ラ
サ
ル
工
事
等
ハ
努
メ
テ
日
雇
又
工
事
請
負
ニ
依
ル
事
ト
ス（
62
）」

　　

第
二
は
、
同
職
工
の
最
長
雇
用
期
間
は
一
年
未
満
と
し
、
で
き
る
だ
け
契
約
の
更
改
は
避
け
つ
つ
も
、
契
約
の
更
改
を
せ
ざ
る
を
え
な

い
ば
あ
い
で
も
、
雇
用
期
間
は
一
年
未
満
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

「
雇
傭
期
間
ノ
最
長
限
ハ
雇や

と

継い
つ

キ
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
勿
論
然
ラ
サ
ル
モ
長
期
ニ
亘
レ
バ
普
通
ノ
雇
傭
ト
看み

做な

サ
ル
ヽ
傾
向
ニ
ア
ル
ヲ
以

テ
、
退
職
手
当
抔な

ど

ト
ノ
関
係
ヲ
生
ス
ル
虞お
そ
れモ
ア
リ
、
今
後
ハ
最
初
ヨ
リ
工
事
ノ
予
定
ヲ
見
計
リ
出
来
ル
限
リ
雇
継
ヲ
ナ
サ
サ
ル
様
期



人文・自然研究　第 8号　　462

限
ヲ
定
メ
、
且
ツ
雇
継
キ
シ
タ
ル
ト
否
ト
ニ
不か
か
わ
ら
ず拘、
一
年
未
満
（
可な
る
べ
く成
ハ
六
ケ
月
位
）
ニ
止
ル
事
ト
ス（
63
）」

　　

以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
一
回
以
上
雇
用
契
約
を
更
改
し
た
期
限
付
臨
時
工
を
解
雇
す
る
ば
あ
い
、「
予
告
」、「
予
告
手
当
金
」
給
付
の

法
的
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
社
会
局
の
方
針
転
換
に
対
し
て
、「
中
央
労
務
会
」
は
「
人
夫
供
給
請
負
人
」
に
よ
る
供
給
職
工
（「
人

夫
」
名
儀
）
へ
の
依
存
（
復
活
）、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
最
長
雇
用
期
間
一
年
未
満
へ
の
限
定
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
契
約
更
改
の
回

避
な
ど
の
方
針
を
決
定
し
た
。

　

事
実
、「
人
夫
供
給
請
負
人
」
供
給
の
日
雇
職
工
は
、
こ
の
会
議
以
降
増
加
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
議
事

録
」
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　

「
神
戸
造
船
所
ニ
於
テ
ハ
…
…
造
船
造
機
ノ
両
部
ハ
共
ニ
活
況
ヲ
呈
シ
居
リ
、
殊
ニ
造
機
部
ニ
ア
リ
テ
ハ
目
下
相
当
多
数
ノ
期
限
付

臨
時
雇
及
日
傭
職
工
ヲ
使
用
シ
ツ
ヽ
ア
ル
現
状
ニ
シ
テ
（
中
略
）
目
下
在
籍
職
工
数
ハ
四
千
二
百
七
十
余
名
（
内
、
期
限
付
百
三
十

余
名
）
ニ
シ
テ
、
目
下
日
傭
職
工
ハ
目
下
二
百
二
十
余
名
ア
リ（
64
）」（
三
三
年
一
〇
月
）「
彦
島
造
船
所
ニ
於
テ
モ
其
後
引
続
キ
工

事
繁
忙
目
下
在
籍
総
数
六
百
六
十
名
（
内
、
期
限
付
三
名
）
ニ
シ
テ
、
外ほ

か

ニ
約
二
百
名
ノ
日
傭
職
工
人
夫
ヲ
使
用
シ
ツ
ヽ
ア
リ（
65
）」

（
三
三
年
一
〇
月
）、「
彦
島
造
船
所
モ
爾じ

来ら
い

作
業
繁
忙
ニ
シ
テ
…
…
事
業
ノ
性
質
上
職
工
ハ
定
傭
ノ
増
加
ハ
可な
る

成べ
く

之
ヲ
避
ケ
、
日
傭

等
ヲ
以
テ
補
ヒ
居
レ
ル
ガ
、
現
在
在
籍
数
ハ
七
五
九
名
（
内
、
期
限
付
臨
時
雇
三
六
名
）、
外ほ
か

ニ
日
々
使
用
ノ
日
傭
職
工
人
夫
二
〇

〇
乃
至
三
五
〇
名
ア
リ（
66
）」（
三
五
年
一
〇
月
）

　　

ま
た
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
航
空
機
名
古
屋
製
作
所
も
日
雇
職
工
を
多
数
使
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
三
〇
年
代
に
は
い
っ
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て
幾
つ
か
の
事
業
所
で
は
「
人
夫
供
給
請
負
人
」
が
供
給
す
る
日
雇
職
工
（「
人
夫
」
名
儀
）
の
採
用
が
増
加
し
た
が
、
企
業
・
事
業
所

全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
上
記
「
中
央
労
務
会
」
決
定
の
よ
う
に
、「
人
夫
供
給
請
負
人
」
供
給
の
日
雇
職
工
が
主
で
、「
期
限
付
臨
時
雇
職

工
」
が
従
と
い
う
関
係
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
後
者
の
職
工
の
問
題
が
「
中
央
労
務
会
」
で
そ
の
後
も
繰
返
し
議
論
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
問
題
が
三
度
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
三
三
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
第
一
四
回
「
中
央
労
務
会
」
に
お

い
て
で
あ
る
。
同
会
に
お
い
て
「
本
店
」
は
、
三
度た

び

「
期
限
付
臨
時
雇
ノ
取
扱
方
ニ
係
ル
件
」
を
議
題
と
し
て
提
出
し
た
。
議
題
提
出
の

背
景
に
は
、
同
年
八
月
二
九
日
に
発
生
し
九
月
六
日
に
終
結
し
た
三
菱
航
空
機
名
古
屋
製
作
所
の
争
議
が
あ
っ
た
。
上
記
議
題
に
つ
い
て

の
「
中
央
労
務
会
」
に
お
け
る
議
論
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
の
争
議
の
内
容
を
ご
く
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う（
67
）。

　

航
空
機
名
古
屋
製
作
所
は
、
前
述
し
た
三
〇
年
四
月
の
「
中
央
労
務
会
」
の
方
針
決
定
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
満
洲
事
変
（
三

一
年
九
月
）
以
降
作
業
の
急
速
な
拡
大
に
対
応
す
る
た
め
、「
人
夫
供
給
請
負
人
」
大
西
惣
吉
と
い
う
人
物
の
手
を
と
お
し
て
多
数
の
日

雇
職
工
を
使
用
し
て
い
た（
68
）。
し
か
し
三
三
年
八
月
二
六
日
、
大
西
は
製
作
所
側
の
命
を
う
け
て
二
二
三
名
の
日
雇
職
工
に
対
し
て
何

の
手
当
も
給
付
す
る
こ
と
な
く
（「
無
手
当
ニ
テ
」）
解
雇
す
る
こ
と
を
言
い
渡
し
た（
69
）。
こ
れ
を
契
機
に
争
議
が
発
生
し
、
争
議
団

（「
三
菱
不
当
馘
首
反
対
闘
争
同
盟
」）
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
九
月
六
日
、
愛
知
県
の
労
働
争
議

調
停
官（
70
）の
も
と
で
解
雇
者
に
対
す
る
「
予
告
手
当
」（
一
四
日
分
の
給
付
、
争
議
団
へ
の
金
一
封
の
支
給
な
ど
の
解
決
条
件
が
示
さ
れ
、

調
停
が
成
立
し
た（
71
）。

　

こ
の
争
議
の
過
程
で
製
作
所
側
は
、「
従
来
大
西
惣
吉
経
由
日
傭
職
工
ハ
来
ル
十
六
日
ヨ
リ
当
所
直
接
傭
入
レ
ノ
臨
時
職
工
ト
ス（
72
）」

と
、
日
雇
職
工
制
度
を
廃
止
す
る
声
明
を
出
し
た
（
九
月
四
日
）。
ま
た
争
議
終
結
後
の
そ
の
一
六
日
に
は
製
作
所
側
は
職
工
に
対
し
て

次
の
よ
う
な
「
臨
時
職
工
取
扱
ニ
関
ス
ル
通
告
」
を
出
し
た
。
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「
臨
時
職
工
ハ
遂
次
詮
衡
ノ
上
従
来
ノ
振
合
ヨ
リ
モ
多
数
定
傭
職
工
ニ
引
直
ス
コ
ト
ヽ
シ
、
差
当
リ
之
ヲ
六
ケ
月
期
限
附
臨
雇
職
工

ト
ス
／
右
期
限
満
了
ス
ル
モ
作
業
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
更
ニ
期
限
ヲ
定
メ
テ
引
続
キ
雇
傭
ス
ベ
シ
（
本
期
限
内
ト
雖い
え
どモ
定
傭
職
工
ニ

引
直
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
）、
期
限
満
了
シ
解
雇
ス
ル
場
合
ハ
予
告
手
当
金
十
四
日
分
ヲ
支
給
ス（
73
）」

　　

以
上
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
な
「
中
央
労
務
会
」
の
決
定
と
あ
き
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
四
回
「
中

央
労
務
会
」
に
お
け
る
「
本
店
」
の
前
記
議
題
提
出
に
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。

「
本
店
」
は
、
航
空
機
名
古
屋
製
作
所
が
「
日
傭
ヲ
期
限
付
臨
時
雇
ニ
傭や

と
い

替が
え

ス
ル
ニ
当
リ（
74
）」
上
述
の
よ
う
な
方
針
を
と
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、「
之
ニ
依
レ
バ
期
限
付
雇
傭
ノ
本
質
ニ
関
ス
ル
解
釈
並

な
ら
び
に

従
来
ノ
取と
り

極き
め

ハ
全
ク
変
改
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
シ
、
就
テ

ハ
関
係
各
場
所
ハ
従
来
ノ
取
極
ニ
テ
不
都
合
ノ
事
無
キ
ヤ
、
今
後
ノ
取
扱
ニ
付
更あ

ら
たメ
テ
対
策
研
究
ノ
コ
ト
ヽ
シ
度（
75
）」
と
提
案
し
た
。

「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
が
あ
ら
た
め
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
本
店
」
が
提
示
し
た
案
は
以
下
の

五
つ
の
案
で
あ
っ
た
。

　

第
一
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
針
通
り
と
す
る
点
で
あ
る
。「
期
限
付
ナ
ル
制
度
ノ
性
質
ニ
付
テ
ハ
勿
論
、
平
素
ノ
待
遇
、
解
雇
ノ
場
合
ノ

取
扱
等
凡す

べ

テ
従
来
通
リ
ト
ス
ル
コ
ト（
76
）」。

　

第
二
は
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ま
で
の
方
針
通
り
と
す
る
も
の
の
、
人
物
や
技
能
の
面
で
優
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
者
に
つ
い
て
は
必
要

に
応
じ
て
定
傭
工
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
案
で
あ
る
。「
期
限
付
ノ
性
質
及
待
遇
ニ
代
テ
ハ
従
来
通
リ
ト
ス
ル
モ
、
期
限
付
中
人
物
技
能

優
秀
ナ
ル
者
ハ
必
要
ニ
応
ジ
幾
分
宛
ヲ
定
傭
ニ
引
直
シ
得
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
ル
コ
ト（
77
）」。

　

第
三
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
と
定
傭
工
と
の
区
別
は
明
確
に
す
る
が
、
前
者
の
労
働
条
件
な
ど
の
待
遇
に
つ
い
て
は
後
者
の
そ

れ
に
準
ず
る
も
の
に
す
る
と
い
う
案
で
あ
る
。「
期
限
付
ト
定
傭
ト
ノ
関
係
ハ
之
ヲ
並
列
的
関
係
ニ
置
ク
モ
、
期
限
付
ノ
待
遇
ニ
付
テ
ハ
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大
体
定
傭
ニ
準
ジ
取
扱
フ
コ
ト（
78
）」。

　

第
四
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
制
度
を
廃
止
す
る
と
い
う
案
で
あ
る
。「
定
傭
ノ
ミ
ト
為
シ
期
限
付
制
度
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト（
79
）」。

　

第
五
は
、
雇
用
期
間
が
一
定
の
限
度
に
達
し
、
定
傭
工
と
し
て
の
資
格
・
条
件
（
技
能
、
健
康
、
年
齢
な
ど
）
を
有
す
る
者
に
つ
い
て

の
み
定
傭
工
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
案
で
あ
る
。「
期
限
付
ト
シ
テ
ノ
事
実
上
ノ
使
用
期
間
ガ
或
一
定
限
度
ニ
達
シ
又
ハ
達
セ
ン
ト
ス
ル

コ
ト
明
ト
ナ
リ
タ
ル
場
合
ハ
、
定
傭
タ
ル
ノ
資
格
要
件
（
技
倆
、
健
康
、
年
齢
等
）
ヲ
具
備
ス
ル
限
リ
凡す

べ

テ
之
ヲ
定
傭
ニ
傭や
と
い

替が
え

ス
ル
コ

ト（
80
）」。
こ
の
第
五
案
が
第
二
案
と
異
な
る
点
は
、「
必
要
ニ
応
ジ
テ
」
で
は
な
く
、「
使
用
期
間
ガ
或
一
定
限
度
ニ
達
シ
」
た
ば
あ
い
に

定
傭
工
に
引
き
上
げ
る
と
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
さ
い
の
資
格
・
条
件
を
い
っ
そ
う
明
確
に
し
た
こ
と
の
二
点
に
あ
る
。

　

以
上
の
五
つ
の
案
に
つ
い
て
会
員
が
協
議
し
た
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
案
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
現
状
維
持

説
」
と
し
た
う
え
で
、
こ
れ
で
は
現
実
と
合
致
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。「
議
事
録
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
期
限
付
採
用
当
初
ハ
真
ノ
期
限
付
ト
シ
テ
採
用
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
、
右
期
限
ガ
見
込
違
ナ
リ
シ
為
…
…
期
限
到
来
ス
ル
モ
尚
引

続
キ
使
用
ノ
必
要
ヲ
生
ジ
、
場
合
ニ
依
リ
テ
ハ
雇
継
ニ
雇
継
ヲ
以
テ
シ
、
事
実
上
長
期
ニ
亘
リ
使
用
ス
ル
ノ
余
儀
ナ
キ
ニ
至
ル
場
合

ア
ル
…
…
現
ニ
各
場
所
中
ニ
モ
既
ニ
右
ノ
如
キ
事
態
ヲ
生
ジ
…
…
使
用
期
間
長
期
ト
ナ
ル
ニ
連
レ
待
遇
上
何
等
カ
ノ
考
慮
ヲ
為
サ
ン

ト
ス
ル
意
見
モ
生
ズ
ベ
ク
（
現
ニ
中
元
年
末
賞
与
、
福
利
施
設
関
係
等
ニ
於
テ
考
慮
シ
ヤ
リ
タ
シ
ト
ノ
見
解
ヲ
有
ス
ル
場
所
ア
リ
）

斯
ク
テ
ハ
期
限
付
ナ
ル
制
度
ハ
単
ニ
ノ
ミ
ナ
ル
（nom

inal
、
名
目
上
―
引
用
者
注
）
ノ
モ
ノ
ニ
堕
シ
、
本
来
ノ
期
限
付
制
度
ト
ハ

相
距へ

だ
たル
コ
ト
遠
ク
、
実
質
上
定
傭
ト
殆ほ
と
んド
選
ブ
所
無
キ
ニ
至
ル
虞お
そ
れア
リ（
81
）」

　　

右
の
現
状
指
摘
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に
関
す
る
第
七
回
「
中
央
労
務
会
」（
三
〇
年
四
月
）
の
決
定
（
前
述
）
を
遵
守
す
る
こ
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と
が
き
わ
め
て
困
難
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
会
議
で
は
こ
の
現
実
を
受
け
入
れ
、
第
一
の
案
を
否
定
し
、
従
来
の
方
針
を
変
更
す

る
こ
と
で
一
致
し
た
。「
議
事
録
」
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

「
斯
ク
観
ジ
来
レ
バ
、
従
来
ノ
期
限
付
取
扱
方
ニ
テ
ハ
万
全
ヲ
期
シ
難
キ
ヲ
以
テ
、
将
来
雇
傭
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
期
限
付
ニ
付
テ

ハ
此
ニ
何
等
カ
ノ
修
正
ヲ
要
ス
ベ
ク
、
又
…
…
現
ニ
雇
傭
ノ
期
限
付
ニ
シ
テ
既
ニ
期
限
付
タ
ル
ノ
実
ヲ
失
ヒ
或
ハ
失
フ
ニ
至
ル
コ
ト

明
ト
ナ
ル
者
ノ
雇
傭
ヲ
、
右
取
扱
ニ
相
応
シ
是
正
ス
ル
ノ
要
ア
ル
ベ
シ
ト
ス
ル
点
ニ
付
テ
ハ
各
場
所
（
企
業
・
事
業
所
―
引
用
者

注
）
共
意
見
一
致
セ
リ（
82
）」

　　

次
に
第
二
の
案
に
つ
い
て
は
、
お
な
じ
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
と
は
い
っ
て
も
、
定
傭
工
に
な
り
得
る
者
と
な
り
得
な
い
者
と
の
区

別
（
差
別
）
が
生
じ
、
職
場
に
弊
害
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
航
空
機
（
名
古
屋
、
東
京
）
以
外
の
企
業
・
事
業
所
の
代
表
は
こ
の
案
に
反

対
し
た
。

　

「
人
物
技
倆
等
判
明
シ
居
レ
ハ
期
限
付
ヨ
リ
定
傭
ニ
引
直
ス
コ
ト
ハ
一
見
不
可
ナ
ク
、
寧む

し

ロ
（
作
業
―
引
用
者
）
奨
励
ノ
一
助
ト
モ

ナ
リ
策
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ヽ
様
ニ
モ
考
ヘ
ラ
ル
ヽ
ガ
、
期
限
付
ノ
全
部
ガ
遂
次
…
…
定
傭
ニ
引
直
サ
ル
ヽ
ナ
ラ
バ
格
別
、
然
ラ
ザ
ル
ニ

於
テ
ハ
愈い

よ

々い
よ

定
傭
ト
ナ
リ
得
ザ
ル
コ
ト
ニ
決
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者
即
チ
期
間
付
ト
シ
テ
残
サ
レ
タ
ル
者
ニ
対
ス
ル
心
配
ハ
依
然
ト
シ
テ

解
消
セ
ザ
ル
ベ
シ（
83
）」、「（
第
二
案
は
―
引
用
者
）
定
傭
ヘ
ノ
引
直
シ
ヲ
作
業
奨
励
ノ
一
助
ト
ス
ル
丈
ニ
愈
々
定
傭
ト
ナ
リ
得
ザ
ル

者
ニ
対
シ
テ
ハ
好
影
響
ヲ
与
ヘ
ザ
ル
ハ
勿
論
、
却
ツ
テ
弊
害
ヲ
醸か

も

ス
ノ
憂う
れ
いナ
シ
ト
セ
ズ
、
航
空
機
以
外
ノ
場
所
ハ
何い
ず

レ
モ
本
取
扱
ハ

採
用
シ
難
シ
ト
ノ
意
見
ナ
リ（
84
）」
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次
に
第
三
案
に
つ
い
て
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
と
定
傭
工
と
を
事
実
上
均
等
待
遇
と
し
、
人
員
整
理
の
必
要
性
が
生
じ
た
ば
あ

い
の
雇
用
調
節
弁
と
し
て
前
者
の
存
在
を
位
置
づ
け
る
案
と
解
釈
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
は
困
難
で
あ
る
と
し
、
こ
の
案

も
斥
け
ら
れ
た
。「
議
事
録
」
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
本
取
扱
ハ
名
ハ
期
限
付
ナ
ル
モ
実
ハ
定
傭
ト
殆ほ
と
んド
選
ブ
所
無
ク
、
唯た
だ

剰
員
ヲ
淘
汰
ス
ル
場
合
ハ
先ま

ヅマ
マ

之
等
期
限
付
ヨ
リ
整
理
セ
ン

ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
斯
ク
ス
ル
コ
ト
依
リ
定
傭
ヲ
整
理
ス
ル
ト
キ
ヨ
リ
モ
容
易
且か

つ

円
滑
ニ
整
理
シ
得
ベ
シ
ト
ス
ル
点
ガ
唯
一
ノ
根

拠
ナ
リ
。
然し

か

レ
共ど
も

果
シ
テ
其
ノ
予
期
ス
ル
如
ク
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
、
容
易
ナ
リ
ト
思
惟
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ハ
単
ニ
事
前
ニ
於
ケ
ル
気
持
上
ノ

問
題
ニ
過
ザ
ル
ナ
キ
カ
（
中
略
）
労
働
組
合
関
係
ヨ
リ
見
テ
不お
も
し
ろ
か
ら
ざ

面
白
ル
様
考
ヘ
ラ
ル
。
而し
か

シ
テ
本
取
扱
ニ
付
テ
ハ
各
場
所
共
何い
ず

レ

モ
之
ヲ
採
用
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ（
85
）」

　　

次
に
第
四
案
に
つ
い
て
は
、
会
員
に
と
っ
て
到
底
問
題
と
な
り
え
ず
簡
単
に
斥
け
ら
れ
た
。

　

「（
第
四
案
は
―
引
用
者
）
期
限
付
制
度
ヲ
全
廃
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
、
斯
ク
テ
ハ
作
業
ノ
性
質
極ご

く

短
期
間
ノ
モ
ノ
ニ
対
シ
テ

モ
尚な

お

且か
つ

定
傭
ヲ
採
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
結
果
ト
ナ
リ
テ
不お
も
し
ろ
か
ら
ず

面
白
、
期
限
付
ノ
全
廃
ハ
実
際
上
ア
リ
得
ズ
ト
ナ
シ
、
本
取
扱
方
ニ

付
テ
ハ
勿
論
各
場
所
共
全
然
問
題
ト
ナ
ラ
ズ（
86
）」

　　

最
後
に
第
五
案
に
つ
い
て
は
、「
最
モ
合
理
的
ナ
ル
様
考
ヘ
ラ
ル（
87
）」
と
し
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
雇
用
期
間
は
最
長
で
一
年
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と
し
、
一
年
以
上
同
職
工
を
使
用
せ
ざ
る
え
な
い
ば
あ
い
は
定
傭
工
に
雇
い
替
え
す
る
と
い
う
結
論
で
一
致
し
た
。「
議
事
録
」
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
今
後
期
限
付
ノ
採
用
ニ
当
リ
テ
ハ
仮た

と
え令
雇
傭
期
間
ヲ
更
改
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
事
実
上
ノ
使
用
期
間
ノ
最
大
限
ハ
之
ヲ
一
年
ト
シ

（
中
略
）
雇
傭
ノ
当
初
真
ニ
臨
時
的
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
思
惟
シ
テ
期
限
付
ニ
採
用
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
、
万
一
見
込
違
又
ハ
其

ノ
後
ノ
客
観
的
事
情
ノ
変
化
ニ
依
リ
一
年
ヲ
超
エ
引
続
キ
使
用
ノ
見
込
ア
ル
コ
ト
明
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
、
換
言
ス
レ
バ
期
限
付
ト
シ

テ
使
用
ス
ル
コ
ト
ニ
無
理
ア
ル
コ
ト
明
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
定
傭
ニ
傭
替
…
…
ス
ル
コ
ト
ニ
打
合
ス（
88
）」

　　

ま
た
会
議
は
、
既
に
雇
用
し
て
い
る
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
に
つ
い
て
も
、
雇
用
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
者
は
定
傭
工
に
雇
い

替
え
す
る
こ
と
を
決
定
し
た（
89
）。
た
だ
以
上
の
一
連
の
決
定
に
は
、
航
空
機
の
代
表
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
名
古
屋
製
作
所
の
争
議

を
と
お
し
て
既
に
新
し
い
方
針
を
出
し
て
い
た
た
め
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
中
央
労
務
会
」
と
し
て
は
「
期
限
付
ニ
関
ス
ル
航
空

機
会
社
ト
シ
テ
ノ
取
扱
方
ニ
付
テ
ハ
…
…
仝
社
ニ
於
テ
更あ

ら
たメ
テ
考
究
ノ
コ
ト（
90
）」
と
し
た
。

「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
問
題
が
四
度
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
三
五
年
四
月
に
開
か
れ
た
第
一
七
回
「
中
央
労
務
会
」
に
お
い

て
で
あ
る
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
航
空
機
名
古
屋
製
作
所
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
ノ
取
扱
ニ
係
ル
件
」
を
議
題
と
し
て
提
出
し
た
。

議
題
提
出
の
背
景
に
は
、
中
央
・
地
方
行
政
当
局
に
よ
る
臨
時
工
の
保
護
、
そ
の
使
用
に
対
す
る
規
制
の
強
化
が
あ
っ
た
。「
議
事
録
」

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
近
時
臨
時
工
ノ
待
遇
問
題
ニ
関
シ
テ
ハ
世
論
特
ニ
喧や

か
まシ
ク
、
之
ガ
監
督
取
締
ノ
任
ニ
在
ル
中
央
地
方
当
局
ハ
挙こ
ぞ

ツ
テ
之
ガ
待
遇
ノ
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向
上
ニ
付
考
究
ヲ
重
ネ
居
レ
ル
ガ
如
ク
、
既
ニ
四
月
九
日
ヨ
リ
三
日
間
ニ
亘わ
た

リ
開
催
セ
ラ
レ
タ
ル
工
場
監
督
主
任
官
事
務
打
合
会
議

ニ
於
テ
モ
臨
時
工
ノ
保
護
尚
未
ダ
不
備
ノ
点
少
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
認
メ
、
法
規
ノ
解
釈
、
実
際
ノ
取
扱
及
将
来
ノ
立
法
及
立
法
外
ノ
施
策

ニ
亘
リ
、
臨
時
工
ノ
正
当
ナ
ル
保
護
ノ
為
採
ル
ベ
キ
方
途
如い

か
ん何
ニ
付
協
議
ス
ル
所
ア
リ
、（
中
略
）
主
任
官
中
ニ
ハ
、
元
来
臨
時
工

ハ
日
常
ノ
作
業
状
態
ニ
於
テ
定
傭
ト
何
等
異
ル
無
キ
ヲ
常
例
ト
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
多
忙
時
ニ
於
テ
ノ
ミ
使
用
セ
ラ
ル
ヽ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ

以
テ
、
之
ガ
解
雇
ノ
場
合
ハ
寧
ロ
定
傭
以
上
ニ
優
遇
ス
ベ
キ
モ
ノ
…
…
ナ
ル
ベ
シ
ト
…
…
解
ス
ル
者
モ
ア
リ（
91
）」

　
「
議
事
録
」
の
以
上
の
指
摘
は
、
監
督
官
庁
な
ど
の
公
式
の
文
献
資
料
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
社
会
局
労
働
部
は

三
五
年
の
「
報
告
書
」
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
職
工
解
雇
に
際
し
て
起
る
事
あ
る
べ
き
手
続
、
手
当
支
給
等
の
問
題
を
考
慮
し
て
、
短
期
間
の
雇
傭
契
約
又
は
人
夫
名
義
に
て
雇

入
ら
る
る
所い
わ

謂ゆ
る

臨
時
工
に
付
て
は
特
に
留
意
し
、
殊
に
之
が
解
雇
に
当
り
労
資
間
に
紛
議
を
惹
起
せ
し
む
る
が
如
き
こ
と
無
か
ら
し

む
る
様
工
場
主
と
懇
談
す
る
等
種
々
問
題
防
止
上
遺
憾
な
き
を
期
し
た
る
結
果
相
当
の
成
果
を
期
し
た
り（
92
）」、「
期
限
付
職
工
は

単
に
期
限
を
更
新
す
る
の
み
で
他
は
実
質
的
何な

ん

等ら

常
傭
工
と
差
異
は
無
く
、
稍や
や

も
す
れ
ば
之
等
職
工
の
法
規
に
通
暁
せ
ざ
る
に
乗
じ

工
場
法
上
の
諸
手
当
の
支
給
を
怠
り
其
の
他
法
令
の
違
反
を
誘
致
し
易
い
の
で
、
昨
年
（
一
九
三
四
年
―
引
用
者
注
）
以
来
此
の
種

期
限
付
臨
時
工
制
度
の
廃
止
に
付
き
事
業
主
と
懇
談
し
之
が
廃
止
の
慫
慂
に
努
め
腐
心
を
重
ね
た
結
果
、
就
業
規
則
の
改
正
其
の
他

の
方
法
に
依
り
本
年
五
月
迄
に
大
体
其
の
制
度
を
改
廃
せ
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た（
93
）」

　　

ま
た
警
視
庁
に
つ
い
て
も
以
下
の
よ
う
な
活
動
実
績
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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「
年
度
ニ
於
テ
ハ
之
等
ノ
事
象
（
臨
時
工
・
人
夫
名
義
の
職
工
の
雇
用
―
引
用
者
注
）
ニ
就
キ
細
心
ノ
注
意
ヲ
払
ヒ
、
前
年
度
（
一

九
三
五
年
度
―
引
用
者
注
）
来
引
続
キ
種
々
之
が
対
策
ヲ
考
究
中
ナ
ル
ガ
…
…
特
別
調
査
ヲ
行
ヒ
其
ノ
他
一
斉
臨
検
、
講
演
、
座
談

会
等
、
機
会
ア
ル
毎
ニ
職
工
ノ
雇
傭
問
題
ニ
対
シ
労
働
条
件
ノ
平
衡
化
（
常
傭
工
と
臨
時
工
の
格
差
解
消
―
引
用
者
注
）
及
其
ノ
維

持
改
善
方
ノ
指
導
ニ
努
メ
、
以
テ
労
資
間
ノ
紛
争
ノ
未
然
防
止
ニ
努
メ
タ
リ（
94
）」

　　

ま
た
道
府
県
の
な
か
で
は
、
航
空
機
名
古
屋
製
作
所
が
あ
る
愛
知
県
の
取
り
組
み
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

「
愛
知
県
当
局
に
於
て
は
、
県
下
の
代
表
的
機
械
工
場
に
於
て
臨
時
工
の
使
用
夥

お
び
た
だ

し
き
実
状
に
鑑
み
、
之
が
廃
止
に
就
き
事
業
主

と
種
々
懇
談
し
て
苦
心
を
重
ね
た
結
果
、
就
業
規
則
の
改
正
其
の
他
の
方
法
に
依
っ
て
一
〇
年
（
一
九
三
五
年
―
引
用
者
注
）
五
月

頃
迄
に
期
限
付
臨
時
工
を
廃
止
せ
し
む
る
こ
と
得
た（
95
）」

　　

航
空
機
名
古
屋
製
作
所
が
前
記
の
議
題
を
「
中
央
労
務
会
」
に
提
出
し
た
こ
と
に
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。

　

航
空
機
名
古
屋
製
作
所
の
提
案
内
容
は
三
点
あ
っ
た
（
第
三
の
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
に
雇
用
期
限
を
知
ら
せ
る
方
法
」
は
紙
幅
の
関

係
上
省
略
す
る
）。
そ
の
第
一
は
、
同
所
の
定
傭
工
の
定
員
数
を
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
、「
中
央
労
務
会
」
の
基
本
方
針
（「
期
限
付
臨
時

雇
職
工
」
の
雇
用
期
間
は
一
年
ま
で
、
そ
れ
以
上
使
用
す
る
必
要
性
が
あ
る
ば
あ
い
は
定
傭
工
へ
雇
い
替
え
す
る
）
に
準
拠
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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「
現
下
ノ
社
会
情
勢
ヨ
リ
シ
テ
期
限
付
ヲ
長
期
ニ
亘
リ
使
用
ス
ル
コ
ト
ハ
事
情
ノ
許
ス
限
リ
避
ケ
度た
く

モ
、
定
傭
職
工
ノ
定
員
制
（
現

在
五
〇
〇
〇
人
）
ト
ノ
関
係
上
右
取
扱
ニ
依
ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
状
態
ニ
在
リ
、
就
テ
ハ
此
ノ
際
定
傭
職
工
ノ
定
員
数
ヲ
六
〇
〇
〇
人

ニ
増
加
シ
、
実
質
的
ニ
…
…
会
社
（
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
―
引
用
者
注
）
ノ
取
扱
ニ
準
拠
シ
得
ル
様
対
策
ヲ
講
ジ
度（
96
）」

　　

第
二
は
、
長
期
間
使
用
し
て
き
た
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
解
雇
す
る
ば
あ
い
は
、「
予
告
手
当
」
以
上
の
な
ん
ら
か
の
手
当
の
給

付
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
基
準
を
明
確
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
提
案
で
あ
る
。

　

「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
解
雇
ノ
場
合
ノ
手
当
ニ
付
テ
ハ
一
回
以
上
雇
継
ギ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
一
律
ニ
十
四
日
分
ノ
予
告
手
当
ヲ
支

給
ス
ル
コ
ト
…
…
ト
ナ
リ
居
ル
モ
、
長
期
ニ
亘
リ
雇
継
ギ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
之
ノ
ミ
ニ
テ
律
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
就
テ
ハ

予
あ
ら
か
じ

メ
其
ノ
基
準
ヲ
定
メ
置
キ
度（
97
）」

　　

航
空
機
名
古
屋
製
作
所
の
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
提
案
の
背
景
に
は
、
三
五
年
四
月
現
在
、
定
傭
工
四
八
九
四
人
に
対
し
、「
期
限
付

臨
時
雇
職
工
」
が
一
三
〇
八
人
存
在
し
、
そ
の
内
使
用
期
間
一
年
以
上
の
者
五
一
一
人
、
六
カ
月
以
上
一
年
未
満
の
者
六
一
二
人
、
六
カ

月
未
満
の
者
一
八
五
人
が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
同
所
の
作
業
状
況
が
き
わ
め
て
多
忙
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
右
程
度
ノ
労
働

力
ハ
少
ク
共
今
後
一
年
間
即
チ
昭
和
十
年
度
中
ハ
所
要
ノ
見
込
…
…
従
ツ
テ
現
状
ヲ
以
テ
ス
レ
バ
十
年
度
末
ニ
ハ
期
限
付
ニ
シ
テ
長
キ
ハ

二
年
半
ニ
達
シ
、
短
キ
モ
一
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
」
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た（
98
）。

　

上
記
の
提
案
に
つ
い
て
協
議
し
た
結
果
、
ま
ず
定
員
数
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、
定
員
制
が
も
つ
制
度
的
硬
直
性
と
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
、「
名
古
屋
航
空
機
ノ
定
員
ヲ
幾い

く

何ば
く

増
加
ス
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
数
量
的
問
題
ニ
付
テ
ハ
本
会
議
ニ
於
テ
論
疑マ
マ

ス
ル
ノ
限か
ぎ
りニ
非
ザ
ル
ガ
、
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或
程
度
ノ
増
員
ハ
不や
む
を
え
ざ

得
已
ル
ベ
キ
ガ
如
シ（
99
）」
と
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
航
空
機
名
古
屋
製
作
所
に
対
し
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に

関
す
る
こ
れ
ま
で
の
基
本
方
針
に
可
能
な
か
ぎ
り
近
づ
け
る
努
力
を
す
る
よ
う
要
請
し
た
。「
議
事
録
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
提
案
場
所
ト
シ
テ
ハ
今
後
ノ
問
題
ト
シ
テ
可な

る
べ
く成
従
来
ノ
打
合
ニ
準
備
シ
得
ル
様
（
実
際
ノ
運
用
ニ
於
テ
ハ
勿
論
能あ
た

フ
ベ
ク
ン
バ
制

度
ノ
上
ニ
於
テ
モ
）
努
力
ノ
コ
ト
ト
シ
、
現
在
ノ
期
限
付
ニ
付
テ
ハ
場
所
ノ
実
情
ニ
応
ジ
定
傭
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
部
分
ニ
付
テ
ハ

之
ヲ
定
傭
ト
為
シ
、
然
ラ
ザ
ル
者
ハ
解
雇
ス
ル
等
善
処
ノ
コ
ト
ト
シ
、
事
実
上
ノ
使
用
期
間
長
期
ニ
亘
ル
者
ノ
如
キ
ハ
世
態
ノ
趣
向

ニ
顧
ミ
可
及
的
ニ
之
ヲ
避
ケ
、
又
提
案
場
所
以
外
ノ
場
所
ト
シ
テ
ハ
従
来
ノ
取
極
通
実
行
ノ
コ
ト（
100
）」

　　

一
方
、
長
期
間
使
用
の
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
解
雇
す
る
ば
あ
い
の
手
当
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
統
一
し
た
基
準
を
定
め
ず
、
航

空
機
名
古
屋
製
作
所
に
限
定
し
て
、「
本
店
」
と
相
談
し
つ
つ
「
特
別
手
当
」
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。「
議
事
録
」
は
こ
う
記
し
て
い

る
。

　

「
期
限
付
解
雇
ノ
場
合
ノ
手
当
ニ
付
テ
ハ
提
案
場
所
ノ
実
情
モ
ア
リ
、
事
実
上
ノ
使
用
期
間
一
年
ヲ
超
ユ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
提
案
場
所

ニ
限
リ
何
分
ノ
特
別
手
当
ヲ
支
給
シ
得
ル
コ
ト
ト
シ
、
其
ノ
額
ハ
必
要
ノ
都
度
本
店
ニ
伺
出
デ
ノ
上
決
定
ノ
コ
ト（
101
）」

　
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
問
題
が
五
度
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
第
一
七
回
に
引
き
続
き
三
五
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
第
一
八
回

「
中
央
労
務
会
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
会
議
に
お
い
て
長
崎
造
船
所
と
長
崎
兵
器
製
作
所
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
期
限
付
臨
時
雇
ニ
係
ル
件
」、

「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
ノ
取
扱
ニ
係
ル
件
」
を
議
題
と
し
て
提
出
し
た
。
こ
の
二
つ
の
議
題
は
基
本
的
に
同
じ
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
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で
、
以
下
前
者
に
絞
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
長
崎
造
船
所
の
議
題
提
出
の
理
由
を
「
議
事
録
」
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
ノ
取
扱
方
ニ
関
シ
テ
ハ
従
来
屢し

ば

々し
ば

研
究
ノ
結
果
方
針
決
定
シ
居
レ
ル
所
ナ
ル
ガ
、
最
近
社
会
情
勢
ノ
変
化
ハ

著
シ
ク
、
官
憲
ノ
対
臨
時
工
対
策
ノ
強
化
、
退
職
積
立
金
法
案
、
戸
畑
鋳
物
会
社
ノ
敗
訴
事
件
等
相
当
世
間
ノ
視
聴
ヲ
惹
ク
問
題
□不
明

発
セ
ル
ニ
鑑
ミ
、
此
ノ
際
更あ
ら
たメ
テ
同
制
度
ノ
再
検
討
ヲ
行
フ
コ
ト
ヽ
シ
度
ト
云
フ（
102
）」

　　

右
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
に
の
べ
る
と
、
ま
ず
「
官
憲
ノ
対
臨
時
工
対
策
ノ
強
化
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
警

視
庁
の
活
動
の
ほ
か
に
、
地
方
の
道
府
県
当
局
に
よ
る
期
限
付
臨
時
職
工
制
に
対
す
る
規
制
介
入
の
強
化
が
あ
っ
た
。
政
府
の
「
報
告

書
」
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
地
方
庁
に
在
り
て
は
臨
検
、
講
演
、
座
談
会
等
機
会
あ
る
毎
に
所い

わ

謂ゆ
る

臨
時
工
の
取
扱
に
関
し
事
業
主
の
留
意
を
喚
起
す
る
と
共
に
、

労
働
不
安
に
発
端
す
る
労
資
紛
議
の
防
止
に
善
処
せ
し
む
べ
く
、
所
謂
期
限
付
職
工
に
付
て
は
可
及
的
短
期
間
に
於
て
之
を
常
傭
化

し
、
労
働
保
護
法
令
に
基
く
保
護
の
徹
底
は
固も
と

よ
り
事
業
主
の
恩
恵
的
福
利
施
設
の
均
霑
に
関
し
て
も
宜よ
ろ

し
く
指
導
を
加
へ
、
労
働

者
保
護
上
遺
憾
な
き
を
期
し
た
り（
103
）」

　　

ま
た
「
退
職
積
立
金
法
案
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
社
会
局
は
、
解
雇
の
み
な
ら
ず
退
職
を
含
め
て
広
く
労
働
者
が
退
職
す
る
ば
あ

い
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
手
当
を
支
給
す
る
と
い
う
退
職
手
当
制
度
の
法
制
化
を
目
指
し
て
お
り
、
三
五
年
六
月
に
は
「
退
職
積
立
金
法

案
要
綱
」
を
決
定
す
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た（
104
）。
ま
た
、「
戸
畑
鋳
物
会
社
ノ
敗
訴
事
件
」
と
は
、
戸
畑
鋳
物
株
式
会
社
（
資
本
金
一
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五
〇
〇
万
円
、
職
工
六
〇
〇
人
、
そ
の
他
臨
時
工
二
五
〇
人
）
が
三
四
年
一
一
月
臨
時
工
二
人
を
解
雇
し
、
そ
の
時
の
一
人
が
解
雇
手
当

を
請
求
し
た
訴
訟
事
件
で
あ
る
。
同
人
の
弁
護
士
に
よ
る
訴
訟
内
容
は
、
同
人
が
三
三
年
四
月
に
採
用
さ
れ
て
以
来
一
年
七
カ
月
就
労
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
側
が
「
予
告
手
当
」
の
支
給
の
み
で
済
ま
す
の
は
不
当
で
、「
解
雇
手
当
」
と
し
て
日
給
六
〇
日
分
、

一
三
八
円
を
請
求
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
三
五
年
七
月
、
大
阪
区
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
、
原
告
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た（
105
）。

　

以
上
の
よ
う
な
状
勢
を
ふ
ま
え
て
、
議
題
を
提
出
し
た
長
崎
造
船
所
の
代
表
は
「
期
限
付
制
度
其
ノ
モ
ノ
ハ
作
業
ノ
性
質
上
必
要
ニ
シ

テ
全
廃
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ズ
、
従
来
ノ
取
極
タ
ル
事
実
上
ノ
使
用
期
間
ヲ
原
則
ト
シ
テ
一
年
以
内
ニ
限
ル
方
針
ハ
今
後
ト
雖

い
え
ど
も

維
持
シ

度た
く（
106
）」
と
し
つ
つ
「
期
限
付
ノ
待
遇
ヲ
現
在
ノ
儘
貫
ク
コ
ト
ハ
蓋け
だ

シ
至
難
ナ
ル
ヤ
ウ
思
惟
セ
ラ
ル
、
就
テ
ハ
期
限
付
ノ
待
遇
ニ
付
大
体

左
ノ
通
改
善
シ
度（
107
）」
と
提
案
し
た
。
左
に
記
さ
れ
て
い
る
待
遇
改
善
の
第
一
は
、「
例
外
的
ニ
余
儀
ナ
ク
一
年
以
上
使
用
ノ
者
ヲ
解
雇

ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
事
実
上
ノ
使
用
期
間
ニ
応
ジ
定
傭
職
工
解
雇
ノ
場
合
ト
同
等
ノ
退
職
手
当
ヲ
支
給（
108
）」
し
た
い
と
い
う
提
案
で
あ

る
。
そ
の
第
二
は
、
中
元
年
末
賞
与
に
つ
い
て
「
定
傭
職
工
ト
同
程
度
ノ
賞
与
ハ
必
要
ナ
カ
ル
ベ
キ
モ
何
程
カ
ノ
賞
与
ヲ
支
給
シ
度
、
又

其
ノ
受
給
資
格
モ
退
職
手
当
ノ
場
合
ト
異
リ
、
使
用
期
間
一
年
未
満
ノ
者
…
…
ニ
モ
支
給
シ
度（
109
）」
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
第
三
は
、

福
利
厚
生
施
策
関
係
の
給
付
・
利
用
に
つ
い
て
も
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に
適
用
し
た
い
と
い
う
提
案
で
あ
っ
た
。

　

会
議
で
は
以
上
の
提
案
に
つ
い
て
協
議
し
た
結
果
、
ま
ず
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
を
め
ぐ
る
「
社
会

情
勢
」
が
厳
し
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
同
職
工
に
退
職
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
基
本
方
針
が
破
綻
し
か
ね
な
い
と
い

う
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

「
根
本
問
題
ト
シ
テ
期
限
付
タ
ル
ノ
地
位
ヲ
喪
失
ス
ル
場
合
之
ニ
対
シ
退
職
手
当
ヲ
支
給
ス
ル
ノ
可
否
又
ハ
要
否
ニ
付
テ
ハ
…
…
大

体
各
場
所
共
積
極
的
見
解
ヲ
有
シ
、
其
ノ
主
タ
ル
理
由
ヲ
近
来
ノ
社
会
情
勢
特
ニ
社
会
局
立
法
ニ
係
ル
退
職
積
立
金
法
案
及
戸
畑
鋳
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物
会
社
ノ
退
職
手
当
敗
訴
事
件
等
ニ
求
ム
ル
ガ
如
シ
。
固も
と

ヨ
リ
之
等
社
会
情
勢
ノ
看
過
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
勿
論
（
で
あ
る
が
―

引
用
者
）、
…
…
之
等
ノ
事
象
ヨ
リ
シ
テ
直
ニ
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
臨
時
工
タ
ル
以
上
定
傭
職
工
同
様
ノ
退
職
手
当
支
給
ノ
要

ア
リ
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
／
加こ

れ
に
く
わ
え之
、
期
限
付
ニ
退
職
手
当
ヲ
支
給
ス
ル
ノ
結
果
ハ
自
然
期
限
付
ノ
数
及
事
実
上
ノ
使
用
期
間
モ
長

キ
ニ
亘
リ
、
従
来
ノ
方
針
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
結
果
ヲ
招
来
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
実
際
必
要
ト
ス
ル
期
間
以
上

ニ
使
用
ス
ル
ノ
弊
ヲ
醸
ス
ニ
至
ル
ヤ
モ
測
リ
難
シ（
110
）」

　　

し
か
し
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に
対
し
て
退
職
手
当
を
支
給
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
会
議
全
体
と
し
て
は
意
見
が
ま
と
ま

ら
な
か
っ
た
。
第
二
の
提
案
、
同
職
工
に
も
中
元
年
末
賞
与
を
支
給
す
る
案
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
「
退
職
手
当
ト
異
リ
永
年
勤
続
ニ
対

ス
ル
慰
労
又
ハ
失
業
補
償
等
ノ
意
味
合
無
ク
、
当
該
期
ニ
於
テ
会
社
ニ
貢
献
シ
タ
ル
労
ニ
報
ヒ
又
ハ
利
益
分
配
的
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ

ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
、
退
職
手
当
以
上
ニ
支
給
ノ
理
由
（
合
理
的
根
拠
―
引
用
者
注
）
明
ナ
リ（
111
）」
と
し
つ
つ
も
、「
期
末
賞
与
中
ニ
モ
…
…

将
来
ノ
勤
続
ニ
対
ス
ル
刺
戟
的
分
子
モ
多
分
ニ
包
含
セ
リ
ト
見
ル
ヲ
得
ベ
ク
、
此
ノ
見
解
ニ
於
テ
ハ
退
職
手
当
論
ト
五
十
歩
百
歩
ト
ナ
ラ

ザ
ル
ナ
キ
カ（
112
）」
と
さ
れ
、
結
局
意
見
が
一
つ
に
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
第
三
の
提
案
、
福
利
厚
生
策
を
同
職
工
に
適
用
す
る
と

い
う
案
に
つ
い
て
も
、「
慰
安
会
其
ノ
他
ノ
催

も
よ
お
し

事ご
と

等
ノ
場
合
期
限
付
ヲ
参
加
セ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
ハ
露
骨
ノ
感
ア
リ
（
中
略
）
慰
安
運
動

方
面
ニ
於
テ
迄
□不

明

然
区
別
ス
ル
コ
ト
ハ
労
務
管
理
上
却か
え
つテ
不お
も
し
ろ
か
ら
ず

面
白
性
質
上
、
幸
福
増
進
基
金
利
子
関
係
事
業
（
基
金
の
利
子
で
運
用
さ

れ
る
三
菱
重
工
の
中
心
的
福
利
厚
生
策
―
引
用
者
注
）
ニ
付
定
傭
並
ニ
均
霑
セ
シ
ム
ル
方
可
ナ
ル
ベ
シ
等（
113
）」
の
意
見
が
あ
っ
た
も
の

の
、
結
局
こ
れ
も
意
見
が
一
つ
に
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
結
果
、
長
崎
造
船
所
が
提
出
し
た
議
題
（
三
つ
の
提
案
）
に
つ
い
て
は
、「
社
会
情
勢
」
か
ら
み
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
を

含
ん
で
お
り
、「
本
店
」
に
一
任
す
る
こ
と
で
結
着
し
た
。「
議
事
録
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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「
本
件
ニ
関
シ
テ
ハ
…
…
問
題
ガ
問
題
丈だ

け

ニ
期
限
付
ノ
取
扱
方
如
何
ニ
依
リ
テ
ハ
単
ニ
会
社
ノ
内
部
関
係
ノ
ミ
ニ
止
マ
ラ
ズ
他
ニ
及

ボ
ス
影
響
ニ
付
テ
モ
慎
重
ノ
考
慮
ヲ
要
ス
ベ
ク
、
且か

つ

又ま
た

或
程
度
期
限
付
ニ
対
ス
ル
会
社
従
来
ノ
根
本
方
針
ノ
修
正
ト
モ
ナ
リ
、
其
ノ

当
否
ニ
付
テ
ハ
現
下
ノ
社
会
情
勢
等
ヲ
モ
併
セ
尚
考
究
ヲ
要
ス
ル
点
ア
ル
ヲ
以
テ
、
本
件
ニ
付
テ
ハ
本
店
ニ
於
テ
尚
篤
ト
研
究
ノ
上

可
及
的
速

す
み
や
か

ニ
其
ノ
取
扱
方
ヲ
決
定
、
各
場
所
ヘ
通
知
ノ
コ
ト
ニ
打
合
ス（
114
）」

　
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
問
題
が
最
後
、
六
度
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
三
六
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
第
二
〇
回
「
中
央
労
務

会
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
「
本
店
」
は
、「
臨
時
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ヽ
職
工
（
期
限
付
、
日
傭
等
）
ノ
取
扱
方
ニ
係
ル

件
」
を
議
題
と
し
て
提
出
し
た
。
題
名
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
と
き
は
人
夫
供
給
請
負
人
が
供
給
す
る
日
雇
職
工
の
問
題
も
合
わ
せ
て
取

り
あ
げ
ら
れ
た
。「
本
店
」
の
議
題
提
出
の
背
景
に
は
、
三
六
年
六
月
、
退
職
手
当
の
支
給
を
法
的
に
定
め
た
「
退
職
積
立
金
及
退
職
手

当
法
」
が
議
会
で
成
立
し
た
こ
と
に
あ
っ
た（
115
）。
同
法
第
五
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　

「
本
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
事
業
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ル
労
働
者
ノ
中
左
ニ
掲
グ
ル
者
ニ
ハ
本
法
ハ
適
用
セ
ズ
、
但
シ
第
一
号
若
ハ
第
二
号

ニ
該
当
ス
ル
者
六
カ
月
ヲ
超
エ
テ
引
続
キ
使
用
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
者
一
年
ヲ
超
エ
テ
引
続
キ
使

用
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
時
ヨ
リ
其
ノ
者
ニ
本
法
ヲ
適
用
ス
／
一
、
六
カ
月
以
内
ノ
期
間
ヲ
定
メ
テ
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
／
二
、
日
日

雇
入
レ
ラ
ル
ル
者
／
三
、
季
節
的
事
業
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
（
以
下
略
）」

　　

つ
ま
り
同
法
第
五
条
は
、
臨
時
雇
職
工
や
日
雇
職
工
を
六
カ
月
以
上
使
用
し
た
ば
あ
い
は
、
そ
れ
ら
の
職
工
を
事
実
上
常
傭
工
と
み
な
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し
、
同
法
の
適
用
を
受
け
る
と
規
定
し
た
。

　

上
記
議
題
を
提
出
し
た
「
本
店
」
は
、
そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
過
般
制
定
公
布
ア
リ
タ
ル
退
職
積
立
金
及
退
職
手
当
法
ノ
近
ク
実
施
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
伴
ヒ
、
期
限
付
ノ
使
用
六
カ
月
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
ト
キ
ヨ
リ
同
法
ノ
適
用
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
六
カ
月
ヲ
超
ユ
ル
期
間
ヲ
定
メ
テ
使
用
セ
ラ
ル
ヽ
者
ハ
使
用
ノ
日
ヨ
リ
同
法
ノ

適
用
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
、
此
ノ
コ
ト
ハ
一
面
定
傭
、
臨
時
ノ
区
別
ヲ
或
程
度
解
消
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
ル
モ
ノ
ト
解
セ
ラ
ル
、

兎
モ
角
退
手
法
ノ
実
施
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
伴
ヒ
期
限
付
臨
時
雇
（
日
傭
其
ノ
他
〔「
其
ノ
他
」
は
工
事
請
負
人
が
使
用
す
る
職
工
の
こ
と

―
引
用
者
注
〕
ニ
付
テ
モ
）
ニ
付
テ
ハ
雇
用
方
法
其
ノ
他
ニ
付
今
後
如
何
ナ
ル
取
扱
ヲ
為
シ
可
ナ
ル
ベ
キ
ヤ
研
究
協
議
ノ
コ
ト
ヽ
シ

度（
116
）」

　　

協
議
し
た
結
果
、
ま
ず
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に
つ
い
て
は
、「
現
在
ノ
最
長
一
年
ニ
付
テ
ハ
右
ノ
如
キ
社
会
情
勢
ヨ
リ
観
テ
之
ヲ

六
カ
月
ニ
短
縮
シ
、
初
ヨ
リ
之
ヲ
超
エ
テ
使
用
ヲ
要
ス
ル
者
ハ
最
初
ヨ
リ
、
中
途
ヨ
リ
六
カ
月
ヲ
超
エ
テ
使
用
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
明
ト
ナ
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
ト
キ
ヨ
リ
定
傭
ニ
傭

や
と
い

替が
え

シ
テ
如い
か
が何
ヤ
ト
ノ
意
見
ア
リ
、
此
ノ
点
ニ
付
テ
ハ
各
場
所
共
異
見
ナ
シ（
117
）」
と
さ
れ
た
も
の

の
、
最
終
的
に
は
雇
用
期
間
を
六
カ
月
に
短
縮
す
る
こ
と
は
今
後
の
状
況
で
判
断
す
る
と
し
、
当
面
は
従
来
の
方
針
を
堅
持
す
る
こ
と
で

一
致
し
た
。「
議
事
録
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
期
限
付
臨
時
雇
制
度
ハ
之
ヲ
存
置
シ
、
真
ニ
期
限
付
タ
ル
性
質
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
ミ
ヲ
之
ニ
為
シ
…
…
事
実
上
ノ
継
続
使
用
期
間
一

年
ヲ
超
エ
テ
尚
引
続
キ
雇
傭
ヲ
要
ス
ル
者
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
要
ス
ル
コ
ト
明
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ニ
定
傭
ト
為
シ
…
…
結
局
一
年
ヲ
超
ユ
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ル
期
限
付
ハ
原
則
ト
シ
テ
置
カ
ザ
ル
取
扱
ハ
、
今
後
客
観
的
四
囲
ノ
情
勢
如
何
ニ
依
リ
テ
ハ
、
或
ハ
継
続
使
用
期
間
六
カ
月
ヲ
超
ユ

ル
ト
キ
ハ
其
ノ
ト
キ
ヨ
リ
又
初
ヨ
リ
六
カ
月
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
最
初
ヨ
リ
定
傭
ト
シ
テ
雇
入
ヲ
要
ス
ル
取
扱
ニ
変
更
ノ
必
要
ヲ
生
ズ

ル
ヤ
モ
難は
か
り
が
た
き測
モ
、
今
ハ
暫
ク
此
ノ
点
ハ
従
来
通
ト
シ
、
唯た
だ

事
実
上
ノ
継
続
使
用
期
間
一
年
ヲ
超
エ
テ
ハ
期
限
付
ト
シ
テ
ハ
例
外
的

ニ
モ
絶
対
ニ
之
ヲ
使
用
セ
ザ
ル
コ
ト（
118
）」

　　

以
上
の
よ
う
に
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
の
雇
用
期
間
に
関
す
る
方
針
は
従
来
通
り
と
し
つ
つ
も
、「
客
観
的
四
囲
の
情
勢
」
を
慎
重

に
判
断
す
る
と
し
た
こ
と
は
、
三
七
年
以
降
各
事
業
所
で
同
職
工
が
急
速
に
減
少
す
る
か
、
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
こ
と
（
前
述
）
を
考

慮
す
れ
ば
、「
本
店
」
は
第
二
〇
回
「
中
央
労
務
会
」
閉
会
後
の
三
七
年
以
降
、
同
職
工
制
度
を
廃
止
す
る
方
向
へ
お
お
き
く
舵
を
切
っ

た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
人
夫
供
給
請
負
人
が
供
給
す
る
日
雇
職
工
と
工
事
請
負
人
が
使
用
す
る
職
工
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
職
工
が
存
在
す
る

事
業
所
ご
と
の
人
数
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
崎
造
船
所
（
日
雇
職
工
二
五
〇
―
三
〇
〇
人
、
工
事
請
負
職
工
八
〇
〇
人
前

後
）、
神
戸
造
船
所
（
日
雇
職
工
三
五
〇
―
五
〇
〇
人
）、
彦
島
造
船
所
（
日
雇
職
工
・
人
夫
三
〇
〇
人
前
後
）、
航
空
機
名
古
屋
製
作
所

（
日
雇
職
工
一
二
〇
人
前
後
）
で
あ
っ
た（
119
）。
そ
の
う
え
で
協
議
し
て
出
さ
れ
た
結
論
は
、
そ
れ
ら
の
職
工
に
は
「
退
職
積
立
金
及
退
職

手
当
法
」
が
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
使
用
上
の
運
用
を
上
手
に
し
、
そ
の
親
方
（
棒
心
、「
ボ
ー
シ
ン
」）
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
同
法
の
適

用
を
認
め
つ
つ
も
、
将
来
的
に
は
親
方
（
制
度
）
の
廃
止
を
め
ざ
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
記
事
録
」
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

「
日
傭
職
工
…
…
又
ハ
工
事
請
負
人
ノ
使
用
ス
ル
職
工
ハ
原
則
ト
シ
テ
退
手
法
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ザ
ル
程
度
ニ
実
際
運
用
上
考
慮
シ
、

例
外
ト
シ
テ
事
情
不や

む
を
え
ざ

得
已
ル
場
合
（
例こ
れ
た
と
え
ば之
、
日
傭
職
工
ノ
ボ
ー
シ
ン
的
ノ
者
）
ニ
限
リ
適
用
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
モ
差さ
し

支つ
か
えナ
キ
コ
ト
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（
但
シ
今
後
ボ
ー
シ
ン
的
ノ
者
ハ
漸
次
之
ヲ
廃
ス
ル
様
善
処
方
留
意
ノ
コ
ト
）（
120
）」

　　

右
で
い
う
「
運
用
上
」
の
考
慮
の
重
要
な
一
つ
が
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に（
121
）、
日
雇
職
工
を
人
夫
名
義
に
変
更
す
る
こ
と
（「
人
夫

名
義
の
職
工
」）
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、「
中
央
労
務
会
」
に
お
け
る
「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に
関
す
る
議
論
を
考
察
し
て
き
た
。「
中
央
労
務
会
」
で
は
、
同
職
工
の

雇
用
期
間
（
契
約
更
新
を
含
む
）
や
待
遇
改
善
（
予
告
手
当
、
賞
与
、
福
利
厚
生
、
退
職
金
な
ど
の
給
付
）
な
ど
の
諸
問
題
が
繰
り
返
し

議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
背
景
に
は
常
に
労
働
争
議
や
国
家
の
労
働
政
策
・
臨
時
工
取
締
政
策
に
ど
う
対
処
す
る
か
と
い

う
危
機
意
識
が
あ
っ
た（
122
）。
そ
の
議
論
の
過
程
で
時
に
は
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
制
か
ら
人
夫
供
給
請
負
人
に
よ
る
「
日
雇
職
工
」

（
人
夫
名
義
の
職
工
）
制
へ
の
移
行
が
主
張
さ
れ
た
。「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
制
を
最
終
的
に
廃
止
に
追
い
込
ん
だ
の
は
、
三
六
年
六
月

に
成
立
し
た
「
退
職
積
立
金
及
退
職
手
当
法
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
逆
に
、「
期
限
付
臨
時
雇
職
工
」
に
代
わ
る
労
働
力
と

し
て
人
夫
供
給
請
負
人
に
よ
る
「
日
雇
職
工
」（
人
夫
名
義
の
職
工
）
へ
の
依
存
度
は
高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る（
123
）。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
人
夫
供
給
請
負
人
に
よ
る
「
日
雇
職
工
」（
人
夫
名
義
の
職
工
）
も
、
三
七
年
七
月
の
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ

て
急
速
に
減
少
し
て
い
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
三
八
年
四
月
に
開
か
れ
た
第
二
四
回
「
中
央
労
務
会
」
に
お
い
て
「
本
店
」
は
「
工

場
警
備
強
化
ニ
係
ル
件
」
を
議
題
と
し
て
提
出
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
災
害
ノ
防
止
、
機
秘
密
ノ
保
持
等
ノ
必
要
上
ハ
勿
論
、
時
節
柄
特
ニ
防
諜
ノ
為
工
場
警
備
ノ
強
化
ニ
就
テ
ハ
一
層
配
意
ヲ
要
ス
ベ

ク
（
中
略
）
今
次
事
変
（「
支
那
事
変
」
＝
日
中
戦
争
―
引
用
者
注
）
下
在
リ
テ
ハ
特
ニ
科
学
化
シ
巧
妙
ト
ナ
リ
ツ
ツ
ア
ル
間
諜
ヲ

防
衛
シ
、
以
テ
国
防
能
力
ニ
聊い

さ
さカ
ノ
支
障
ヲ
モ
来
シ
メ
ザ
ル
様
心
的
及
物
的
両
方
面
ニ
亘
リ
適
切
ナ
ル
方
策
ヲ
施
シ
、
一
層
警
備
ノ
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強
化
ヲ
図
ル
コ
ト
肝
要
ナ
ル
ベ
ク（
124
）」

　　

そ
の
う
え
で
協
議
し
た
結
果
だ
さ
れ
た
結
論
は
、
イ
「
防
護
委
員
会
」
の
設
置
、
ロ
「
日
傭
職
工
又
ハ
人
夫
、
商
人
等
ノ
出
入
取
締
」、

ハ
「
一
般
職
工
ノ
機
密
保
持
」、
ニ
「
職
工
ノ
写
真
、
指
紋
、
筆
蹟
ノ
整
理
」、
ホ
「
特
残
徽
章
ノ
制
定
」、
ヘ
「
各
自
ノ
言
動
注
意
ノ
喚

起
」
の
六
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
ロ
「
日
傭
職
工
又
ハ
人
夫
、
商
人
等
ノ
出
入
取
締
」
に
つ
い
て
、「
議
事
録
」
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

「
日
傭
職
工
又
ハ
人
夫
、
商
人
等
ノ
外
来
者
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
注
意
ヲ
払
ヒ
、
其
ノ
思
想
、
素
行
、
身
元
ニ
付
十
分
ノ
調
査
ヲ
為
シ
置

ク
ヲ
要
ス（
125
）」

　　

こ
こ
で
は
、
人
夫
供
給
請
負
人
が
供
給
す
る
日
雇
職
工
・
人
夫
を
「
外
来
者
」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
労
働
者
の
思
想
、
日
常
行
動
や

出
身
地
な
ど
を
含
む
身
元
を
調
査
し
掌
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
夫
供
給
請
負
人
自
身
こ
れ
ら
の
事
柄
に
関
心
が

な
く
何
事
も
知
ら
ず
、
と
も
か
く
か
き
集
め
収
容
し
た
求
職
労
働
者
を
日
雇
職
工
・
人
夫
と
し
て
各
事
業
所
に
供
給
し
て
い
る
の
で
、
上

記
の
こ
と
は
無
理
難
題
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
記
ロ
の
決
定
を
厳
格
に
守
る
か
ぎ
り
、
人
夫
供
給
請
負
人
に
よ
る
「
日
雇
職

工
」
の
供
給
体
制
は
崩
壊
す
る
運
命
に
あ
っ
た
。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に（
126
）、
同
年
九
月
に
開
か
れ
た
第
二
五
回
「
中
央
労
務
会
」
で

決
定
さ
れ
た
諸
方
針
は
、
こ
の
運
命
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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注（
1
）『
三
菱
社
誌
』
第
二
四
巻
、
大
正
六
年
（
一
月
〜
八
月
）、
三
六
六
〇
頁
。

（
2
）
同
上
書
、
三
八
九
九
頁
。
同
上
書
、
大
正
六
年
（
九
月
〜
一
二
月
）、
三
九
九
七
頁
。
な
お
三
菱
合
資
会
社
は
一
七
年
か
ら
一
九
二
〇
年
に
か
け

て
、
三
菱
造
船
の
ほ
か
に
三
菱
製
鉄
、
三
菱
鉱
業
、
三
菱
商
事
、
三
菱
銀
行
な
ど
を
株
式
会
社
と
し
て
分
離
・
独
立
さ
せ
、
同
社
は
持
株
会
社
と

な
り
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
体
制
を
完
成
さ
せ
た
。

（
3
）『
三
菱
社
誌
』
第
二
六
巻
、
大
正
八
年
、
四
九
八
九
頁
、
同
第
二
七
巻
、
大
正
九
年
、
五
四
八
五
頁
。

（
4
）『
三
菱
社
誌
』
第
二
八
巻
、
大
正
十
年
、
五
六
八
三
―
五
六
八
四
頁
。

（
5
）『
三
菱
社
誌
』
昭
和
三
年
、
一
三
六
頁
。
な
お
少
し
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
三
二
年
四
月
現
在
、
三
菱
航
空
機
名
古
屋
製
作
所
の
製
造
品
は
、
飛

行
機
機
体
関
係
（
三
菱
式
戦
闘
機
、
三
菱
式
偵
察
機
、
三
菱
式
軽
爆
撃
機
、
三
菱
式
練
習
機
、
三
菱
式
各
種
商
用
機
、
そ
の
他
）、
発
動
機
関
係

（
各
種
飛
行
機
発
動
機
、
そ
の
他
）
で
あ
っ
た
（
名
古
屋
産
業
福
利
研
究
会
『
三
菱
航
空
機
株
式
会
社
名
古
屋
製
作
所
第
一
回
見
学
報
告
』
一
九

三
二
年
四
月
九
日
、
謄
写
刷
、
ペ
ー
ジ
数
な
し
）。

（
6
）『
三
菱
社
誌
』
昭
和
四
年
、
二
八
七
頁
。

（
7
）『
三
菱
社
誌
』
第
二
六
巻
、
大
正
八
年
、
四
九
九
三
頁
、
同
第
二
八
巻
、
大
正
七
年
、
五
四
八
五
、
五
六
四
九
頁
。

（
8
）『
三
菱
社
誌
』
昭
和
九
年
、
八
七
九
、
八
八
四
頁
。

（
9
）
こ
の
時
期
の
三
菱
長
崎
造
船
所
に
お
け
る
労
働
運
動
・
争
議
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
西
成
田
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
第
二
章
第
二
節

四
、
第
三
節
五
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）
一
九
二
〇
年
代
の
労
働
組
合
法
案
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
西
成
田
、
前
掲
書
、
第
四
章
を
参
照
。

（
11
）
た
だ
、
そ
の
前
年
の
二
四
年
一
月
、
三
菱
合
資
会
社
は
「
労
務
研
究
会
」
な
る
も
の
を
発
足
さ
せ
、
同
年
（
二
月
末
ま
で
に
五
回
の
例
会
を
開
催

し
て
い
る
（『
三
菱
社
誌
』
第
三
一
巻
、
大
正
十
三
年
、
六
五
二
三
頁
。）。

（
12
）『
三
菱
社
誌
』
第
三
二
巻
、
大
正
十
四
年
、
六
八
八
一
―
六
八
八
二
頁
。
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（
13
）
同
上
書
、
六
八
八
二
頁
。

（
14
）
そ
の
全
文
は
、
同
上
書
、
六
八
八
〇
―
六
八
八
一
頁
。

（
15
）
同
上
書
、
六
九
二
一
―
六
九
二
二
頁
。

（
16
）
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
本
社
所
蔵
。
た
だ
し
、
こ
の
所
蔵
場
所
は
、
一
九
七
七
年
一
月
筆
者
が
同
史
料
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た
と
き

の
場
所
。

（
17
）
三
菱
造
船
株
式
会
社
神
戸
造
船
所
『
原
価
低
減
研
究
委
員
会
記
録
（
訓
示
）』
一
九
二
三
年
（
謄
写
刷
、
ペ
ー
ジ
数
ナ
シ
）、
三
菱
造
船
株
式
会
社

神
戸
造
船
所
『
間
接
費
低
減
研
究
委
員
会
報
告
』
一
九
二
三
年
（
謄
写
刷
、
ペ
ー
ジ
数
ナ
シ
）。

（
18
）『
第
八
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
五
年
十
月
、
一
頁
。

（
19
）
同
上
、
二
頁
。

（
20
）『
第
九
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
六
年
四
月
、
一
頁
。

（
21
）『
第
十
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
六
年
十
月
、
一
頁
。

（
22
）『
第
十
四
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
八
年
十
月
、
五
―
六
頁
。

（
23
）
同
上
、
六
―
七
頁
。

（
24
）
同
上
、
八
頁
。

（
25
）『
第
十
一
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
七
年
四
月
、
二
―
三
頁
。

（
26
）『
第
十
七
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
年
四
月
、
一
頁
。

（
27
）
同
上
、
六
頁
。

（
28
）
同
上
、
五
頁
。

（
29
）
同
上
、
八
頁
。

（
30
）
同
上
、
二
一
頁
。

（
31
）『
第
十
八
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
年
十
月
、
七
頁
。
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（
32
）『
第
二
十
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
一
年
十
月
、
六
三
頁
。

（
33
）「
基
本
的
に
」
と
限
定
を
付
し
た
の
は
、
軍
用
電
機
機
器
な
ど
の
注
文
生
産
も
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

（
34
）
三
菱
合
資
会
社
資
料
課
『
重
要
工
業
確
立
政
策
ニ
関
ス
ル
資
料
』
一
九
二
七
年
（
謄
写
刷
、
ペ
ー
ジ
数
ナ
シ
）。

（
35
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
成
田
豊
「
両
大
戦
間
期
日
本
の
臨
時
工
と
労
務
供
給
請
負
業
』（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、

一
橋
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
）
三
五
頁
。
参
照
。

（
36
）
三
菱
合
資
会
社
資
料
課
『
三
菱
電
機
神
戸
製
作
所
に
於
け
る
時
間
研
究
と
賃
率
決
定
』
一
九
二
七
年
、
一
五
頁
。

（
37
）
同
上
書
、
三
一
頁
。

（
38
）『
第
八
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
五
年
十
月
、
五
頁
。

（
39
）
同
上
、
同
頁
。

（
40
）『
第
五
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
四
年
四
月
、
八
八
頁
。

（
41
）
同
上
、
三
頁
。

（
42
）
同
上
、
八
八
頁
。

（
43
）
こ
の
争
議
は
二
九
年
三
月
一
五
日
、「
工
信
会
」（
横
浜
船
渠
の
企
業
内
組
合
）
の
会
長
渡
辺
国
治
と
副
会
長
山
下
義
一
が
同
社
取
締
役
会
長
に
対

し
て
、
日
給
五
〇
銭
の
増
額
、
残
業
制
度
の
廃
止
、
最
低
賃
金
二
円
五
〇
銭
、
退
職
手
当
の
増
額
、「
工
信
会
」
に
よ
る
入
職
者
「
紹
介
」
の
独

占
な
ど
と
も
に
、「
定
期
職
工
」（
臨
時
工
）
の
常
傭
工
へ
の
編
入
な
ど
を
要
求
し
た
「
嘆
願
書
」
を
提
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
そ
の

「
嘆
願
書
」
は
、「
定
期
職
工
」
の
常
傭
工
へ
の
編
入
要
求
の
な
か
で
、「
常
傭
職
工
と
な
り
得
る
期
待
は
定
期
職
工
に
と
つ
て
一
つ
の
刺
戟
で
あ

り
衝
動
で
あ
る
。
既
存
定
期
職
工
と
常
傭
職
工
と
の
待
遇
に
相
当
の
差
別
が
あ
り
、
労
働
条
件
の
甚
だ
し
い
相
違
は
定
期
職
工
の
た
へ
ざ
る
不
満

で
あ
る
。
常
傭
職
工
は
共
済
会
の
手
当
を
う
け
る
、
退
職
手
当
の
相
当
額
を
受
け
う
る
、
定
期
昇
給
の
恩
恵
を
う
る
。
…
…
定
期
職
工
は
同
じ
く

労
働
者
で
あ
り
な
が
ら
唯
失
業
の
不
安
に
脅
か
さ
れ
る
の
み
で
、
之
等
の
特
権
を
持
ち
得
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
争
議
は
、
同
月
二
四
日
、

「
合
理
的
賃
金
制
度
」
の
制
定
、
退
職
手
当
の
増
額
、「
定
期
職
工
」
の
一
部
の
常
傭
職
工
化
な
ど
「
工
信
会
」
側
の
要
求
が
部
分
的
に
実
現
す
る

か
た
ち
で
妥
結
し
た
（
リ
ポ
ー
ト
社
編
『
横
浜
船
渠
株
式
会
社
労
働
争
議
事
情
』
一
九
二
九
年
、
謄
写
刷
、
に
よ
る
。
引
用
文
は
同
一
五
頁
）。
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（
44
）『
第
五
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
四
年
四
月
、
八
九
頁
。

（
45
）
同
上
、
八
八
―
八
九
頁
。

（
46
）
同
上
、
八
九
頁
。

（
47
）
同
上
、
同
頁
。

（
48
）
同
上
、
八
九
―
九
〇
頁
。

（
49
）
こ
の
時
期
の
退
職
手
当
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
西
成
田
豊
『
退
職
金
の
一
四
〇
年
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
50
）『
第
五
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
四
年
四
月
、
九
〇
頁
。

（
51
）
同
上
、
同
頁
。

（
52
）
同
上
、
同
頁
。

（
53
）
同
上
、
同
頁
。

（
54
）
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
労
働
法
令
協
会
、
一
九
六
一
年
、
二
一
七
―
二
一
八
頁
。

（
55
）
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
西
成
田
、
前
掲
論
文
参
照
。

（
56
）『
第
七
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
五
年
四
月
、
二
一
―
二
二
頁
。

（
57
）
同
上
、
二
三
頁
。

（
58
）
西
成
田
、
前
掲
論
文
。

（
59
）『
第
七
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
五
年
四
月
、
二
三
頁
。

（
60
）
同
上
、
同
頁
。

（
61
）
同
上
、
二
四
頁
。

（
62
）
同
上
、
同
頁
。

（
63
）
同
上
、
二
四
―
二
五
頁
。

（
64
）『
第
十
四
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
八
年
十
月
、
三
―
四
頁
。
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（
65
）
同
上
、
四
頁
。

（
66
）『
第
十
七
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
年
四
月
、
四
頁
。

（
67
）
協
調
会
労
働
課
『
三
菱
航
空
機
株
式
会
社
名
古
屋
製
作
所
争
議
』
一
九
三
三
年
一
〇
月
、
謄
写
刷
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
）
に
よ
る
。

（
68
）
同
上
史
料
、
一
頁
。

（
69
）
同
上
史
料
、
三
頁
。

（
70
）
一
九
二
六
年
に
成
立
し
た
労
働
争
議
調
停
法
に
も
と
づ
き
設
け
ら
れ
た
調
停
官
。
詳
し
く
は
、
西
成
田
、
前
掲
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研

究
』
第
三
章
第
三
節
二
、
三
を
参
照
。

（
71
）
前
掲
、
協
調
会
労
働
課
『
三
菱
航
空
機
株
式
会
社
名
古
屋
製
作
所
争
議
』
一
三
―
一
四
頁
。

（
72
）
同
上
史
料
、
一
一
頁
。

（
73
）
同
上
史
料
、
一
五
頁
。

（
74
）『
第
十
四
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
八
年
十
月
、
八
〇
頁
。

（
75
）
同
上
、
八
一
頁
。

（
76
）
同
上
、
八
二
頁
。

（
77
）
同
上
、
同
頁
。

（
78
）
同
上
、
同
頁
。

（
79
）
同
上
、
同
頁
。

（
80
）
同
上
、
同
頁
。

（
81
）
同
上
、
八
三
ノ
二
頁
。

（
82
）
同
上
、
八
四
頁
。

（
83
）
同
上
、
八
四
ノ
二
頁
。

（
84
）
同
上
、
八
五
ノ
一
頁
。
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（
85
）
同
上
、
八
六
―
八
七
頁
。

（
86
）
同
上
、
八
七
頁
。

（
87
）
同
上
、
八
九
―
九
〇
頁
。

（
88
）
同
上
、
九
一
頁
。

（
89
）
同
上
、
九
二
―
九
四
頁
。

（
90
）
同
上
、
九
七
頁
。

（
91
）『
第
十
七
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
年
四
月
、
一
八
―
一
九
頁
。

（
92
）
社
会
局
労
働
部
『
工
場
監
督
年
報
』
第
二
〇
回
、
一
九
三
五
年
、
六
一
三
頁
。

（
93
）
社
会
局
労
働
部
『
労
働
時
報
』
第
一
二
巻
第
六
号
、
一
九
三
五
年
六
月
、
一
八
八
頁
。

（
94
）
厚
生
省
労
働
局
『
工
場
監
督
年
報
』
二
一
回
、
一
九
三
六
年
、
四
三
五
頁
。

（
95
）
協
調
会
『
労
働
年
鑑
』
一
九
三
六
年
版
、
一
七
頁
。

（
96
）『
第
十
七
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
年
四
月
、
一
四
頁
。

（
97
）
同
上
、
同
頁
。

（
98
）
同
上
、
一
五
頁
。

（
99
）
同
上
、
二
四
頁
。

（
100
）
同
上
、
三
一
頁
。

（
101
）
同
上
、
同
頁
。

（
102
）『
第
十
八
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
年
十
月
、
一
頁
。

（
103
）
前
掲
、
厚
生
省
労
働
局
『
工
場
監
督
年
報
』
第
二
一
回
、
四
三
五
頁
。

（
104
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
西
成
田
『
退
職
金
の
一
四
〇
年
』
一
九
二
頁
、
参
照
。

（
105
）
戸
畑
鋳
物
会
社
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
労
働
事
情
調
査
所
編
『
臨
時
工
問
題
の
研
究
』（
一
九
三
五
年
六
月
、
一
一
三
―
一
一
六
頁
を
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参
照
。

（
106
）『
第
十
八
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
年
十
月
、
二
頁
。

（
107
）
同
上
、
同
頁
。

（
108
）
同
上
、
三
頁
。

（
109
）
同
上
、
四
頁
。

（
110
）
同
上
、
一
〇
―
一
一
頁
。

（
111
）
同
上
、
一
九
頁
。

（
112
）
同
上
、
二
〇
頁
。

（
113
）
同
上
、
二
〇
―
二
一
頁
。

（
114
）
同
上
、
二
一
頁
。

（
115
）
詳
し
く
は
、
前
掲
、
西
成
田
『
退
職
金
の
一
四
〇
年
』
第
四
章
を
参
照
。

（
116
）『
第
二
十
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
一
年
十
月
、
五
九
頁
。

（
117
）
同
上
、
六
五
頁
。

（
118
）
同
上
、
六
九
―
七
〇
頁
。

（
119
）
同
上
、
六
二
頁
。

（
120
）
同
上
、
七
〇
頁
。

（
121
）
西
成
田
、
前
掲
論
文
、
第
二
章
、
参
照
。

（
122
）
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
敢
え
て
の
べ
る
が
、
以
上
の
史
実
は
、
下
部
構
造
（
経
済
的
階
級
関
係
）
が
上
部
構
造
（
政
治
構
造
、
社
会
的
意
識
の

諸
形
態
）
を
規
定
す
る
と
い
う
「
唯
物
史
観
」
や
、
国
家
と
は
経
済
的
支
配
階
級
が
被
支
配
層
を
支
配
・
統
合
す
る
た
め
の
装
置
（
権
力
）
で
あ

る
と
い
う
「
階
級
国
家
」
論
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
む
し
ろ
そ
れ
と
は
正
反
対
の
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

（
123
）
二
〇
年
代
後
半
以
降
、
三
菱
財
閥
の
諸
統
計
資
料
に
は
「
日
雇
職
工
」
数
は
ま
っ
た
く
記
載
を
さ
れ
て
お
ら
ず
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
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年
代
か
ら
一
〇
年
代
に
か
け
て
請
負
人
が
供
給
す
る
臨
時
人
夫
を
造
船
所
と
「
日
々
雇
用
の
直
接
雇
用
関
係
」
に
あ
る
者
と
し
て
統
計
資
料
に
記

載
し
て
い
た
状
況
と
は
お
お
き
く
変
わ
り
、
三
菱
は
後
述
す
る
よ
う
に
「
日
雇
職
工
」
を
「
外
来
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
124
）『
第
二
十
四
回
中
央
労
務
会
議
事
録
』
昭
和
十
三
年
四
月
、
四
一
頁
。

（
125
）
同
上
、
四
二
頁
。

（
126
）
西
成
田
、
前
掲
論
文
、
第
二
章
、
参
照
。

結
び

　

最
後
に
、
本
稿
で
の
考
察
を
簡
潔
に
要
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
三
菱
長
崎
造
船
所
に
お
い
て
一
九
〇
三
年
以
降
登
場
す
る
臨
時
職
工
は
、
当
初
は
景
気
変
動
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
調
整
弁

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
職
工
を
採
用
す
る
と
き
は
ま
ず
臨
時
職
工
と
し
て
採
用
し
、
そ
の
さ
い
臨
時
職
工
の
ま
ま
と

す
る
者
と
、
一
定
期
間
を
経
た
後
に
定
傭
工
と
す
る
者
と
に
区
分
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
第
一
次
大
戦
期
に
は
い
る
と
後
者
の

試
傭
工
と
し
て
の
性
格
が
つ
よ
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
臨
時
職
工
の
募
集
・
採
用
は
、
当
該
工
場
の
小
頭
や
組
長
に
よ
る
「
紹
介
人
」

（
労
務
供
給
請
負
人
）
と
し
て
の
活
動
に
依
存
し
て
お
り
、
採
用
さ
れ
た
臨
時
職
工
は
「
紹
介
人
」
た
る
小
頭
・
組
長
の
配
下
に
組
み
入

れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
種
の
親
方
制
度
の
関
係
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
こ
の
臨
時
職
工
に
対
し
て
も
同
所
の
福
利
厚
生
策
の
一
部
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
造
船
所
側
の
直
接
的
管
理
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て

い
た
。
そ
の
意
味
で
、
臨
時
職
工
に
即
し
て
み
れ
ば
、
小
頭
・
組
長
に
よ
る
親
方
的
管
理
と
造
船
所
側
の
直
接
的
管
理
が
並
存
し
て
い
た
。
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し
た
が
っ
て
、
臨
時
職
工
の
存
在
を
考
慮
せ
ず
、
常
傭
工
の
み
を
念
頭
に
お
い
て
、
重
工
業
大
企
業
の
労
務
管
理
体
制
を
間
接
的
管
理
か

ら
直
接
的
管
理
へ
と
単
線
的
に
描
く
議
論
は
根
本
的
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
な
臨
時
職
工
は
、
一
九
二
〇
年
の
反
動
恐
慌
と
そ
の
後
の
造
船
不
況
の
影
響
を
う
け
て
存
在
し
な
く
な
り
、
二

三
年
以
降
新
た
に
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
従
来
の
臨
時
職
工
と
そ
の
性
格
を
お
お
き
く
異

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
三
菱
長
崎
造
船
所
に
お
け
る
臨
時
人
夫
は
人
夫
供
給
請
負
人
に
お
お
き
く
存
在
し
た
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
は

「
人
夫
供
給
数
に
応
じ
た
一
人
当
り
供
給
手
数
料
の
増
額
、
人
夫
供
給
数
が
不
足
し
た
ば
あ
い
の
不
足
数
に
応
じ
た
「
過
怠
金
」（
罰
金
）

の
徴
収
、
同
所
に
優
先
的
に
人
夫
を
供
給
す
る
こ
と
の
義
務
付
け
な
ど
、
人
夫
供
給
請
負
人
に
対
す
る
造
船
所
側
の
管
理
が
き
わ
め
て
つ

よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
夫
供
給
請
負
人
に
対
す
る
そ
う
し
た
造
船
所
側
の
管
理
強
化
は
、
日
露
戦
争
後
い
っ
そ
う
つ
よ
ま
り
、
請
負
人

に
対
す
る
「
バ
ラ
ッ
ク
」（「
人
部
部
屋
」）
建
設
の
要
求
、
請
負
人
が
直
轄
す
る
「
下
宿
屋
」（「
労
働
下
宿
」）
へ
の
造
船
所
側
の
監
督
・

介
入
の
強
化
な
ど
と
な
っ
て
そ
れ
は
現
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
供
給
請
負
人
と
臨
時
人
夫
に
対
す
る
造
船
所
側
の
管
理
と
そ
の
強
化
は
、
造
船
所
と
臨
時
人
夫
の
関
係
を
造
船
所
側
が

「
日
々
雇
用
の
直
接
的
雇
用
関
係
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
臨
時
人
夫
に
対
し
て
も
、
さ
き

の
臨
時
職
工
と
同
様
に
造
船
所
の
福
利
厚
生
策
の
一
部
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
供
給
請
負
人
と
供
給
人
夫
の
関
係
を
親
方
制
度
の
関
係
と

し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
の
べ
た
臨
時
職
工
に
つ
い
て
と
同
様
、
臨
時
人
夫
に
つ
い
て
も
親
方
的
管
理
と
造
船
所
側
の
直
接
的
管
理

が
並
存
し
て
い
た
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
供
給
請
負
人
と
臨
時
人
夫
は
、
臨
時
職
工
と
同
様
に
二
〇
年
代
の
造
船
不
況
の
な
か
で
急

速
に
縮
小
し
て
い
っ
た
。

　

長
崎
造
船
所
が
一
九
二
三
年
か
ら
新
た
に
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
は
、
雇
用
期
間
を
限
定
し
た
（
雇
用
を
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継
続
す
る
ば
あ
い
は
一
旦
解
雇
の
手
続
を
と
っ
た
う
え
で
再
雇
用
す
る
）
臨
時
職
工
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
末
か
ら
二
〇
年
代
か
け
て

設
立
さ
れ
た
三
菱
財
閥
傘
下
の
重
工
業
企
業
・
事
業
所
も
、
こ
の
「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
を
採
用
し
た
。
同
職
工
が
ど
の
よ
う
な
方
法

で
募
集
さ
れ
採
用
さ
れ
た
の
か
は
史
料
的
に
詳
ら
か
で
な
い
が
、
中
央
労
務
会
の
「
議
事
録
」
に
同
職
工
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
「
直
接
雇

傭
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
一
九
〇
〇
年
代
、
一
〇
年
代
の
長
崎
造
船
所
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
小
頭
・
組
長
に

よ
る
「
紹
介
人
」（
労
務
供
給
請
負
人
）
活
動
に
依
存
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
は
常
傭
工
と
比
較
し
て
、
全
体
と
し
て
低
賃
金
で
あ
り
、
雇
用
調
整
弁
と
し
て
使
用
さ
れ
た
側
面
は
お
お
き
い

が
、
そ
の
人
数
・
割
合
は
製
造
種
目
や
技
術
的
・
経
営
的
合
理
化
へ
の
取
り
組
み
な
ど
、
各
企
業
・
事
業
所
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
よ
っ
て

か
な
り
異
な
っ
て
い
た
。

「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
は
、
さ
き
に
み
た
長
崎
造
船
所
の
臨
時
職
工
と
は
異
な
り
、
各
企
業
・
事
業
所
の
福
利
厚
生
策
は
適
用
さ
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
三
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
臨
時
工
に
対
す
る
政
府
・
行
政
側
の
取
締
政
策
な
ど
と
の
関
連
で
、「
解
雇

予
告
手
当
」
や
賞
与
、
退
職
手
当
な
ど
の
不
支
給
な
ど
が
問
題
と
な
り
、
中
央
労
務
会
で
は
同
職
工
の
雇
用
期
間
、
契
約
更
新
の
あ
り
方

や
待
遇
改
善
な
ど
の
諸
問
題
が
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
議
論
の
な
か
で
、
同
職
工
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
人
夫
供

給
請
負
人
が
供
給
す
る
日
雇
職
工
（「
人
夫
」
名
義
の
職
工
）
へ
の
依
存
（
回
帰
）
が
示
さ
れ
た
。

「
期
限
付
臨
時
傭
職
工
」
は
、
最
終
的
に
は
一
九
三
六
年
「
退
職
積
立
金
及
退
職
手
当
法
」
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
り
廃
止
・
解
体
さ
れ
、

人
夫
供
給
請
負
人
が
供
給
す
る
日
雇
職
工
（「
人
夫
」
名
義
の
職
工
）
制
へ
全
面
的
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
職
工
制

も
日
中
戦
争
勃
発
に
よ
る
戦
時
体
制
の
成
立
に
よ
り
解
体
さ
れ
て
い
っ
た
。

〔
二
〇
一
三
年
九
月
一
一
日
提
出
〕


